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ご あ い さ つ

　皆様には、平素より石動信用金庫をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

本年も当金庫の経営内容をご理解いただくために、ディスクロージャー誌を作成いたしまし

た。

　2024年度のわが国経済はコロナ禍を経て私たちの生活に新たな価値や選択肢をもたらし

ました。他方、海外情勢は、ウクライナや中東等をはじめとする地政学リスクの増大、中国

経済の先行き懸念、米欧の金融引き締めの動向等といった不確実性が高い状況が続いており、

我が国の景気を下押しするリスクが引き続き懸念されています。

　また、日本銀行は1月の金融政策決定会合で利上げを実施し、追加利上げ等の金融政策の

正常化を見据えたリスク・マネジメントの重要性が増しています。

　こうした状況の中、当金庫は、地域密着型のコンサルティング営業の推進、コロナ禍にお

ける本業支援および経営課題の解決、個人のお客様に向けて、利便性の高いサービスの提供

などに努めてまいりました。また、小矢部市の｢定住促進対策事業｣に連携して、各種定住者

支援ローンによる金融サービス及び施策に対するサポートを行ってまいりました。

　迎えます2025年度は、日本経済を取り巻く環境は不確実性が増していますが、当金庫は、

引き続き地域密着型金融の本質を確りと捉えて、個人事業主、小・中規模企業者の皆様の資

金繰りを支え、この厳しい環境下において生き抜くための事業継続、経営改善などに関する

問題解決に取組むことで、地域経済の発展に繋げてまいります。あわせて、個人のお客様に

向けては、デジタル技術を活用した利便性の高いサービスの提供などに努めてまいります。

さらに、「地方版まち・ひと・しごと総合戦略」に積極的に関与するとともに、新たなビジ

ネスチャンスの創造など、様々な局面にあわせた支援に努めてまいります。

　信用金庫の存立の原点を確り認識し、地域の中小企業の健全な発展と、地域住民の豊かな

生活実現のため、会員組織の地域金融機関としての公共的使命に徹し、新たな環境に対応す

る業務運営を進め、役職員一致協力して強固な経営基盤確立と健全経営に努め、皆様方のご

期待にお応えする所存であります。

理事長

石動信用金庫

2025年７月
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〔事業の概況・金庫の概況及び組織に関する事項〕

　預金は期中88百万円増加し、期末残高は57,391百万円となりました。一方、貸出残高は437百万円減

少し、期末残高は27,749百万円となりました。

　損益状況につきましては、経常収益は1,001百万円を計上、前期比188百万円の増収となりました。増

収の主な要因は貸倒引当金の戻し入れや臨時収益の増加によるものです。一方、経常費用は1,435百万円

を計上、前期比733百万円の費用増となりました。その主な要因は、有価証券の時価評価額が大幅に下

落したことによる、時価評価の回復見込の低い有価証券の売却損・償還損と減損処理によるものです。

　その結果、税引き後の当期純損失は438百万円の決算となりました。

◎ 基 本 方 針

　（１）金融機関の公共性に鑑み、健全経営を堅持する。

　（２）地域社会の繁栄と、お客様の利益及び満足の為に心から奉仕する。

　（３）�誠実と努力に報いるため、すべての職員に対して幸福に豊かな生活を享受せしめることに努

める。

◎ 経 営 方 針

　（１）地域密着型のコンサルティング営業の推進	

　（２）働きやすい職場づくり

　（３）プロフェッショナルな人材の育成

　以上の方針を着実に進めることにより、地域の皆様から一層信頼される信用金庫になることを目指

します。

事 業 の 概 況

経 営 方 針
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常勤理事会
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総
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課

各　支　店

福

町

支
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◎ 河村公認会計士事務所　公認会計士　河村 拓栄 氏 （2025年７月１日現在）

（2025年７月１日現在）
◎ 常 勤 役 員
　　　 理 事 長（代表理事）	 広　岡　　　　隆
　　　 専務理事（代表理事）	 西　永　　　　正　　業務部長委嘱
　　　 常務理事	 岡　田　　正　之　　総務部長委嘱

　　　 常勤理事	 上　田　　雅　之　　本店営業部長委嘱
　　　 常勤監事	 澤　田　　健　一

◎ 非 常 勤 役 員
	 理　　事	 渋　谷　　　　武　(※1）
	 理　　事	 杉　澤　　弘　司　(※1）
	 理　　事	 山　本　　裕　二　(※1）
	 監　　事（員外）	 谷　　　　行　生　(※2）
	 監　　事	 屋　敷　　吉　信

※1は、信用金庫業界の「総代会の機能向上策等に関する業界申し合せ」に基づく職員外理事です	     
※2は、信用金庫法第32条第5項に定める員外監事です
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事務所の名称及び所在地

営業地域一覧

自動機器設置状況

住　　　　　　　所 電　話　番　号店 舗 名

本 部

本 店 営 業 部

福 町 支 店

中 央 支 店

金 沢 支 店

小矢部市石動町１３番１３号

小矢部市石動町１３番１３号

小矢部市西福町９番７号

小矢部市中央町４番２５号

金沢市浅野本町１丁目１５番２５号

０７６６－６７－１０２２

０７６６－６７－１０２０

０７６６－６７－０５２１

０７６６－６７－３１１１

０７６－２５１－２１３５

富　　　山　　　県 石　　　川　　　県

市 郡 名

富山県全域

町 村 名 備 考 市 郡 名

金 沢 市

河 北 郡

〃

野 々 市 市

白 山 市

町 村 名

津 幡 町

内 灘 町

備 考

旧美川町・河内村・吉野谷村・
鳥越村・尾口村・白峰村を除く

店　舗　名

本 店 営 業 部

〃

福 町 支 店

中 央 支 店

金 沢 支 店

　 合 　 計 　

設　　置

年　　月

1983年07月

1992年09月

1984年03月

1983年11月

1984年11月

備　　　考
店  舗  内

ＡＴＭ

２台

１台

１台

１台

店  舗  外

ＡＴＭ

１台

６台

2023/11新機種

ピアゴ小矢部店内　2023/12新機種

2019/09新機種

2019/09新機種

2019/09新機種

＊ＡＴＭ ……… 現金自動預入支払機

3 , 1 7 2 名

4 0 6 名

3 , 5 7 8 名

3 , 2 1 1 名

3 9 8 名

3 , 6 0 9 名

5 0 円

5 , 0 0 0 円

※出資一口の金額

※会員の出資の最低限度額

区 分

個 人

法 人

合 計

2024年度2023年度

会 員 数

（2025年6月末現在） 

（2025年6月末現在） 

（2025年３月末現在） 
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金庫の主要な事業の内容

〔金庫の主要な事業の内容〕

１　預金及び定期積金の受入れ 

２　資金の貸付け及び手形の割引 

３　為替取引 

４　上記１～3の業務に付随する次に掲げる業務その他の業務 

　(1)

　(2)

　(3)

　(4)

 

　(5)

　(6)

　(7)

　(8)

 

　(9)

　

　(10)

　(11)

　(12)

　(13)

　(14)

　(15)

５　国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の有価証券について金融商品取引法により信用金庫

が営むことのできる業務（上記4により行う業務を除く。）

６　法律により信用金庫が営むことができる業務 

　(1)

　(2)

 

　

　(3)

　(4)

債務の保証又は手形の引受け

有価証券（(5)に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除

く。）の売買（有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。）又は有価証券関連デ

リバティブ取引（投資の目的をもってするものに限る。）

有価証券の貸付け

国債証券、地方債証券若しくは政府保証債券（以下「国債証券等」という。）の引受け（売出

しの目的をもってするものを除く。）並びに当該引受けに係る国債証券等の募集の取扱い及び

はね返り玉の買取り

金銭債権の取得又は譲渡及びこれに付随する業務（除く商品投資受益権証書の取得・譲渡に係

る付随業務）

短期社債等の取得又は譲渡

次に掲げる者の業務の代理

株式会社日本政策金融公庫

独立行政法人住宅金融支援機構

日本銀行

独立行政法人農林漁業信用基金

独立行政法人勤労者退職金共済機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構

独立行政法人労働者健康安全機構

一般社団法人しんきん保証基金

一般社団法人全国石油協会

公益社団法人全国市街地再開発協会

次に掲げる者の業務の代理又は媒介（内閣総理大臣の定めるものに限る。）

イ 金庫（信用金庫及び信用金庫連合会）

次に掲げる信託会社又は信託業務を営む金融機関の業務の媒介（内閣総理大臣の定めるものに

限る。）

信金中央金庫

国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

振替業

両替

デリバティブ（有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。(15)ににおいて同じ。）

であって信用金庫法施行規則で定めるもの（(5)に掲げる業務に該当するものを除く。）

デリバティブ取引（信用金庫法施行規則で定めるものに限る。）の媒介、取次ぎ又は代理

保険業法（平成７年法律第105号）第275条第１項により行う保険募集

高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）の定めるところにより、高齢

者居住支援センターからの委託を受けて行う債務保証の申込みの受付及び保証債務履行時の事

務等（債務の保証の決定及び求償権の管理回収業務を除く。）

電子記録債権法（平成19年法律第102号）第58条第2項の定めるところにより、電子債権記録

機関の委託を受けて行う電子債権記録業に係る業務

確定拠出年金法（平成13年法律第88号）により行う業務
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金庫の主要な事業の内容

〔金庫の主要な事業の内容〕

１　預金及び定期積金の受入れ 

２　資金の貸付け及び手形の割引 

３　為替取引 

４　上記１～3の業務に付随する次に掲げる業務その他の業務 

　(1)

　(2)

　(3)

　(4)

 

　(5)

　(6)

　(7)

　(8)

 

　(9)

　

　(10)

　(11)

　(12)

　(13)

　(14)

　(15)

５　国債証券、地方債証券、政府保証債券その他の有価証券について金融商品取引法により信用金庫

が営むことのできる業務（上記4により行う業務を除く。）

６　法律により信用金庫が営むことができる業務 

　(1)

　(2)

 

　

　(3)

　(4)

債務の保証又は手形の引受け

有価証券（(5)に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除

く。）の売買（有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。）又は有価証券関連デ

リバティブ取引（投資の目的をもってするものに限る。）

有価証券の貸付け

国債証券、地方債証券若しくは政府保証債券（以下「国債証券等」という。）の引受け（売出

しの目的をもってするものを除く。）並びに当該引受けに係る国債証券等の募集の取扱い及び

はね返り玉の買取り

金銭債権の取得又は譲渡及びこれに付随する業務（除く商品投資受益権証書の取得・譲渡に係

る付随業務）

短期社債等の取得又は譲渡

次に掲げる者の業務の代理

株式会社日本政策金融公庫

独立行政法人住宅金融支援機構

日本銀行

独立行政法人農林漁業信用基金

独立行政法人勤労者退職金共済機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構

独立行政法人労働者健康安全機構

一般社団法人しんきん保証基金

一般社団法人全国石油協会

公益社団法人全国市街地再開発協会

次に掲げる者の業務の代理又は媒介（内閣総理大臣の定めるものに限る。）

イ 金庫（信用金庫及び信用金庫連合会）

次に掲げる信託会社又は信託業務を営む金融機関の業務の媒介（内閣総理大臣の定めるものに

限る。）

信金中央金庫

国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

振替業

両替

デリバティブ（有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。(15)ににおいて同じ。）

であって信用金庫法施行規則で定めるもの（(5)に掲げる業務に該当するものを除く。）

デリバティブ取引（信用金庫法施行規則で定めるものに限る。）の媒介、取次ぎ又は代理

保険業法（平成７年法律第105号）第275条第１項により行う保険募集

高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）の定めるところにより、高齢

者居住支援センターからの委託を受けて行う債務保証の申込みの受付及び保証債務履行時の事

務等（債務の保証の決定及び求償権の管理回収業務を除く。）

電子記録債権法（平成19年法律第102号）第58条第2項の定めるところにより、電子債権記録

機関の委託を受けて行う電子債権記録業に係る業務

確定拠出年金法（平成13年法律第88号）により行う業務

5

最近５年間の主要な経営指標の推移

〔金庫の主要な事業に関する事項〕

（単位：千円）

（注） 単体自己資本比率は、信用金庫法第89条第１項において準用する銀行法第14条の２の規
定に基づく金融庁告示に定められた算式に基づき算出しております。なお、当金庫は国内基
準を採用しております。

科　　　　目

経 常 収 益

経 常 利 益

当 期 純 利 益

出 資 総 額

出 資 総 口 数

純 資 産 額

総 資 産 額

預 金 積 金 残 高

貸 出 金 残 高

有 価 証 券 残 高

単 体 自 己 資 本 比 率

出資に対する配当金
（出資１口当たり）

役 員 数

職 員 数

会 員 数

う ち 常 勤 役 員 数

（注）１．

２．　業務粗利益率＝

「資金調達費用」は、金銭の信託運用見合費用を控除して表示する事としております
が、2023年度、2024年度とも単位未満のため記載を省略いたします。

×　100
業務粗利益

資金運用勘定平均残高

763, 509

△351, 836

△357, 575

156, 387

3, 127千口

5, 265, 187

63, 937, 059

57, 246, 917

27, 511, 836

26, 483, 551

16.67%

1.5円
 

１１人

５人

４２人

3, 723人

2021年度

783, 563

72, 440

60, 805

156, 187

3, 123千口

6, 100, 984

63, 942, 396

56, 167, 117

26, 644, 364

27, 851, 026

17.58%

1.5円
 

 

１１人

５人

４２人

3, 767人

2020年度

813, 590

111, 914

89, 718

156, 280

3, 125千口

3, 949, 885

62, 613, 575

57, 302, 943

28, 187, 112

24, 597, 303

16.86%

1.5円
 

１０人

５人

４４人

３, 609人

2023年度

1, 001, 718

△433, 689

△438, 520

156, 590

3, 131千口

2, 994, 057

61, 767, 044

57, 391, 415

27, 749, 989

23, 012, 478

15.75%

２.０円

１０人

５人

４３人

３, 578人

2024年度

810, 676

110, 444

101, 238

156, 382

3, 127千口

4, 258, 221

62, 539, 189

56, 912, 314

27, 894, 166

24, 762, 338

16.69%

1.5円
 

１１人

５人

４２人

3, 674人

2022年度

�

科     　　　　目

資 金 運 用 収 支

役 務 取 引 等 収 支

そ の 他 の 業 務 収 支

業 務 粗 利 益

業 務 粗 利 益 率

業務粗利益

資 金 運 用 収 益

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 収 益

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 業 務 費 用

資金運用収支、役務取引等収支、その他業務収支及び業務粗利益、業務粗利益率

（単位：千円）

６３７,２０８

６８３,１０５

４５,８９７

△２,７７５

３７,２２６

４０,００１

△６６３,１４４

５７,０１５

７２０,１５９

△２８,７１１

△０.０４%

2024年度

６４５,３１７ 

６６４,５７７ 

１９,２６０ 

△２,６３６ 

３５,３５９ 

３７,９９５ 

△２３,３７６ 

８,４４０ 

３１,８１７ 

６１９,３０４ 

０.９６%

2023年度
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（注）1. 業務純益＝業務収益−（業務費用−金銭の信託運用見合費用）

業務費用には、例えば人件費のうちの役員賞与等のような臨時的な経費等を含まないこ

ととしています。

また、貸倒引当金繰入額が全体として繰入超過の場合、一般貸倒引当金繰入額（または

取崩額）を含みます。

2. 実質業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額

実質業務純益は、業務純益から、一般貸倒引当金繰入額の影響を除いたものです。

3. コア業務純益＝実質業務純益−国債等債券損益

国債等債券損益は、国債等債券売却益、国債等債券償還益、国債等債券売却損、 

国債等債券償還損、国債等債券償却を通算した損益です。

2023年度 2024年度

業 務 純 益 16,976 △ 645,717

実 質 業 務 純 益 16,976 △ 645,717

コ ア 業 務 純 益 47,671 25,015

コ ア 業 務 純 益

 （投資信託解約損益を除く）
47,671 25,015

業務純益
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6

（単位：千円）

資金運用勘定及び資金調達勘定の平均残高並びに利息、利回り、資金利鞘

受取・支払利息の増減

資金運用収支の内訳

(注)   残高及び利率の増減要因が重なる部分については、按分しております。

（単位：平均残高百万円、利息千円）

科　　　　　目 年　　　　度 平 均 残 高 利　　　息 利 回 り

う ち 貸 出 金

　うち金融機関貸付等

う ち 預 け 金

う ち 有 価 証 券

  

う ち 預 金 積 金

う ち 借 用 金

資 金 運 用 勘 定

資 金 調 達 勘 定

残高による増減 利率による増減 純　増　減 残高による増減 利率による増減 純　増　減
科　　　目

受　取　利　息

支　払　利　息

う ち 貸 出 金

　うち金融機関貸付等

う ち 預 け 金

う ち 有 価 証 券

 

う ち 預 金 積 金

う ち 借 用 金

  

科　　　　　目 2023年度 2024年度

資 金 運 用 利 回 １.０３ １.０６

資 金 調 達 原 価 率 １.０６ １.１３

総 資 金 利 鞘 △０.０３ △０.０７

利　 鞘

2 0 2 3 年 度 ６４,３４３ ６６４,５７７ １.０３%

2 0 2 4 年 度 ６４,１５５ ６８３,１０５ １.０６%

2 0 2 3 年 度 ２７,９８９ ３６６,６２５ １.３０%

2 0 2 4 年 度 ２７,７６１ ３８０,２９３ １.３６%

2 0 2 3 年 度 １８６ ２,０４２ １.１０%

2 0 2 4 年 度 １４５ ２,３０１ １.５８%

2 0 2 3 年 度 ９,２８６ ２７,４４３ ０.２９%

2 0 2 4 年 度 ９,６４９ ３１,６８０ ０.３２%

2 0 2 3 年 度 ２６,５２４ ２６２,６５５ ０.９９%

2 0 2 4 年 度 ２６,１５１ ２６３,４３６ １.００%

2 0 2 3 年 度 ５８,５６８ １９,２６０ ０.０３%

2 0 2 4 年 度 ５８,５８９ ４５,８９７ ０.０７%

2 0 2 3 年 度 ５７,５７０ １７,１３３ ０.０２%

2 0 2 4 年 度 ５７,６５０ ４３,５８０ ０.０７%

2 0 2 3 年 度 ９４７ １,７９２ ０.１８%

2 0 2 4 年 度 ８７７ １,６４６ ０.１８%

△3, 587 15, 057 11, 470 △2, 066 20, 594 18, 528

2, 870 3, 343 6, 213 △2, 929 16, 597 13, 668

0 0 0 △263 521 258

△347 1, 848 1, 501 1, 162 3, 074 4, 236

△2, 522 6, 472 3, 950 2, 772 △1, 991 781

△277 0 △277 7 26, 629 26, 636

△86 0 △86 15 26, 431 26, 446

△137 0 △137 △146 0 △146

2023年度 2024年度

(注)�　資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（2023年度-百万円､2024年度2百万円）を、資金調
達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（2023年度、2024年度とも単位未満のため記載省
略）を控除して表示しております。
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(単位:百万円)

(単位:百万円)

総資産経常利益率及び総資産当期純利益率

流動性預金及び定期性預金等の平均残高

固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残高

手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高

（注）１．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金＋別段預金＋納税準備預金 

２．定期性預金＝定期預金＋定期積金 

　固定金利定期預金：預入時に満期日までの利率が確定する定期預金

　変動金利定期預金：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期預金

科　　　　　目

流 動 性 預 金

  

定 期 性 預 金

そ の 他

合 計

う ち 有 利 息 預 金

う ち 固 定 金 利 定 期 預 金

う ち 変 動 金 利 定 期 預 金

科　　　　　目

定 期 預 金

固 定 金 利 定 期 預 金

変 動 金 利 定 期 預 金

そ の 他

(単位:百万円)

手 形 貸 付

証 書 貸 付

当 座 貸 越

割 引 手 形

合 計

科　　　　　目

（注）総資産経常（当期純）利益率　＝ ×100
経常（当期純）利益

総資産（債務保証見返を除く）平均残高

項　　　　　目 2023年度 2024年度

総 資 産 経 常 利 益 率 ０.１７％ △０.６７％

総 資 産 当 期 純 利 益 率 ０.１３％ △０.６８％

2023年度 2024年度

２０, ２８３ ２０, ９６６

１７, ８８７ １８, ７３０

３７, ２８６ ３６, ６８３

２１, ８７３ ２２, ３５０

１５, ４１３ １４, ３３３

－ － 

５７, ５７０ ５７, ６５０

2023年度 2024年度

３４, ４７６ ３４, ２４０

１９, ０８８ ２０, ４２４

１５, ３８８ １３, ８１６

－ －

2023年度 2024年度

２, ７８９ ２, ３１５

２２, １６８ ２２, ３６７

２, ９６９ ３, ０２２

６２ ５５

２７, ９８９ ２７, ７６１
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7

(単位:百万円)

(単位:百万円)

総資産経常利益率及び総資産当期純利益率

流動性預金及び定期性預金等の平均残高

固定金利定期預金、変動金利定期預金及びその他の区分ごとの定期預金の残高

手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高

（注）１．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金＋別段預金＋納税準備預金 

２．定期性預金＝定期預金＋定期積金 

　固定金利定期預金：預入時に満期日までの利率が確定する定期預金

　変動金利定期預金：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期預金

科　　　　　目

流 動 性 預 金

  

定 期 性 預 金

そ の 他

合 計

う ち 有 利 息 預 金

う ち 固 定 金 利 定 期 預 金

う ち 変 動 金 利 定 期 預 金

科　　　　　目

定 期 預 金

固 定 金 利 定 期 預 金

変 動 金 利 定 期 預 金

そ の 他

(単位:百万円)

手 形 貸 付

証 書 貸 付

当 座 貸 越

割 引 手 形

合 計

科　　　　　目

（注）総資産経常（当期純）利益率　＝ ×100
経常（当期純）利益

総資産（債務保証見返を除く）平均残高

8

(単位:百万円)

(単位:百万円)

固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高

担保の種類別の貸出金残高及び債務保証見返額

貸出金の担保別内訳

使途別の貸出金残高

債務保証見返の担保別内訳

（注）残存期間１年以下の貸出金については、変動金利、固定金利の区別をしておりません。

科　　　　　目

区　　　　　分

貸 出 金

固 定 金 利

変 動 金 利

当 金 庫 預 金 積 金

有 価 証 券

動 産

不 動 産

そ の 他

 計

信 用 保 証 協 会 ・ 信 用 保 険

保 証

信 用

合 計

(単位:百万円)

(単位:百万円)

区　　　　　分

区　　　　　分

当 金 庫 預 金 積 金

有 価 証 券

動 産

不 動 産

そ の 他

 計

信 用 保 証 協 会 ・ 信 用 保 険

保 証

信 用

合 計

設 備 資 金

運 転 資 金

合 計

貸 出 金 残 高 構 成 比貸 出 金 残 高 構 成 比

2023年度 2024年度

２８, １８７ ２７, ７４９

２２, ７５２ ２２, ４５４

５, ４３５ ５, ２９５

2023年度 2024年度

９２ １０２

− −
５４ ４９

８, ６４９ ８, ７４５

− −
８, ７９６ ８, ８９７

４, ３１９ ５, １９２

７, ６６２ ６, １９１

７, ４０８ ７, ４６８

２８, １８７ ２７, ７４９

2023年度 2024年度

− −
− −
− −
− −
− −
− −
− −

１６ ９

５４ １１９

７１ １２８

2023年度 2024年度

− −
１０, ４５５ 37.09% １０, ３６２ 37.34%

１７, ７３１ 62.90% １７, ３８７ 62.66%

２８, １８７ 100.00% ２７, ７４９ 100.00%

8 9



9

業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合

預貸率の期末値及び期中平均値

（単位:先、百万円、％）

（単位:百万円）

業 　 種 　 区 　 分
構 成 比貸出金残高貸出先数構 成 比貸出金残高貸出先数

製 造 業

農 業 、 林 業

漁 業

鉱業、採石業、砂利採取業

建 設 業

電気、ガス、熱供給、水道業

情 報 通 信 業

運 輸 業 、 郵 便 業

卸 売 業 、 小 売 業

金 融 業 、 保 険 業

不 動 産 業

物 品 賃 貸 業

学術研究、専門・技術サービス業

宿 泊 業

飲 食 業

生活関連サービス業、娯楽業

教 育 、 学 習 支 援 業

医 療 、 福 祉

そ の 他 の サ ー ビ ス

小 計

国 ・ 地 方 公 共 団 体 等

個 人

合 計

項　　　　　目

貸　　　出　　　金　　（A）

預　　　　　　　金　　（B）

（A/B）

期中平均
預　　貸　　率

(注) 預金には定期積金を含んでおります。

(注) 業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

2023年度 2024年度

２８, １８７ ２７, ７４９

５７, ３０２ ５７, ３９１

４９.１９％ ４８.３５％

４８.６１％ ４８.１５％

2023年度 2024年度

45 2, 057 7.29 41 1, 873 6.74

9 351 1.24 8 223 0.80

－ － － － － －

1 67 0.23 1 57 0.20

66 1, 393 4.94 66 1, 258 4.53

4 453 1.60 5 497 1.79

4 123 0.43 3 99 0.35

6 498 1.76 5 508 1.83

46 1, 451 5.14 52 1, 807 6.51

5 174 0.61 6 643 2.31

87 8, 231 29.20 91 7, 685 27.69

－ － － － － －

2 7 0.02 2 5 0.01

2 79 0.28 2 87 0.31

26 213 0.75 27 209 0.75

22 323 1.14 26 425 1.53

－ － － － － －

23 1, 710 6.06 22 1, 511 5.44

35 1, 234 4.37 36 1, 347 4.85

383 18, 368 65.16 393 18, 242 65.73

2 2, 783 9.87 2 2, 305 8.30

1, 229 7, 035 24.95 1, 260 7, 202 25.95

1, 614 28, 187 100.00 1, 655 27, 749 100.00
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9

業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合

預貸率の期末値及び期中平均値

（単位:先、百万円、％）

（単位:百万円）

業 　 種 　 区 　 分
構 成 比貸出金残高貸出先数構 成 比貸出金残高貸出先数

製 造 業

農 業 、 林 業

漁 業

鉱業、採石業、砂利採取業

建 設 業

電気、ガス、熱供給、水道業

情 報 通 信 業

運 輸 業 、 郵 便 業

卸 売 業 、 小 売 業

金 融 業 、 保 険 業

不 動 産 業

物 品 賃 貸 業

学術研究、専門・技術サービス業

宿 泊 業

飲 食 業

生活関連サービス業、娯楽業

教 育 、 学 習 支 援 業

医 療 、 福 祉

そ の 他 の サ ー ビ ス

小 計

国 ・ 地 方 公 共 団 体 等

個 人

合 計

項　　　　　目

貸　　　出　　　金　　（A）

預　　　　　　　金　　（B）

（A/B）

期中平均
預　　貸　　率

(注) 預金には定期積金を含んでおります。

(注) 業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

10

有価証券の種類別残高・平均残高

(単位:百万円)

商品有価証券の種類別平均残高

該当ありません。

信用金庫法施行規則第102条第１項第５号に掲げる取引

（デリバティブ取引等）

該当ありません。

期 末 残 高 平 均 残 高
区　　　　　分

期 末 残 高 平 均 残 高

国 債

  

  

地 方 債

  

  

政府保証債

  

  

公社公団債

  

  

金 融 債

  

  

事 業 債

  

  

株 式

  

  

外 国 証 券
 

  

その他の証券
 

  

合 計

満期保有目的

その他の目的

合　　　計

満期保有目的

その他の目的

合　　　計

満期保有目的

その他の目的

合　　　計

満期保有目的

その他の目的

合　　　計

満期保有目的

その他の目的

合　　　計

満期保有目的

その他の目的

合　　　計

満期保有目的

その他の目的

合　　　計

満期保有目的

その他の目的

合　　　計

満期保有目的

その他の目的

合　　　計

満期保有目的

その他の目的

合　　　計

2023年度 2024年度

－ － － －

１, ５５５ １, ５５４ ２, １５６ １, ９３７

１, ５５５ １, ５５４ ２, １５６ １, ９３７

－ － － －

１, ６９２ １, ７７５ １, ４９１ １, ６７５

１, ６９２ １, ７７５ １, ４９１ １, ６７５

－ － － －

１４２ １６４ １１７ １４２

１４２ １６４ １１７ １４２

－ － － －

９３２ １, ０３７ ８５５ ９２８

９３２ １, ０３７ ８５５ ９２８

－ － － －

１９９ １９９ １９６ ２００

１９９ １９９ １９６ ２００

－ － － －

１２, ７４５ １３, ３３５ １２, ５２５ １３, ３６３

１２, ７４５ １３, ３３５ １２, ５２５ １３, ３６３

－ － － －

２２０ ２１３ １７１ １４１

２２０ ２１３ １７１ １４１

３００ ３００ ３００ ３００

４, ０３６ ４, ５１７ ３, ９６５ ４, ５１１

４, ３３６ ４, ８１７ ４, ２６５ ４, ８１１

－ － － －

２, ７７１ ３, ４２６ １, ２３１ ２, ９５７

２, ７７１ ３, ４２６ １, ２３１ ２, ９５７

３００ ３００ ３００ ３００

２４, ２９７ ２６, ２２４ ２２, ７１２ ２５, ８５８

２４, ５９７ ２６, ５２４ ２３, ０１２ ２６, １５８
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11

（注） 時価は、期末日における市場価格等に基づいております。

(単位:百万円)

有価証券の時価情報

（１）満期保有目的の債券

（２）その他有価証券

（注）１．貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。
２．上記の「その他の証券」は、投資信託、信金中金優先出資です。
３．市場価格のない株式等及び組合出資金は本表には含めておりません。

時　価 差　額
貸借対照

表計上額
時　価 差　額

貸借対照

表計上額

区　　分

合　　　　　計

小　　　計

外 国 証 券時価が貸借対
照表計上額を
超えるもの　 

小　　　計

外 国 証 券時価が貸借対
照表計上額を
超えないもの 

(単位:百万円)

差　額
貸借対照

表計上額
差　額

貸借対照

表計上額

取得原価

（償却原価）

取得原価

（償却原価）

区　　分

貸借対照表
計上額が取
得原価を超
えるもの 

貸借対照表
計上額が取
得原価を超
えないもの 

株 式

債 券

小 計

株 式

債 券

小 計

国 債

地 方 債

社 債

国 債

地 方 債

社 債

外 国 証 券

その他の証券

外 国 証 券

その他の証券

合　　　　　計

2023年度 2024年度

− − − − − −

− − − − − −

300 258 △41 300 235 △64

300 258 △41 300 235 △64

300 258 △41 300 235 △64

2023年度 2024年度

218 172 45 102 81 20

3, 637 3, 547 89 896 880 16

568 525 42 103 100 3

939 919 19 89 89 0

2, 129 2, 102 27 703 690 12

608 600 8 350 350 0

492 401 91 397 368 28

4, 957 4, 721 235 1, 747 1, 680 66

− − − 66 75 △8

13, 631 14, 445 △814 16, 446 18, 033 △1, 586

987 1, 095 △108 2, 052 2, 319 △267

752 809 △56 1, 402 1, 526 △124

11, 891 12, 540 △649 12, 991 14, 187 △1, 195

3, 427 3, 854 △426 3, 614 4, 090 △475

2, 278 2, 963 △684 834 1, 033 △199

19, 337 21, 264 △1, 926 20, 963 23, 233 △2, 270

24, 295 25, 985 △1, 690 22, 710 24, 913 △2, 203
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11

（注） 時価は、期末日における市場価格等に基づいております。

(単位:百万円)

有価証券の時価情報

（１）満期保有目的の債券

（２）その他有価証券

（注）１．貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。
２．上記の「その他の証券」は、投資信託、信金中金優先出資です。
３．市場価格のない株式等及び組合出資金は本表には含めておりません。

時　価 差　額
貸借対照

表計上額
時　価 差　額

貸借対照

表計上額

区　　分

合　　　　　計

小　　　計

外 国 証 券時価が貸借対
照表計上額を
超えるもの　 

小　　　計

外 国 証 券時価が貸借対
照表計上額を
超えないもの 

(単位:百万円)

差　額
貸借対照

表計上額
差　額

貸借対照

表計上額

取得原価

（償却原価）

取得原価

（償却原価）

区　　分

貸借対照表
計上額が取
得原価を超
えるもの 

貸借対照表
計上額が取
得原価を超
えないもの 

株 式

債 券

小 計

株 式

債 券

小 計

国 債

地 方 債

社 債

国 債

地 方 債

社 債

外 国 証 券

その他の証券

外 国 証 券

その他の証券

合　　　　　計

12

有価証券の種類別の残存期間別残高

預証率の期末値及び期中平均値

金銭の信託の時価情報

（注）貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。

運用目的の金銭の信託

(単位:百万円)

国 債

地 方 債

社 債

株 式

外 国 証 券

その他の証券

計

１年以下 10年超 合　計
１年超

３年以下
３年超

５年以下
５年超

７年以下
７年超

10年以下
期間の定め
のないもの

(単位:百万円)

国 債

地 方 債

社 債

株 式

外 国 証 券

その他の証券

計

１年以下 10年超 合　計
１年超

３年以下
３年超

５年以下
５年超

７年以下
７年超

10年以下
期間の定め
のないもの

(単位:百万円)

(単位:百万円)

項　　　　　目

有　　価　　証　　券　(A)

預　　　　　　　金　　(B)

(A/B)

期中平均
預　　証　　率

(注) 預金には定期積金を含んでおります。

取　得
原　価

貸借対
照表計
上　額

当期の損益に含まれた
評価差額

－ －－

取　得
原　価

貸借対
照表計
上　額

当期の損益に含まれた
評価差額

－ －－

25 － － 324 219 987 － 1 , 5 5 5  

－ － 631 110 264 685 － 1 , 6 9 2  

859 1 , 1 9 6  1 , 4 3 6  1 , 8 4 3  2 , 6 7 5  6 , 0 0 8  － 14,020 

－ － － － － － 220 220 

－ 499 792 201 281 2 , 5 6 0  － 4 , 3 3 6  

－ － － － － － 2 , 7 7 1  2 , 7 7 1  

884 1 , 6 9 6  2 , 8 5 9  2 , 4 7 9  3 , 4 4 1  10,241 2 , 9 9 1  24,597 

2023年度

2024年度

－ － － 103 219 1,833 － 2,156 

－ 32 557 50 247 604 － 1,491 

548 1,090 2,048 1 ,642 2,471 5,894 － 13,695 

－ － － － － － 171 171 

199 497 588 375 192 2,410 － 4,265 

－ － － － － － 1,231 1,231 

748 1,621 3,194 2 ,171 3,129 10,742 1,403 23,012 

2023年度 2024年度

２４,５９７ ２３,０１２ 

５７,３０２ ５７,３９１ 

４２.９２％ ４０.０９％

４６.０７％ ４５.３６％

2023年度 2024年度

12 13



〔金庫の事業の運営に関する事項〕

金融の自由化、国際化、証券化の進展にともない、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、事務リス

ク、システムリスクなど金融機関を取り巻く各種リスクがますます増大しています。こうした状況下、今

後とも継続して地域貢献していくためには、従来以上に適切なリスク管理を行っていく必要があります。

当金庫では、リスク管理の基本方針と各種リスクの管理方針を以下のとおり制定してリスクの管理体制の

強化に努めています。

また、金融庁検査・日銀考査の実施も定期的に行われています。

リスク管理の基本方針

１　リスク管理の基本的考え方

金融の自由化･国際化の進展等、経営におけるリスク管理の重要性が高まっている。こうした中で全

ての役職員は、リスク管理の重要性を認識して、その業務の執行に当たらなければならない｡そのため、

本基本方針のほかリスク管理に係る諸方針及び諸規定等を遵守し、リスク管理体制の整備に取り組むも

のとする｡

２　有効なリスク管理体制の構築

当金庫は、保有する全てのリスクについて、それぞれの特性に応じ機動的・効果的に管理し得る体制

を構築する｡

（1）総合リスクの管理

当金庫の各業務において発生するリスクに対し、当金庫の意思決定に必要な情報は「常勤理事会」

で集約・検討し、経営に関わる重要事項については、「常勤理事会」での検討結果を基に「理事会」

において審議･決定する｡

（2）部門別リスクの管理

コントロールすべきリスク毎に統括部署及び責任部署を次のとおり定める。

                  統括部署　　　　責任部署

信用リスク        業務部	         各営業店・業務部

市場リスク        総務部	         総務部・業務部

流動性リスク      総務部	         総務部・業務部・各営業店

事務リスク        業務部	         各部店・業務部

システムリスク    業務部	         業務部

３  リスク管理状況の監査・検証

監査室は､本基本方針に基づいたリスク管理が有効に機能しているかを監査しリスク管理体制及び管

理手法の有効性について検証する。

信用リスクの管理方針

１  目的

この管理方針は､「リスク管理の基本方針」に基づき、信用リスクの管理に係る基本的事項を定める

ことを目的とする。

２  信用リスクの定義

この管理方針において、信用リスクとは、与信先の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少また

は消失して当金庫が損害を被るリスクをいう。

リスク管理の体制
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３  信用リスク管理体制

（1）基本的な考え方

信用リスクを的確に把握し、厳正に管理するため、リスク統括部署である業務部およびリスク管理

部署である各営業店から資産査定部署を明確に分離し監査室がこれに当たる。

（2）営業店の役割

営業店は、与信先の債務者区分に応じそのリスクを管理する。

（3）業務部の役割

業務部は、各営業店のリスクを統括する。

（4）監査室の役割

監査室は、資産について最終の自己査定を行うことにより、当金庫における資産管理の適切性につ

いて検証するとともに債務者区分及び資産の分類額を決定し、償却額または引当額を検討する。

（5）常勤理事会の役割

常勤理事会は、資産の償却額または引当額を審議する｡

（6）理事会の役割

理事会は、資産の償却額または引当額を決定する｡

４  信用リスクの管理方法

信用リスクの具体的な管理方法は、「貸付事務取扱規程」、「資産査定基準」、「償却・引当基準」等、

別に定める諸規定によるものとする ｡

市場リスクの管理方針

１  目的

この管理方針は､「リスク管理の基本方針」に基づき、市場リスクの管理に係る基本的事項を定める

ことを目的とする｡

２  市場リスクの定義

この管理方針において、市場リスクとは、金利、有価証券の価格等市場リスクファクターの変動によ

り、資産・負債の価値が変動して当金庫が損害を被るリスクを言う。

具体的には、金利リスク、価格変動リスクが含まれる｡

３  市場リスク管理体制

（1）基本的な考え方

リスク管理部署は、総務部・業務部とし、市場リスクを的確に把握し管理に反映させるためのシ

ミュレーション部署として、ＡＬＭ部会がこれに当たる。

（2）総務部の役割

総務部は、有価証券等の価格の変動に伴って資産価値が減少するリスクを管理する。

（3）業務部の役割

業務部は、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利または期間のミスマッチが存在

している中で金利が変動することにより、利益が低下ないし損失を被るリスクを管理する。

（4）ＡＬＭ部会の役割

ア　ＡＬＭ部会は、事業計画の部会運営要項により本部役職員（理事長の指名）で構成する。

イ  ＡＬＭ部会は、リスク管理部署において把握された市場リスクをシミュレーションで分析を行

い、収支の減少リスクを把握するとともに、収益の管理について検討する。

（5）常勤理事会の役割

収益の管理について、常勤理事会で審議し、理事長が方針を決定する。

４  市場リスクの管理方法

市場リスクの具体的な管理方法は、毎月のシミュレーション、有価証券運用基準、有価証券評価損益

状況表、保有株式一覧表、証券会社の投資情報システム、リスクキャピタル許容量の試算等、別に定め

る諸規定によるものとする。
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流動性リスクの管理方針

１　目的

この管理方針は､「リスク管理の基本方針」に基づき、流動性リスクの管理に係る基本的事項を定め

ることを目的とする｡

２  流動性リスクの定義

この管理方針において、流動性リスクとは、当金庫の財務状況の悪化、顧客の信用不安を招く風評等

により、一時的な資金ショートあるいは必要な資金が確保できず資金繰りに支障をきたす場合または通

常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる場合に損失を被るリスクと、市場の混乱等によ

り、市場において取引が成立しない場合または通常よりも著しく不利な条件での取引を余儀なくされる

場合に損失を被るリスクをいう。

具体的には、資金繰りリスク、市場流動性リスク、風評リスクが含まれる。

３  流動性リスクの管理体制

（1）基本的な考え方

平常時、資金の一時的なショートが想定されるような懸念時、当金庫の財務状況の悪化等により必

要な資金が確保できない場合や、市場の混乱等により市場において取引が成立しない場合等の危機時

に対応した機動的な管理に留意するとともに厚目の支払い準備資産を常時保有することに努める。

（2）各営業店の役割

営業店は、日々の預金の増減状況や預金者の動向に常に注意を払うとともに金庫に対する風評等を

聞き及んだ時は、直ちに業務部に報告する。

（3）業務部の役割

業務部は、金庫に対する風評、顧客の動向等により流動性危機発生が懸念される場合や営業店から

報告を受けた場合は、直ちに理事長に報告する。

（4）総務部の役割

懸念時、危機時においては、対応について検討するとともに理事長に報告する。

（5）常勤理事会の役割

常勤理事会は、懸念時、危機時の対応を審議し、理事長が方針を決定する。

４  流動性リスクの管理方法

流動性リスクの具体的な管理方法は、資金運用状況表（兼）運用方針検討表で管理する。なお、懸念

時、危機時における取扱は、緊急時の資金手当等対応マニュアルによるものとする。

事務リスクの管理方針

１  目的

この管理方針は､「リスク管理の基本方針」に基づき、事務リスクの管理に係る基本的事項を定める

ことを目的とする｡

２  事務リスクの定義

この管理方針において、事務リスクとは、役職員が正確・迅速な事務処理を怠り、または事故を起こ

しもしくは不正を働くこと等により当金庫が損失を被るリスクをいう。

３  事務リスク管理体制

（1）基本的な考え方

すべての役職員は、事務リスクの管理の重要性を認識し、そのリスクを極小化するため、本管理方

針及び諸規定等を遵守し行動する。

リスク統括部署である業務部及びリスク管理部署である各部店から監査部署の独立性を確保し、監

査室が事務処理状況について実効性ある監査を行う。
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（2）各部店の役割

各部店は、日常業務における適切な事務処理及び所属職員の事務処理水準の向上に努めるとともに、

事務処理状況について実効性ある店内検査を行うなど、事務リスクの極小化に努める。

また、事務処理において事故・不正等が発生した場合は、可及的速やかにその対応を図るとともに、

直ちにその状況をコンプライアンス担当部門長を経由して理事長へ報告する。

（3）業務部の役割

業務部は、各部店の事務リスクを統括するとともに、職員に対し事務処理に関する基本的事項等の

周知徹底を図り、事務水準の向上に努める。

また、監査室の監査結果に基づき必要に応じ教育訓練（ＯＪＴ）や臨店指導を行い事務リスクの軽

減に努める。

（4）監査室の役割

各部店における事務処理状況を実地に把握し、事務処理状況について実効性ある監査を行うととも

に、監査結果については理事長に報告する。

また、監査結果については業務部及びコンプライアンス担当部門に回付する。

４  事務リスクの管理方法

事務リスクの具体的な管理方法は、預金･貸付事務取扱規程、店内検査規程、コンプライアンス・チ

ェックリスト等、別に定める諸規定によるものとする。

システムリスクの管理方針

１  目的

この管理方針は､「リスク管理の基本方針」に基づき、システムリスクの管理に係る基本的事項を定

めることを目的とする。

２  システムリスクの定義

この管理方針において、システムリスクとは、コンピュータシステムのダウンまたは誤作動等システ

ムの不備等に伴い被るリスク、さらにコンピュータが不正に使用されることにより被るリスクをいう。

３  システムリスク管理体制

（1）基本的な考え方

すべての役職員は、システムリスク管理の重要性を認識し、そのリスクを極小化するため、本管理

方針及び諸規定等を遵守し行動する。

リスク管理部署である業務部事務機械課は、一般社団法人しんきん共同センターとの連携の上シス

テムリスクを適切に管理する。

（2）業務部事務機械課の役割

業務部事務機械課は、システムの適切な利用・管理及び役職員のシステムに関する能力水準の向上

に努めるとともに、事故、不正等の防止などの安全対策及びシステムリスクの極小化に努めるものと

する。

また、事故、不正等が発生した場合は、可及的速やかにその対応を図るとともに直ちにその状況を

理事長へ報告する｡

４  システムリスク管理方法

システムリスクの具体的な管理方法は、「オンラインシステム障害時の事務取扱要領」、「コンピュータ

システム障害に係るコンティンジェンシープラン」、「防犯災害緊急時対策要領」等、別に定める諸規定

によるものとする。
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　金融機関業務の健全性・適切性を確保するための体制整備の基本方針として「内部管理基本方針」を制

定し、業務の有効性および効率性、法令遵守等を目的とした内部統制システムの確立と強化に努めており

ます。

制定内容の概要は次のとおりです。

1．理事の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する体制

2．理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

3．損失の危機の管理に関する規程その他の体制

4．理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

5．職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

6．監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項

7．監事の職務を補助すべき職員の理事等からの独立性に関する事項及び指示の実効性の確保に関する事項

8．理事及び職員が監事に報告をするための体制

9�．監事への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた

めの体制

10�．監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる

費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

11．その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

信用金庫は、相互扶助に基づく会員制の協同組織金融機関としての特性から、いわゆる総会屋等との不

正な関係を生じることは考えられませんが、職員の些細なトラブルや小さな事故でもそれが信用金庫の大

きな信用失墜につながることにもなります。日常の業務の中からこうしたトラブルや不祥事をなくすため

に、過去の不祥事がどうして生じたのか、またこれから先、そうした事態を防止するためにはどうあるべ

きか自らの課題として厳しく問い直す必要があります。

そのために、改めて信用金庫の社会的使命とは何かという信用金庫経営の原点に立つこと

・私たちは、信用金庫のもつ社会的責任と公共的使命を常に自覚し、責任ある健全な業務運営の遂行に

努めます。

・私たちは、創意と工夫を活かした金融及び非金融サービスの提供等を通じて、地域社会発展に貢献し

ます。

・私たちは、あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範に決してもとることのない、公正な業

務運営を行います。

・私たちは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、これを断固として排除します。

・私たちは、経営情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、広く地域社会とのコミュニケーション

の充実を図ります。

１．苦情処理措置

当金庫は、お客さまからの苦情のお申し出に公正かつ的確に対応するため業務運営体制・内部規則を

整備し、その内容をホームページ、パンフレット等で公表しています。

苦情は、当金庫営業日（９時～17時）に営業店（電話番号は3ページ参照）または業務部（電話：

0766−67−1022）にお申し出ください。

２．紛争解決措置

当金庫は、紛争解決のため、当金庫営業日に上記業務部または全国しんきん相談所（９時〜17時、電

話：03−3517−5825）にお申し出があれば、富山県弁護士会（電話：076−421−4811）、金沢弁護士会（電

話：076−221−0242）、東京弁護士会（電話：03−3581−0031）、第一東京弁護士会（電話：03−3595−8588）、
第二東京弁護士会（電話：03−3581−2249）、福井弁護士会（電話：0776−23−5255）の仲裁センター等にお

取次ぎいたします。また、お客さまから各弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。なお、前

記弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、

お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会をご利用する方法もあります。例えば、東京以外の弁

護士会において東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる方法（現地調停）や、東京以外の弁護

士会に案件を移す方法（移管調停）があります。ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ前

記「富山県弁護士会、金沢弁護士会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、福井弁護

士会、全国しんきん相談所または当金庫業務部」にお尋ねください。

内部統制システム

法 令 遵 守 の 体 制

金融ＡＤＲ制度への対応
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　当金庫は、お客さまからの信頼を第一と考え、お客さまの個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」

といいます。）の適切な保護と利用を図るために、個人情報の保護に関する法律（２００３年５月３０日

法律第５７号）、行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律（２０１３年

５月３１日法律第２７号）および金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、その他個人情報

等保護に関する関係諸法令等を遵守するとともに、その継続的な改善に努めます。また、個人情報等の機

密性・正確性の確保に努めます。

１．個人情報とは

　�　本プライバシーポリシーにおける「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって「住所・氏

名・電話番号・生年月日」等、特定の個人を識別することができる情報（他の情報と容易に照合するこ

とができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます。）、または「個人識別符

号」が含まれる情報をいいます。

　�　なお、個人識別符号とは、以下のいずれかに該当するもので、政令等で個別に指定されたものをいいます。

　（１）身体の一部の特徴をコンピュータ処理できるよう変換したデータ

　　　　＜例＞顔・静脈・声紋・指紋認証用データ等

　（２）国・地方公共団体等により利用者等に割り振られる公的な番号

　　　　＜例＞運転免許証番号、パスポート番号、個人番号（マイナンバー）等

２．個人情報等の取得・利用について

　（１）個人情報等の取得

　　　・�当金庫は、あらかじめ利用の目的を明確にして個人情報等の取得をするとともに、偽りその他不

正の手段により個人情報等を取得することはありません。また、金庫業務の適切な業務運営の必

要から、お客さまの住所・氏名・電話番号、性別、生年月日などの個人情報の取得に加えて、融

資のお申込の際には、資産、年収、勤務先、勤続年数、ご家族情報、金融機関でのお借入れ状況

など、金融商品をお勧めする際には、投資に関する知識・ご経験、資産状況、年収などを確認さ

せていただくことがあります。

　　　・お客さまの個人情報は、

　　　　① 預金口座のご新規申込書等、お客さまにご記入・ご提出いただく書類等に記載されている事項

　　　　② 営業店窓口係や得意先係等が口頭でお客さまから取得した事項

　　　　③ 当金庫ホームページ等の「お問い合わせ」、等の入力事項

　　　　④ 各地手形交換所等の共同利用者や個人信用情報機関等の第三者から提供される事項

　　　　⑤ その他一般に公開されている情報等から取得しています。

　（２）個人情報等の利用目的

　　　・�当金庫は、次の業務において、次の利用目的のために個人情報等を利用し、それ以外の目的には

利用しません。個人番号については、法令等で定められた範囲内でのみ利用します。また、お客

さまにとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、取得の場合に応じ、利用目的

を限定するよう努めます。

　　　・�お客さま本人の同意がある場合、もしくは法令等により開示・提供が求められた場合等を除いて、

個人情報を第三者に開示・提供することはございません。

　Ａ．個人情報（個人番号を含む場合を除きます）の利用目的

　（業務内容）

　　① 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務及びこれらに付随する業務

　　② �公共債業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法令により信用金庫が営

むことができる業務及びこれらに付随する業務

個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）

18 19



　　③ �その他信用金庫が営むことができる業務及びこれらに付随する業務（今後取扱いが認められる業務

を含む）

　（利用目的）　　

　　① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため

　　② �法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため

　　③ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため

　　④ 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため

　　⑤ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため

　　⑥ �与信事業に際して当金庫が加盟する個人信用情報機関に個人情報を提供する場合等、適切な業務の

遂行に必要な範囲で第三者に提供するため

　　⑦ �他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託され

た当該業務を適切に遂行するため

　　⑧ �お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため

　　⑨ �市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため

　　⑩ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため

　　⑪ 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため

　　⑫ 各種お取引の解約・終了やお取引解約・終了後の事後管理のため

　　⑬ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

　(法令等による利用目的の限定)

　　① �信用金庫法施行規則第１１０条等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金

返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしませ

ん。

　　② �信用金庫法施行規則第１１１条等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴に

ついての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的

に利用、第三者提供いたしません。

　Ｂ．個人番号の利用目的

　　① 出資配当金の支払いに関する法定書類の作成・提供事務のため

　　② 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務のため

　　③ 金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務のため

　　④ 金地金取引に関する法定書類作成・提供事務のため

　　⑤ 国外送金等取引に関する法定書類作成・提供事務のため

　　⑥ 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため

　　⑦ 教育等資金非課税制度等に関する法定書類作成・提供事務のため

　　⑧ 預金口座付番に関する事務のため

　　�　上記の利用目的につきましては、当金庫のホームページの他、店頭掲示のポスター等でもご覧いた

だけます。

　（３）ダイレクト・マーケティングの中止

　　　・�当金庫は、ダイレクトメールの送付や電話等での勧誘等のダイレクト・マーケティングで個人情

報を利用することについて、お客さまから中止のお申出があった場合は、当該目的での個人情報

の利用を中止いたします。中止を希望されるお客さまは、下記の当金庫相談窓口までお申出下さ

い。

３．個人情報等の正確性の確保について 

　�　当金庫は、お客さまの個人情報等について、利用目的の達成のために個人データを正確かつ最新の内

容に保つように努めます。
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４．個人情報等の利用目的の通知・開示・訂正等、利用停止等について

　・�お客さま本人から、当金庫が保有している情報について開示等のご請求（第三者提供記録の開示も含

みます。）があった場合には、請求者がご本人であること等を確認させていただいたうえで、遅滞な

くお答えします。

　・�お客さま本人から、当金庫が保有する個人情報等の内容が事実でないという理由によって当該個人情

報等の訂正、追加、削除のご要望があった場合には、遅滞なく必要な調査を行ったうえで個人情報等

の訂正等を行います。なお、調査の結果、訂正等を行わない場合には、その根拠をご説明させていた

だきます。

　・�お客さま本人から、法令の定めるところにより、当金庫が保有する個人情　　報等の利用停止または

消去のご要望があった場合には、遅滞なく必要な調査を行ったうえで利用停止または消去を行います。

なお、調査の結果、利用停止または消去を行わない場合には、その根拠をご説明させていただきます。

　・�お客さまからの個人情報等の利用目的の通知並びに個人情報等の開示及び第三者提供記録の開示のご

請求については、所定の手数料をお支払いいただきます。

　・�以上のとおり、お客さまに関する情報の開示・訂正等、利用停止等が必要な場合は、下記の当金庫相

談窓口までお申出下さい。必要な手続についてご案内させていただきます。

５．個人情報の安全管理について 

　�　当金庫は、お客さまの個人情報等の漏えい、滅失、または毀損の防止その他の個人情報等の適切な管

理のために必要な措置を講じます。

　�　当金庫における個人データの安全管理措置に関しては、当金庫の内部規程等においてに定めておりま

すが、主な内容は以下のとおりです。 

　（１�）個人データの適正な取扱いの確保のため、関係法令・ガイドライン等を遵守するとともに、下記

の相談窓口にて、個人データの取扱いに関するご質問・相談および苦情を受け付けています。

　（２�）取得、利用、保管、移送、消去・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・取扱者およびその任

務等について定めています。

　（３�）個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う職員および当該

職員が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法令等や内部規程等に違反している事実またはその

おそれを把握した場合の報告連絡体制を整備しています。また、個人データの取扱状況について、

定期的に自己点検を実施するとともに、内部監査部門による監査を実施しています。

　（４）個人データの取扱いに関する留意事項について、職員に定期的な研修を実施しています。

　（５�）個人データを取り扱う区域において、職員の入退室管理および持ち込む機器等の制限を行うとと

もに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。また、個人デ

ータを取り扱う機器、電子媒体および書類等の盗難または紛失等を防止するための措置を講じると

ともに、当該機器、電子媒体等から容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。

　（６�）アクセス制御を実施して、取扱者および取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定していま

す。また、個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセスまたは不正ソフトウェア

から保護する仕組みを導入しています。

　　　<※ホームページに載せるときのみ>

　　　○リンクについて

　　　　�　当金庫のウェブサイトには、外部サイトへのリンクがあります。リンク先のウェブサイトは当

金庫が運営するものではありませんので、お客さまの個人情報等の保護についての責任はリンク

先にあります。

　　　○クッキーについて

　　　　�　当金庫のＨＰではクッキーを使用していますが、クッキーによる個人のサイト利用動向の取得

は行っておりません。

20 21



【個人情報に関する相談窓口】

石動信用金庫業務部

住　　所：〒932−0053 富山県小矢部市石動町13番13号

電話番号：０７６６−６７−１０２２

Ｆ Ａ Ｘ：０７６６−６７−１０２３

Ｅメール：s1413000＠facetoface. ne. j p

　　　　（クッキーとは）

　　　　　�　クッキーとは、お客さまがウェブサイトにアクセスする際、お客さまのパソコン等のウェブ

ブラウザに一定の情報を格納し、再度お客さまが当金庫のウェブサイトをご利用いただくこと

を容易にする技術です。クッキーを読むことができるのは設定したウェブサイトのみです。お

客さまが接続されたその時のみ有効であり、また、お客さまの氏名・Ｅメールアドレスなど個

人を特定する情報は含まれていません。

６. 委託について

　�　当金庫は、例えば、次のような場合に、個人データの取扱いの委託を行っています。また、委託に際

しましては、お客さまの個人情報等の安全管理が図られるよう委託先を適切に監督いたします。

　　・キャッシュカード発行・発送に関わる事務

　　・定期預金の期日案内等の作成・発送に関わる事務

　　・ダイレクトメールの発送に関わる事務

　　・情報システムの運用・保守に関わる業務

７．個人データの第三者提供について

　�　当金庫は、お客さまから同意を得て、個人データの第三者提供を行う場合には、あらかじめ、提供先

の第三者、当該第三者における利用目的、提供する個人データの項目等をお示し、原則として書面（電

磁的記録を含みます）にて同意をいただくこととします。

　�　また、その提供先が外国にある第三者の場合には、上記取扱いに加え、法令等の定めるところにより、

あらかじめ、①提供する第三者が所在する外国の名称、②当該外国の個人情報の保護に関する制度に関

する情報、③提供先の第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報―等について情報提供

いたします。

　　※�　同意の確認をする時点で、提供先の第三者が所在する外国が特定でき　ない場合には、特定でき

ない旨及びその具体的な理由等について、また、提供先の第三者が講ずる個人情報の保護のための

措置について情報提供できない場合には、情報提供できない旨及びその理由等について情報提供し

ます。この場合、事後的に提供先の第三者が所在する外国を特定できた場合には上記①・②の事項

について、事後的に提供先の第三者が講ずる個人情報の保護のための措置等についての情報提供が

可能となった場合には上記③の事項について、お客さまのご依頼に応じて情報提供いたしますので

お申し出ください（ただし、当金庫の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合等

を除きます）。

８．個人情報保護に関する質問・苦情・異議の申し立てについて

　�　当金庫は、個人情報等の取扱いに係るお客さまからの苦情処理に適切に取組みます。なお、当金庫の

個人情報等の取扱いに関するご質問・苦情の申し立てにつきましては、下記の当金庫業務部までご連絡

下さい。
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中小企業の経営改善及び地域の活性化のための取組の状況

１．中小企業の経営支援に関する取組について 
・　地域の中小企業及び個人のお客様への安定した資金の供給は、事業地域が限定された協同組織金融
機関である信用金庫にとって、最も重要な社会的使命です。

・　当金庫は、お客様からの資金需要や貸付条件の変更等の申し込みがあった場合には、これまでと同
様、お客様の抱えている問題を十分に把握したうえで、その解決に向けて真摯に取り組みます。

２．中小企業の経営支援に関する態勢整備 
　　当金庫は、上記の取組み方針を適切に実施するため、以下のとおり、必要な態勢整備を図っておりま

す。
(1)　本取組み方針、金融円滑化管理方針及び金融円滑化管理規程の制定
(2)　お客様の経営相談、経営改善支援に資するための「取引先の経営改善計画に関する取扱要領」の制定
（3）相談窓口を全営業店の融資窓口とし、業務部を統括部署とする態勢整備を実施
（4）お客様の事業価値を見極める能力（目利き力）を向上させるため、外部派遣研修、通信研修、庫内

研修会等の実施
（5）複数の金融機関から借入を行っているお客様から、貸付条件の変更等の申出があった場合など、他

の金融機関や信用保証協会等と連携を図る必要が生じた時は、守秘義務に留意しつつ、お客様の同意
を得たうえで、これらの関係機関と情報の確認・照会を行うなど、連携を図りながら地域金融の円滑
化を実施

３．中小企業の経営支援に関する取組状況
(1)　創業・新規事業開拓の支援
　　信金中央金庫が提供する信用金庫業界独自の創業支援プラットフォーム「しんきん創業の扉」を活
用して、創業希望者との接点強化を図りながら、外部専門機関等と連携した実効性の高い支援を行っ
ています。また、令和４年７月より富山県よろず支援拠点と連携して奇数月で開催している「よろず
経営相談会」においても、創業に係る相談を受付け課題等に対してアドバイスを行っています。

(2)　成長段階における支援
①　当金庫独自の商品「創業・事業継続応援資金」により、不動産担保や第三者保証に依存しない融
資による支援を実施しています。

②　販路拡大支援では、信金中央金庫が提供するビジネスマッチングサイト「しんきんコネクト」や
しんきん地域創生ネットワーク株式会社による「無料コンサルティング」など業界ネットワークを
活用して機会の提供と支援を行いました。人材不足の課題に対しては、パーソルホールディングス
株式会社との業務提携によりソリューションを提供し、令和 5 年 11 月には中小企業の脱炭素化支
援の施策として、e － dash 株式会社と業務提携して事業者の CO2 削減など環境への取組み支援を
行っています。

(3)　経営改善・事業再生・業種転換等の支援
①　当金庫融資取引先で、当金庫が経営改善の必要を認め、経営者自らが経営改善を望まれる先につ
いては営業店と業務部が連携を図りながら、経営改善計画の策定を通じて、企業と金庫が協力して
経営改善を進めています。

②　当金庫は、ゼロゼロ融資のコロナ関連融資の借換えや、物価高騰など新たな資金需要に対応する
伴走支援型特別保証制度ならびに能登半島地震融資に対応した事業先に対しては、業況等に関する
ヒアリングを定期的に実施し、資金繰りや経営改善、販路拡大など課題を把握し営業店と本部が会
議体を通じて情報を共有し課題解決に取組みました。また、政府や自治体が展開する様々な施策活
用を提案し、外部専門家や関係機関と連携しながら、資金繰り支援や事業再生・新事業立上げ支援
などを行うほか、条件変更等にも積極的に対応し、事業者に寄り添った支援に取組んでいます。

③　当金庫は、中小企業経営力強化支援法の認定支援機関として積極的に取り組んでまいります。

４．「経営者保証に関するガイドライン」への取組み
当金庫では「経営者保証に関するガイドライン」及び「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に

関するガイドライン』の特則」の趣旨や内容を十分に踏まえ、お客様からお借り入れや保証債務整理
の相談を受けた際に真摯に対応するため、「経営者保証に関する取組方針」を以下のとおり策定して
います。同取組方針に基づき、経営者保証の必要性については、お客様との丁寧な対話により、法人
と経営者の関係性や財務状況等の状況を把握し、同ガイドラインの記載内容を踏まえて十分に検討す
る等、適切な対応に努めています。
なお、2024 年度に当金庫において、新規に無保証で融資をした件数は 146 件、新規融資に占める

経営者保証に依存しない融資の割合は 41.12％、保証契約を解除した件数は 2 件、同ガイドラインに
基づく保証債務整理の成立件数（当金庫をメイン金融機関として実施したものに限る）はありません
でした。
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令和 5 年 7 月 3 日

石 動 信 用 金 庫

当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）の趣旨や内容を踏

まえ、同ガイドラインを融資慣行として浸透・定着させていくために、以下のとおり取り組みます。

　�　お客さまが融資等資金調達のお申込みをした場合、当金庫では、お客さまのガイドラインの要件の

充足や経営状況等を総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性や経営者保証の機能を代替

する融資手法（一定の金利の上乗せ等）を活用する可能性について、お客さまの意向を踏まえたうえ

で検討いたします。

　�　上記の検討を行った結果、経営者保証を求めることがやむを得ないと判断し、経営者保証を提供い

ただく場合、当金庫はお客さまの理解と納得を得ることを目的に、保証契約の必要性等に関する丁寧

かつ具体的な説明を行います。

　�　経営者保証を提供いただく場合、お客さまの資産及び収入の状況、融資額、信用状況、情報開示の

姿勢等を総合的に勘案して、適切な保証金額の設定に努めます。

　�　お客さまから既存の保証の変更・解除等の申入れがあった場合は、ガイドラインに即して改めて経

営者保証の必要性や適切な保証金額等について真摯かつ柔軟に検討を行うとともに、その検討結果に

ついて丁寧かつ具体的な説明を行います。

　�　事業承継時には、原則として前経営者、後継者の双方から二重で経営者保証は求めないこととし、

例外的に二重に保証を求めることが必要な場合には、丁寧かつ具体的な説明を行います。

　また、後継者に当然に保証を引き継いでいただくのではなく、その必要性を改めて検討いたします。

　�　お客さまからガイドラインに基づく保証債務整理の申し出を受けた場合には、ガイドラインに即し

て誠実に対応いたします。

以　上

経営者保証に関する取組方針
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５．地域活性化に関する取組状況
①　地域経済の活性化を目的とした商工会等地域各種団体と連携し、各種事業活動に積極的に参画して

います。

②　小矢部市の「定住促進対策事業」に連携して各種金利優遇ローンを発売し、金融面のサポートを実

施しています。

③　各種団体及び取引先の写真・絵画等を営業店のロビーで展示してご好評をいただいています。

④　暴力追放富山県大会に出席し、反社会的勢力の排除に努めています。

⑤　寄贈した小矢部市スポーツ振興基金により各種スポーツ教室が開催され、また少年野球大会の開催

などによりスポーツ振興を支援しております。 

⑥　これまでに機会をとらえて、スポーツ振興基金への積み増し寄贈、城山公園整備に係る寄贈、社会

福祉法人、日本赤十字社、（公財）富山県暴力追放運動推進センターや火牛まつり等地域のイベントに

寄付しております。

６．「金融仲介機能のベンチマーク」に関する取組状況

金融仲介
機能

ベンチマーク
（評価基準項目）

自 己 点 検 ・ 評 　 　 価

(1) 取引先
企業の経
営改善や
成長力の
強化

1

　金融機関がメイン
バンク（融資残高１位）
として取引を行ってい
る企業のうち、経営
指標（売上・営業利
益率・労働生産性等）
の改善や就業者数の
増加が見られた先数
（先数はグループベー
ス。以下断りがなけ
れば同じ）、及び、同
先に対する融資額の
推移

（単位：社、億円） 2025/3 2024/3

メイン先数 279 236

メイン先の融資残高 102 113

経営指標等が改善した
先数

58 58

（単位：億円） 2025/3 2024/3 2023/3

　経営指標等が改善し
た先に係る３年間の事
業年度末の融資残高の
推移

31 24 41

(2) 取引先
企業の抜
本的事業
再生等に
よる生産
性の向上

2

　金融機関が貸付条
件の変更を行ってい
る中小企業の経営改
善計画の進捗状況

（単位：社） 条件変更総数 好調先 順調先 不調先

　中小企業の条件変更
先に係る経営改善計画
の進捗状況

28 0 18 10

3
　金融機関が関与し
た創業、第二創業の
件数

　金融機関が関与した
創業件数
　（単位：件）

3

　金融機関が関与した
第二創業件数
　（単位：件）

0

4

　ライフステージ別
の与信先数（先数単
体ベース）、及び、融
資額

（単位：社、億円）
全与
信先 創業期 成長期 安定期 低迷期 再生期

　ライフステージ別の
与信先数

451 33 51 336 21 10

　ライフステージ別の
与信先に係る事業年度
末の融資残高

182 6 26 133 12 3

(3) 担 保・
保証依存
の融資姿
勢からの
転換

5

　金融機関が事業性
評価に基づく融資を
行っている与信先数
及び融資額、及び、
全与信先数及び融資
額に占める割合（先
数単体ベース）

（単位：社、億円、％） 先数 融資残高

　事業性評価に基づく
融資を行っている与信
先数及び融資残高

16 55

　上記計数の全与信先
数及び当該与信先の融
資残高に占める割合

3.5% 30.2%

基準日 ：2025年3月31日
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貸借対照表

資　　　産　　　の　　　部 負　　　債　　　の　　　部

科　  　目 2023年度 2024年度 科　  　目 2023年度 2024年度

現 　 金 263,543 355,836 預 金 積 金 57,302,943 57,391,415 

預 け 金 8,944,323 9,827,494 当 座 預 金 1,343,533 1,310,828 

買 入 金 銭 債 権 275,142 248,995 普 通 預 金 18,971,920 19,232,588 

金 銭 の 信 託 10 10 貯 蓄 預 金 8,834 7,998 

有 価 証 券 24,597,303 23,012,478 通 知 預 金 31,451 28,750 

国 債 1,555,745 2,156,342 定 期 預 金 34,476,663 34,240,008 

地 方 債 1,692,057 1,491,840 定 期 積 金 2,312,695 2,310,274 

社 債 14,020,462 13,695,259 そ の 他 の 預 金 157,844 260,966 

株 式 220,832 171,335 借 用 金 915,000 845,000 

そ の 他 の 証 券 7,108,205 5,497,701 借 入 金 915,000 845,000 

貸 出 金 28,187,112 27,749,989 そ の 他 負 債 142,090 148,540 

割　引　手　形 91,618 49,978 未 決 済 為 替 借 48,262 25,371 

手　形　貸　付 2,522,872 2,298,421 未 払 費 用 26,005 40,082 

証　書　貸　付 22,148,959 22,483,945 給 付 補 塡 備 金 384 446 

当　座　貸　越 3,423,662 2,917,644 未 払 法 人 税 等 10,473 5,248 

そ の 他 資 産 482,862 477,543 前 受 収 益 7,166 7,596 

未 決 済 為 替 貸 11,475 10,221 払 戻 未 済 金 25 − 

信金中金出資金 332,100 332,100 職 員 預 り 金 35,777 35,332 

未 収 収 益 76,527 71,107 リ ー ス 債 務 10,866 21,601 

そ の 他 の 資 産 62,759 64,114 そ の 他 の 負 債 3,128 12,861 

有 形 固 定 資 産 853,817 834,858 賞 与 引 当 金 23,845 22,666 

建 　 物 619,651 603,550 退 職 給 付 引 当 金 173,658 192,319 

土 　 地 157,293 157,293 役員退職慰労引当金 33,770 43,088 

リ ー ス 資 産 10,633 21,280 偶 発 損 失 引 当 金 930 1,020 

建 設 仮 勘 定 − − 睡眠預金払戻損失引当金 0 0 

その他の有形固定資産 66,239 52,734 繰 延 税 金 負 債 − − 
無 形 固 定 資 産 6,707 5,312 債 務 保 証 71,451 128,936 

ソ フ ト ウ ェ ア 3,758 2,362 負 債 の 部 合 計 58,663,690 58,772,986 

その他の無形固定資産 2,949 2,949 出 資 金 156,280 156,590 

繰 延 税 金 資 産 8,681 8,113 普 通 出 資 金 156,280 156,590 

債 務 保 証 見 返 71,451 128,936 利 益 剰 余 金 5,484,256 5,041,048 

貸 倒 引 当 金 △ 1,077,379 △ 882,524 利 益 準 備 金 156,382 156,280 

 (うち個別貸倒引当金) ( △ 958,955) ( △ 828,248) その他利益剰余金 5,327,873 4,884,767 

特 別 積 立 金 5,170,000 5,270,000 

当期未処分剰余金 157,873 △ 385,232 

会 員 勘 定 合 計 5,640,537 5,197,639 

その他有価証券評価差額金 △ 1,690,652 △ 2,203,581 

評価・換算差額等合計 △ 1,690,652 △ 2,203,581 

純 資 産 の 部 合 計 3,949,885 2,994,057 

資 産 の 部 合 計 62,613,575 61,767,044 負債及び純資産の部合計 62,613,575 61,767,044 

（単位：千円）

〔金庫の直近の２事業年度における財産の状況に関する事項〕
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1.	　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2.	�　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法 ( 定額法 )、その他有価

証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）ただし市場価格のない株式等につい

ては移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部

純資産直入法により処理しております。

3.	　有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法 ( ただし、平成 10 年 4 月 1 日以後に取得し

た建物 ( 建物附属設備を除く ) 並びに平成 28 年 4 月 1 日以後に取得した建物附属設備及び構築物につい

ては定額法 ) を採用しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　8年～ 39年	

その他　　3年～ 20年

4.	�　無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫利用

のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間 (5 年 ) に基づいて償却しております。

5.	　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」（及び「無形固定資産」）中のリース資

産の減価償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、

リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

6.	　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第 4 号「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償

却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（令和 4年 4月 14日）に規定する正常先債権及び要注意先債

権に相当する債権については、主として今後１年間の予想損失額又は今後 3 年間の予想損失額を見込んで

計上しており、予想損失額は、1 年間又は 3 年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒

産確率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて

算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保

証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び

実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能

見込額を控除した残額を計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店が自己査定を実施し、監査室で検証を行い、そ

の査定結果により上記の計上を行っております。

7.	　賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年

度に帰属する額を計上しております。

8.	　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、企業会計基準適用指針第 25 号「退職給付に関する

会計基準の適用指針」（平成 27 年 3 月 26 日）に定める簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給額を

退職給付債務とする方法）により、当事業年度末における必要額を計上しております。

当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生年金基金）に加

入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該企業年

金制度への拠出額を退職給付費用として処理しております。

なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫の割合並びにこれ

らに関する補足説明は次のとおりであります。

①	 制度全体の積立状況に関する事項（令和 6年 3月 31日現在）

年金資産の額　　　　　　　　　　　1,832,300 百万円

年金財政計算上の数理債務の額　　

と最低責任準備金の額との合計額　　1,853,684 百万円

差引額　　　　　　　　　　　　  　 △ 21,384 百万円

②	 制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和 6年 3月 31日現在）

0.0403％	

③	 補足説明

上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高 134,623 百万円及び別途積立金

( 注 )
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113,239 百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間 19 年 0 カ月の元利均等定率

償却であり、当金庫は、当事業年度の財務諸表上、当該償却に充てられる特別掛金 7 百万円を費用処理し

ております。

なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定される

ため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致しません。

9.	　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金支給規程 ( 内規 )

に基づく支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

10.	　偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上

しております。

11.	　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、

将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を計上しております。

12.	　役務取引等収益は、役務提供の対価として収受する収益であり、内訳として ｢ 受入手数料 ｣、｢ その他

受入手数料 ｣、｢ その他役務取引等収益 ｣ であります。このうち受入手数料は、為替業務から収受する受入

手数料であり、送金、代金取立等の内国為替業務に基づくものがあります。

13.	　消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、

有形固定資産に係る控除対象外消費税等は「その他の資産」に計上し、5年間で均等償却を行っております。

14.	 �　会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係

る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

　貸倒引当金　　　882 百万円

　貸倒引当金の算出方法は、重要な会計方針として 6. に記載しております。

�　主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分の

判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しており

ます。

�　なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に

係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。

15.	理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額 36百万円

16.	　有形固定資産の減価償却累計額 652 百万円

17.	 �　信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりでありま

す。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一

部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第 2 条第 3

項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証

見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証

券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。

　　 破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　  498 百万円

　　 危険債権額　　　　　　　　　　　　　　 723 百万円

　　 三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　   9 百万円

　　 貸出条件緩和債権額　　　　　　　　　　  132 百万円

　　 合計額　　　　　　　　　　　　　　　　1,364 百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等

の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約

に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに

準ずる債権に該当しないものであります。

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で

破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支
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払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権

及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

18.	　手形割引は、業種別監査委員会実務指針第 24号に基づき金融取引として処理しております。

      �　これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有して

おりますが、その額面金額は 49百万円であります。

19.	　担保に供している資産は次のとおりであります。

　   �　為替決済、日銀歳入代理店、公金収納代理店、借入金等の取引の担保として、有価証券 25 百万円及

び定期預金 2,702 百万円を差し入れております。担保資産に対応する債務は、借用金 845 百万円です。

20.	　出資 1口当たりの純資産額	 956 円 1銭

21.　金融商品の状況に関する事項

（1） 金融商品に対する取組方針

当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っております。

このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理（ALM）をし

ております。

（2） 金融商品の内容及びそのリスク

当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。

また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目的及び事業推進

目的で保有しております。

これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されて

おります。

一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。

また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されております。

（3） 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

当金庫は、貸付事務取扱規程及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出金について、個別案

件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理

に関する体制を整備し運営しております。

これらの与信管理は、各営業店のほか業務部により行われ、また、定期的に経営陣による常勤理事

会や理事会を開催し、審議・報告を行っております。

さらに、与信管理の状況については、業務部がチェックしております。

有価証券の発行体の信用リスクに関しては、総務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行

うことで管理しております。

② 市場リスクの管理

( ⅰ ) 金利リスクの管理

当金庫は、ALM によって金利の変動リスクを管理しております。

ALM に関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記しており、ALM 部

会において決定されたALM に関する方針に基づき、理事会及び常勤理事会において実施状況の把握・

確認、今後の対応等の協議を行っています。

日常的には総務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金

利感応度分析等によりモニタリングを行い、月次ベースで常勤理事会に報告しております。

( ⅱ ) 為替リスクの管理

当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しております。

( ⅲ ) 価格変動リスクの管理

有価証券を含む市場運用商品の保有については、市場リスクの管理方針に基づき、常勤理事会の

監督の下、余資運用基準及び当面の運用方針に基づき行われております。

このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限度額の設定のほか、
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継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。

総務部で保有している株式の多くは、事業推進目的で保有しているものであり、取引先の市場環

境や財務状況などをモニタリングしています。

これらの情報は総務部を通じ、理事会、常勤理事会及び ALM 部会において定期的に報告されて

おります。

( ⅳ ) 市場リスクに係る定量的情報

当金庫では、｢ 預け金 ｣、｢ 有価証券 ｣、｢ 貸出金 ｣、｢ 買入金銭債権 ｣、｢ 預金積金 ｣ の市場リスク量

をＶａＲにより月次で計測し、取得したリスク量がリスク限度額の範囲内となるよう管理しておりま

す。

当金庫のＶａＲは分散共分散法（保有期間 240 日、信頼区間 99％、観測期間 5年）により算出し

ており、令和 7年 3月 31日（当事業年度の決算日）現在で当金庫の市場リスク量（損失額の推計値）は、

全体 ( 金利リスク、価格変動リスク、為替リスク ) で 1,677 百万円です。なお、当金庫では計測モデ

ルが算出するＶａＲと実際の損失を比較するバックテスティング（保有期間１日、信頼区間 99.0％、

観測期間 5年）を実施しており、計測手法の有効性を確認しております。

ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量

を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できな

い場合があります。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理

当金庫は、ALM を通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮し

た長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。

（4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によっ

た場合、当該価額が異なることもあります。

なお、一部の金融商品については、簡便な計算により算出した時価に代わる金額を含めて開示して

おります。
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22.　金融商品の時価等に関する事項

�　令和 7年 3月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります（時

価等の評価技法（算定方法）については（注 1）参照）。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、

次表には含めておりません（（注 2）参照）。また、現金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に

近似することから、注記を省略しております。

また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

（単位：百万円）

貸借対照表
計 上 額

時　価 差　額

(1)　預け金（＊ 1） 9,827 9,712 △ 114

(2)　商品有価証券 － － －

売買目的有価証券 － － －

(3)　有価証券 23,012 22,947 △ 64

満期保有目的の債券 300 235 △ 64

その他有価証券 22,712 22,712 －

(4)　貸出金（＊ 1） 27,749 － －

貸倒引当金（＊ 2） △ 882 － －

26,867 27,747 880

金融資産計 59,706 60,406 702

(1)　預金積金（＊ 1）
(2)　借用金（＊ 1）

57,391
845

57,208
694

△ 182
△ 150

金融負債計 58,236 57,902 △ 332

（＊ 1）貸出金、預け金、預金積金、借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」

が含まれております。

（＊ 2）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

（注 1）金融商品の時価等の評価技法（算定方法）

金融資産

（1）預け金

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし

ております。満期のある預け金については、市場金利 (SWAP 等 ) で割り引いた現在価値を時価に代わ

る金額として記載しております。

（2）商品有価証券

商品有価証券は保有しておりません。

（3）有価証券

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

投資信託は、取引所の価格又は公表されている基準価額によっております。

なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については 23. から 25. に記載しております。

（4）貸出金

貸出金は、以下の①～③の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控

除する方法により算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。

①　破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な

債権については、貸借対照表中の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控除前の額。以下「貸

出金計上額」という。）

②　①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額

③　①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場

金利 (SWAP等 ) で割り引いた価額
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金融負債

（1）預金積金

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。

また、定期性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現

在価値を算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しております。その割引率は、市場金

利 (SWAP等 ) を用いております。

（2）借用金

借用金は、固定金利によるものであり、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を市

場金利（SWAP 等）で割り引いて現在価値を算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載し

ております。

（注 2）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情

報には含まれておりません。

区分 貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 (＊ 1) 2

その他の証券 (＊ 2) -

合　計 2

（＊ 1）非上場株式については、企業会計基準適用指針第 19 号「金融商品の時価等の開示に関する適用�

指針」（令和 2年 3月 31日）第 5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（＊ 2）その他の証券については保有しておりません。

23.�　有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」、「地方債」、

「社債」、「株式」、「その他の証券」が含まれております。以下、24. まで同様であります。

満期保有目的の債券

種類
貸借対照表計上額

（百万円）
時　価

（百万円）
差　額

（百万円）

時価が貸借対照
表計上額を超え
るもの

外国証券 － － －

時価が貸借対照
表計上額を超え
ないもの

外国証券 300 235 △ 64

合 計 300 235 △ 64
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その他有価証券

種　類
貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価

（百万円）
差　額
（百万円）

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の

株　式 102 81 20

債　券 896 880 16

国　債 103 100 3

地方債 89 89 0

社　債 703 690 12

外国証券 350 350 0

その他 397 368 28

小 計 1,747 1,680 66

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの

株　式 66 75 △ 8

債　券 16,446 18,033 △ 1,586

国　債 2,052 2,319 △ 267

地方債 1,402 1,526 △ 124

社　債 12,991 14,187 △ 1,195

外国証券 3,614 4,090 △ 475

その他 834 1,033 △ 199

小 計 20,963 23,233 △ 2,270

合 計 22,710 24,913 △2,203

24.　当事業年度中に売却したその他有価証券

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株　式 91 28 －

債　券 400 26 －

国　債 400 26 －

地方債 － － －

社　債 － － －

外国証券 200 － 37

その他 103 22 26

合 計 795 78 63

25.　減損処理を行った有価証券

その他有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価

に比べ著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該

時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」

という。）しております。

当事業年度における減損処理額は、113 百万円（外国証券）であります。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価に比べて50%以上下落したも

のを基準としております。

なお、下落率が30％以上50％未満の場合は時価の回復可能性の判断基準を明確に定め処理しております。
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26.�　当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反

がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資

未実行残高は、9,491 百万円であります。このうち契約残存期間が 1 年以内のものが 4,809 百万円あり

ます。なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高その

ものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約

の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当金庫が実行申し込み

を受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、

契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めて

いる金庫内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講

じております。

27.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

繰延税金資産

　貸倒引当金	 205 百万円

　減価償却費	 　5 百万円

　退職給付引当金	 53 百万円

　役員退職慰労引当金	 　11 百万円

　有価証券減損損失	 41 百万円

　その他	  8 百万円

繰延税金資産小計	 325 百万円

　評価性引当額	 △ 317 百万円

　繰延税金資産合計	 8 百万円

　繰延税金負債

　　その他有価証券評価差額金	  －百万円

　繰延税金負債合計	 －百万円

　繰延税金資産の純額	  8 百万円

法人税等の税率変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正

　｢ 所得税法等の一部を改正する法律 ( 令和 7 年法律第 13 号 )｣ が令和 7 年 3 月 31 日に成立したことに

伴い、令和 8 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から ｢ 防衛特別法人税 ｣ の課税が行われることとなり

ました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の 27.66% か

ら、令和 8 年 4 月 1 日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、28.37% と

なります。この税率変更による影響は軽微であります。

28.　収益認識基準に関する事項

   �　企業会計基準第 29 号「収益認識に関する基準」( 令和 2 年 3 月 31 日 ) に基づく契約資産等の金額は、

他の資産などと区分表示しておりません。当事業年度末の契約資産、顧客との契約から生じた債権及び契

約負債の金額は、それぞれ以下のとおりであります。

   　契約資産	 －百万円

   　顧客との契約から生じた債権	   0 百万円

   　契約負債	 －百万円
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損益計算書

（単位：千円）

科　　　　　目 2023年度 2024年度

経 常 収 益 ８１３, ５９０ １, ００１, ７１８ 
資 金 運 用 収 益 ６６４, ５７７ ６８３, １０５ 

貸 出 金 利 息 ３６６,６２５ ３８０,２９３ 
預 け 金 利 息 ２７,４４３ ３１,６８０ 
有 価 証 券 利 息 配 当 金 ２６２,６５５ ２６３,４３６ 
そ の 他 の 受 入 利 息 ７,８５２ ７,６９３ 

役 務 取 引 等 収 益 ３５, ３５９ ３７, ２２６ 
受 入 為 替 手 数 料 １２,９９１ １３,６９９ 
そ の 他 の 役 務 収 益 ２２,３６７ ２３,５２６ 

そ の 他 業 務 収 益 ８, ４４０ ５７, ０１５ 
国 債 等 債 券 売 却 益 １,１２２ ４９,４２４ 
そ の 他 の 業 務 収 益 ７,３１８ ７,５９０ 

そ の 他 経 常 収 益 １０５, ２１３ ２２４, ３７１ 
貸 倒 引 当 金 戻 入 益 ５７,１５３ １９４,７７９ 
株 式 等 売 却 益 ４６,４５１ ２８,６４４ 
そ の 他 の 経 常 収 益 １,６０８ ９４７ 

経 常 費 用 ７０１, ６７６ １, ４３５, ４０８ 
資 金 調 達 費 用 １９, ２６０ ４５, ８９７ 

預 金 利 息 １６,８５３ ４３,２６３ 
給 付 補 塡 備 金 繰 入 額 ２８０ ３１６ 
借 用 金 利 息 １,７９２ １,６４６ 
そ の 他 の 支 払 利 息 ３３３ ６７０ 

役 務 取 引 等 費 用 ３７, ９９５ ４０, ００１ 
支 払 為 替 手 数 料 １０,５３９ １０,６８５ 
そ の 他 の 役 務 費 用 ２７,４５６ ２９,３１５ 

そ の 他 業 務 費 用 ３１, ８１７ ７２０, １５９ 
国 債 等 債 券 売 却 損 ３１,８１７ ６３,２２３ 
国 債 等 債 券 償 還 損 － ５４３,５５７ 
国 債 等 債 券 償 却 － １１３,３７６ 
そ の 他 の 業 務 費 用 － １ 

経 費 ６１０, ３０７ ６２６, ３２３ 
人 件 費 ３２３,２２２ ３４０,８０３ 
物 件 費 ２５８,４４０ ２５４,０４７ 
税 金 ２８,６４３ ３１,４７３ 

そ の 他 経 常 費 用 ２, ２９６ ３, ０２５ 
株 式 等 売 却 損 ６４３ － 
そ の 他 の 経 常 費 用 １,６５３ ３,０２５ 

経 常 利 益 １１１, ９１４ △４３３, ６８９ 
特 別 利 益 － － 
特 別 損 失 １４, ９８６ ４９７ 

固 定 資 産 処 分 損 １４,９８６ ４９７ 
税 引 前 当 期 純 利 益 ９６, ９２７ △４３４, １８７ 
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 ８, ０１７ ３, ７６４ 
法 人 税 等 調 整 額 △８０７ ５６８ 
当 期 純 利 益 ８９, ７１８ △４３８, ５２０ 
繰 越 金（ 当 期 首 残 高 ） ６８, １５５ ５３, ２８７ 
当 期 未 処 分 剰 余 金 １５７, ８７３ △３８５, ２３２ 

(注)１.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２.出資１口当たり当期純損失金額140円24銭
３.�企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」（令和2年3月31日）に基づく顧客と

の契約から生じる収益の金額は、他の収益と区分表示しておりません。当事業年度におけ
る顧客との契約から生じる収益は37,226千円があります。
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　（単位：円）

剰余金処分計算書

財務諸表の正確性に係る内部監査の有効性の確認

　 科 　 　 　 目 　

当 期 未 処 分 剰 余 金

積 立 金 取 崩 額

計　

剰 余 金 処 分 額

 利 益 準 備 金

 普通出資に対する配当金

 特 別 積 立 金

繰 越 金 （ 当 期 末 残 高 ）

会計監査人による監査

2023年度

157,873,884

－

157,873,884 

104,586,259 

△102,000

4,688,259 

100,000,000 

53,287,625 

2024年度

△385,232,479 

440,000,000 

54,767,521

6,562,624

310,000

6,252,624

－

48,204,897

　2025年6月17日開催の第77期通常総代会で報告を行った貸借対照表、損益計算書及び承認を

得た剰余金処分計算書は、信用金庫法第38条の2第3項の規定に基づき、河村公認会計士事務所　

公認会計士　河村　拓栄氏の監査を受けております。

    2024年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計

算書（以下、「財務諸表」という。)並びに財務諸表作成に係る

内部監査等について適正性・有効性等を確認しております。

２０２５年　６月１７日
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　（単位：円）

剰余金処分計算書

財務諸表の正確性に係る内部監査の有効性の確認

　 科 　 　 　 目 　

当 期 未 処 分 剰 余 金

積 立 金 取 崩 額

計　

剰 余 金 処 分 額

 利 益 準 備 金

 普通出資に対する配当金

 特 別 積 立 金

繰 越 金 （ 当 期 末 残 高 ）

会計監査人による監査

（注）１．�「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申

立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。

２．�「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化

し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、「破産更

生債権及びこれらに準ずる債権」に該当しない債権です。

３．�「要管理債権」とは、信用金庫法上の「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と「貸出条件緩和債

権」に該当する貸出金の合計額です。

４．�「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している

貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸出金です。

５．�「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支

払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破

産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当しない貸出

金です。

６．�「正常債権」（Ｂ）とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生

債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」以外の債権です。

７．�「担保・保証等による回収見込額」（ｃ）は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額

及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。

８．�「貸倒引当金」（ｄ）には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。

９．�「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権は、貸

借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保

証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）に

よるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見

返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のそ

の有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）です。

（単位:百万円、％）

区　　　　　分
開示残高

(a)

保全額

(b)

保全率

(b)/(a)

引当率

(d)/(a-c)
担保・保証
等による回
収見込額(c)

貸　　倒

引当金(d)

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

2023年度 647 647 114 532 100.00 100.00

2024年度 498 498 88 409 100.00 100.00

危 険 債 権
2023年度 697 697 271 425 100.00 100.00

2024年度 723 723 305 418 100.00 100.00

要 管 理 債 権
2023年度 149 109 92 17 73.15 29.82

2024年度 141 135 85 49 95.03 87.50

三 月 以 上
延 滞 債 権

2023年度 11 11 11 0 100.00 0.00

2024年度 9 9 9 0 100.00 0.00

貸 出 条 件
緩 和 債 権

2023年度 138 98 81 17 71.01 29.82

2024年度 132 125 76 49 94.69 87.50

小 計（Ａ）
2023年度 1,495 1,453 478 974 97.19 95.77

2024年度 1,364 1,356 478 877 99.41 98.98

正常債権（Ｂ）
2023年度 26,784

2024年度 26,525

総 与 信 残 高
（ Ａ ） ＋（ Ｂ ）

2023年度 28,279

2024年度 27,890

信用金庫法開示債権及び金融再生法開示債権の保全・引当状況
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自己資本の充実状況

１．自己資本調達手段の概要

　�　当金庫の2025年3月期における自己資本額は5,232百万円となっております。このうち、出資金は地域

のお客様から調達したものです。その他特別積立金等は、内部留保によりこれまで当金庫が積み立てて

きたものです。

２．自己資本の充実度に関する評価方法の概要

　�　当金庫の2025年3月期の自己資本比率は、15.75％となっており、国内金融機関の健全性の基準とされ

ています4％を大きく上回っております。当金庫では、これまで、内部留保による資本の積上げ等を行

うことにより自己資本の充実をしてきており、経営の健全性・安全性については、充分な水準を保って

いると評価しております。なお、将来の自己資本の充実策については、年度毎に掲げる収支計画に基づ

いた業務推進を通じ、そこから得られる利益による資本の積上げを第一義的な施策として考えておりま

す。

３．信用リスクに関する項目

　�　信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより、当金庫が損失を被るリスクのことをい

います。

　(1)   リスク管理の方針及び手続きの概要

　　�　当金庫では、信用リスクを当金庫が管理すべき最重要のリスクであると認識のうえ、与信業務の基

本的な理念や手続き等を明示した「リスク管理の基本方針」、「信用リスクの管理方針」を制定し、

広く役職員に理解と遵守を促すとともに、信用リスクを確実に認識する管理体制としています。

　　�　信用リスクの評価につきましては、当金庫では、信用格付制度を導入するとともに厳格な自己査定

を実施しております。そして、信用リスク計量化に向け、現在、インフラ整備も含めた準備を進めて

おります。

　　�　信用リスクの管理の状況につきましては、半期（上期・下期）毎に本部は各営業店長と「前半期の

管理状況と当半期の管理方針」についてヒアリングを実施し、本部・営業店一体となった取組みを

行っております。また、その結果について理事長に報告するとともに常勤理事会に報告する体制と

し、必要に応じて理事会に報告する体制としております。

　　�　貸倒引当金は、「資産自己査定基準」及び「償却・引当基準」に基づき、自己査定における債務者

区分毎に計算された貸倒実績率を基に算定するとともに、その結果については監査法人の監査を受け

るなど、適正な計上に努めております。

　(2)   リスク・ウエイトの判定に使用する適格格付機関

　　�　リスク・ウエイトの判定に使用する適格格付機関は以下の４つの機関を採用しております。なお、

エクスポージャーの種類毎に適格格付機関の使分けは行っておりません。

　　・株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）

　　・株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）

　　・ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Ｍｏｏｄｙ’ｓ）

　　・スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービス（Ｓ＆Ｐ）

４．信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要

　�　信用リスク削減手法とは、信用リスク・アセット額の算出にあたり、信用リスクが低いと判断される

資産について定められた方法により削減額を資産から控除し、信用リスク・アセット額を軽減できる手

法のことをいいます。

　�　当金庫は、リスク管理の観点から、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより受ける損失（信用リス

ク）を軽減するために、取引先によっては、不動産担保や信用保証協会保証による保全措置を講じてお

ります。ただし、これはあくまでも補完的措置であり、資産使途、返済財源、財務内容、事業内容、経
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営者の資質など、さまざまな角度から判断を行っております。

　�　また、判断の結果、担保または保証が必要な場合には、お客様への十分な説明とご理解をいただいた上

でご契約いただく等、適切な取扱に努めております。

　�　バーゼルⅢにおける信用リスク削減手法として、当金庫が扱う主要な担保には、預金積金、有価証券等

があり、担保に関する手続きについては、金庫が定める「貸出事務取扱規程」等により、適切な事務取扱

並びに適正な評価・管理を行っております。

　�　一方、当金庫が扱う保証には外部格付が「ＡＡ－」である一般社団法人しんきん保証基金等の民間保証

等があります。

　�　また、お客様が期限の利益を失われた場合には、全ての与信取引の範囲において預金相殺をする場合が

ありますが、金庫が定める「貸出事務取扱規程」等により、適切な取扱いに努めております。

　�　なお、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、お客様の資金ニーズに応えるこ

とを一義とし、そのうえで可能な限り業種やエクスポージャーの種類に偏ることのないよう努めておりま

す。

５．�派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理方針及び手続き

の概要

　�　派生商品取引には、市場の変動により損失を受ける可能性のある市場リスクや、取引相手方が支払不能

になることにより損失を被る可能性のある信用リスクが内包されております。具体的な派生商品取引に

は、通貨関連取引としてクーポンスワップ取引、為替先物予約取引、有価証券（債券、株式）関連取引と

して債券先物取引、株価指数先物取引などがあります。

　　当金庫は、派生商品取引をいたしておりません。また、長期決済期間取引もいたしておりません。

６．証券化エクスポージャーに関する事項

　�　証券化とは、金融機関が保有するローン債権や企業が保有する不動産など、それらの資産価値を裏付け

に証券として組み替え、第三者に売却して流動化をすることです。一般的には、証券の裏付けとなる原資

産の保有者であるオリジネーターと、証券を購入する側である投資家に分類されます。

　　当金庫は、投資家として有価証券投資の一環として取り扱っております。

　�　当該証券投資にかかるリスクの認識については、市場動向、裏付資産の状況、時価評価及び適格格付機

関の格付情報などにより把握し、適切なリスク管理に努めております。

　�　当該証券投資における信用リスク・アセットの額の算出にあたっては、標準的手法を採用しておりま

す。また、リスク・ウエイトの判定にあたっては、前記３の「信用リスクに関する項目」の(2)「リス

ク・ウエイトの判定に使用する適格格付機関」と同じです。

　�　当該証券投資の取引にあたっては、「有価証券運用基準」、「有価証券の当面の運用方針」に基づき適

正に運用・管理を行っております。また、当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める「有価

証券の時価会計処理基準」及び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った、適正

な処理を行っております。

７．オペレーショナル・リスクに関する項目

　�　オペレーショナル・リスクとは、管理体制の不備やシステムトラブルによる事故、災害時の外生的事象

から生じる損失を受けるリスクのことをいいます。

　(1)   リスク管理の方針及び手続きの概要

　　�　オペレーショナル・リスクは、業務運営上、可能な限り回避すべきリスクであり、当金庫では「リス

ク管理の基本方針」を踏まえ、組織体制、管理の仕組みを整備するとともに、リスクの顕現化の未然防

止及び発生時の影響度の極小化に努めます。

　　�　事務リスク管理については、「事務リスクの管理方針」に基づき、本部・営業店が一体として、各種

「事務取扱規程」の遵守を心掛けることはもちろんのこと、日頃の事務指導や研修体制の強化、さらに

は牽制機能としての事務検証などに取組み、事務品質の向上に努めております。
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　　�　システム・リスクについては、「システムリスクの管理方針」に基づき、「オンラインシステム障害

時の事務取扱要領」、「防犯災害緊急時対策要領」等により安定した業務遂行ができるよう、管理態勢

の強化に努めております。

　　�　その他のリスクについては、苦情・相談に対する適切な処理、個人情報及び情報セキュリティ体制の

整備、さらには各種リスク商品等に対する説明態勢など、顧客保護の観点を重要視した管理態勢の整備

に努めています。

　　�　バーゼルⅢ対応としてオペレーショナル・リスク相当額の算定は、基礎的手法による計測を採用して

いく方針でありますが、さらなる高度化を目指しリスクデータの蓄積をしていきます。現状、一連のオ

ペレーショナル・リスクに関連するリスクの状況については、ＡＬＭ部会等において定期的に協議検討

を行うとともに、必要に応じて常勤理事会ならびに理事会に対し報告する体制としております。

　(2)   オペレーショナル・リスク相当額の算定に使用する手法の名称

　　　当金庫は粗利益をベースに算出する「基礎的手法」を採用しております。

８．�銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エクスポージャーに

関するリスク管理の方針及び手続きの概要

　�　有価証券のリスク管理については、「市場リスクの管理方針」に基づき、また、運用に当たっては、

「有価証券運用基準」、「有価証券の当面の運用方針」により行っております。

　�　上場株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託にかかるリスクの認識については、時価評価及び最大

予想損失額（ＶａＲ）によるリスク計測によって把握するとともに、当金庫の抱える市場リスクの状況に

ついて、定期的に常勤理事会や理事会に報告し適切なリスク管理に努めております。

　�　非上場株式、政策投資株式に関しては、当金庫が定める「有価証券の当面の運用方針」、「有価証券運

用基準」などに基づいた適正な運用・管理を行っております。また、リスクの状況は、財務諸表や運用報

告を基にした評価による定期的なモニタリングを実施するとともに、その状況については、適宜経営陣に

報告を行うなど、適切なリスク管理に努めております。

　�　なお、当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める「有価証券の時価会計処理基準」及び日

本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った、適切な処理を行っております。

９．銀行勘定における金利リスクに関する事項

　�　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将来の収益性に対する影響を見る

ものです。

　(1)   リスク管理の方針及び手続きの概要

　　�　当金庫では、「リスク管理の基本方針」、「市場リスクの管理方針」に基づき、適切なリスクの管理

に努めるとともに、定期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる態勢としております。

　　�　具体的には、一定の金利ショックを想定した場合の銀行勘定の金利リスク（ＢＰＶ）の計測や、金利

更改を勘案した期間収益シミュレーションによる収益への影響度、さらには新商品等の導入による影響

など、ＡＬＭシステムや証券管理システムにより定期的に計測を行い、ＡＬＭ部会で協議検討するとと

もに、その結果について経営陣に報告を行うなど、資産・負債の最適化に努めております。
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10．単体における事業年度の開示事項

(1)　自己資本の構成に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 単位 : 百万円 )

項　　　　　　　目 2023年度 2024年度

コア資本に係る基礎項目（１）

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 5,635 5,191

うち、出資金及び資本剰余金の額 156 156

うち、利益剰余金の額 5,484 5,041

うち、外部流出予定額（△） 4 6

うち、上記以外に該当するものの額 − −
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 118 54

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 118 54

うち、適格引当金コア資本算入額 − −
適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 − −

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の 45 パーセントに相当する額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

コア資本に係る基礎項目の額� （イ） 5,754 5,245

コア資本に係る調整項目（２）

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額 6 5

うち、のれんに係るものの額 − −
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 6 5

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 8 8

適格引当金不足額 − −
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 − −
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 − −
前払年金費用の額 − −
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 − −
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 − −
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 − −
信用金庫連合会の対象普通出資等の額 − −
特定項目に係る十パーセント基準超過額 − −

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 − −
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 − −
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 − −

特定項目に係る十五パーセント基準超過額 − −
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 − −
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 − −
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 − −

コア資本に係る調整項目の額� （ロ） 15 13

自己資本

自己資本の額（（イ）－（ロ））� （ハ） 5,738 5,232

リスク・アセット等（３）

信用リスク・アセットの額の合計額 32,748 31,830

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー − −
うち、上記以外に該当するものの額

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 −
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 1,274 1,384

信用リスク・アセット調整額 −
フロア調整額 −
オペレーショナル・リスク相当額調整額 −
リスク・アセット等の額の合計額� （ニ） 34,022 33,214

自己資本比率

自己資本比率（（ハ）／（ニ））			   16.86% 15.75%

（注）　 自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第 89 条第１項において準用する銀行法第 14 条の２の規定に基づき、

信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するた

めの基準（平成 18年金融庁告示第 21号）」に基づき算出しております。

なお、当金庫は国内基準により自己資本比率を算出しております。
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(2)　自己資本の充実度に関する事項

2023年度 2024年度

リスク・アセット等 所要自己資本額 リスク・アセット等 所要自己資本額

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額の合計 32,748 1,309 31,830 1,273 

①�標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー 32,435 1,297 31,557 1,262 

現金 -  -  -  -  

我が国の中央政府及び中央銀行向け -  -  -  -  

外国の中央政府及び中央銀行向け 36 1 102 4 

国際決済銀行等向け -  -  -  -  

我が国の地方公共団体向け -  -  -  -  

外国の中央政府等以外の公共部門向け -  -  -  -  

国際開発銀行向け -  -  -  -  

地方公共団体金融機構向け -  -  -  -  

我が国の政府関係機関向け 108 4 98 3 

地方三公社向け 21 0 19 0 

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 2,402 96 2,738 109 

第一種金融商品取引業者及び保険会社向け 100 4 

カバード・ボンド向け -  -  

法人等向け 15,055 602 11,658 466 

中小企業等向け及び個人向け 1,578 63 
中堅中小企業等向け及び個人向け 1,345 53 

トランザクター向け 72 2 

抵当権付住宅ローン 860 34 

不動産取得等事業向け 7,132 285 

不動産関連向け 11,141 445 

自己居住用不動産等向け 793 31 

賃貸用不動産向け 4,836 193 

事業用不動産関連向け 5,512 220 

その他不動産関連向け -  -  

ADC向け -  -  

劣後債権及びその他資本性証券等 -  -  

三月以上延滞等 32 1 

延滞等向け 441 17 

自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 12 0 

取立未済手形 2 0 2 0 

信用保証協会等による保証付 56 2 213 8 

株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 -  -  -  -  

出資金 613 24 

出資等のエクスポージャー 612 24 

重要な出資のエクスポージャー -  -  

株式等			   661 26 

上記以外 4,533 181 3,119 124 
重要な出資のエクスポージャー -  -  
他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他外部TLAC関連調
達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー 995 39 1,774 70 

信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の額に算入されなかった
部分に係るエクスポージャー 431 17 431 17 

特定項目のうち調製項目に算入されない部分に係るエクスポージャー -  -  -  -  
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関に係るその他外部
TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー -  -  -  -  

総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関に係るその他外
部TLAC関連調達手段のうち、その他外部TLAC関連調達手段に係る５％基準額を上回る
部分に係るエクスポージャー

-  -  

総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等に係るその他
外部TLAC関連調達手段に係るエクスポージャー -  -  

上記以外のエクスポージャー -  -  -  -  

②証券化エクスポージャー -  -  -  -  

証券化

STC要件適用分 - -  -  -  

非 STC要件適用分 - -  

短期 STC要件適用分 - - 

不良債権証券化適用分 - - 

STC・不良債権証券化適用対象外分 - - 

再証券化 - - -  -  
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③リスクウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー 312 12 272 10 

ルック・スルー方式 312 12 272 10 

マンデート方式 -  -  -  -  

蓋然性方式（250％） -  -  -  -  

蓋然性方式（400％） -  -  -  -  

フォールバック方式（1250％） -  -  -  -  

④�未決済取引

⑤�他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリス
ク・アセットの額に算入されなかったものの額 - - - - 

⑥ＣＶＡリスク相当額を八パーセントで除して得た額 -  -  -  -  

⑦中央清算機関関連エクスポージャー -  -  -  -  

ロ．オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 1,274 50 1,384 55 

BI

BIC

ハ．単体リスク・アセットの合計額及び単体総所要自己資本額（イ＋ロ） 34,022 1,360 33,214 1,328 

（注）1．所要自己資本額＝リスク・アセット等×４％
2．�｢ エクスポージャー ｣とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与
信相当額等のことです。

3．�｢ 三月以上延滞等 ｣とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係るエクスポー
ジャー及び ｢我が国の中央政府及び中央銀行向け ｣から ｢法人等向け ｣（｢国際決済銀行等向け ｣を除く）においてリ
スク・ウェイトが 150％になったエクスポージャーのことです。

4．｢延滞等 ｣とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことです。
 ① �金融再生法施行規則上の ｢破産更生債権及びこれらに準ずる債権 ｣、｢危険債権 ｣、｢要管理債権 ｣に該当すること
 ② �重大な経済的損失を伴う売却を行うこと
 ③ �３か月以上限度額を超過した当座貸越であること
5．�当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております（2023 年度計数）。
6．�当金庫では、マーケット・リスクに関する事項は該当ありません。
7．�当金庫は、標準的計測手法かつ ILMを ｢1｣ によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております（2024 年度
計数）。

8．�単体総所要自己資本額＝単体リスク・アセットの合計額（単体自己資本比率の分母の額）×４％
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国 内

国 外

地 域 別 合 計

製 造 業

農 業 、 林 業

漁 業

鉱業、採石業、砂利採取業

建 設 業

電気・ｶ゙ ｽ・熱供給・水道業

情 報 通 信 業

運 輸 業 、 郵 便 業

卸 売 業 、 小 売 業

金 融 業 、 保 険 業

不 動 産 業

物 品 賃 貸 業

学術研究、専門・技術サービス業

宿 泊 業

飲 食 業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医 療 、 福 祉

その他のサービス

国・地方公共団体等

個 人

そ の 他

業 種 別 合 計

１ 年 以 下

１ 年 超 ３ 年 以 下

３ 年 超 ５ 年 以 下

５ 年 超 ７ 年 以 下

７年超10年以下

１ ０ 年 超

期間の定めのないもの

残 存 期 間 別 合 計

53,984

4,495

58,479

3,592

352

－

118

1,025

1,301

483

1,177

3,042

16,184

9,172

－

17

83

151

158

－

1,140

1,162

11,709

7,057

550

58,479

19,872

5,974

5,028

6,301

8,586

10,396

2,322

58,479

21,633

－

21,633

2,048

352

－

118

824

257

13

413

1,299

192

5,082

－

17

83

151

158

－

1,140

961

1,458

7,057

－

21,633

10,054

3,398

1,986

1,740

2,547

324

1,584

21,633

22,656

4,495

27,151

1,544

－

－

－

201

1,044

310

764

1,743

7,151

4,090

－

－

－

－

－

－

－

201

10,102

－

－

27,151

2,038

2,204

1,942

4,561

5,939

10,072

395

27,151

44

－

44

－

－

－

－

41

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

3

－

44

53,744

3,456

57,200

3,090

291

－

138

1,195

1,228

226

1,166

2,868

16,976

8,619

－

12

83

167

140

－

1,310

769

11,497

7,063

356

57,200

19,457

7,352

4,571

4,799

9,494

8,472

3,055

57,200

20,861

－

20,861

1,646

291

－

138

893

280

19

305

1,328

496

4,658

－

12

83

167

140

－

1,310

670

1,357

7,063

－

20,861

9,591

4,077

1,735

1,797

1,886

338

1,437

20,861

22,322

3,456

25,778

1,444

－

－

－

302

948

207

861

1,540

6,718

3,961

－

－

－

－

－

－

－

99

9,698

－

－

25,778

2,086

2,903

1,736

3,002

7,508

8,134

 1,515

25,778

66

－

66

－

－

－

－

42

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

23

－

66

地域区分

業種区分

期間区分

エクスポージ

ャー区分
信 用 リ ス ク エ ク ス ポ ー ジ ャ ー 期 末 残 高

貸出金、コミットメ
ント及びその他のデ
リバティブ以外のオ
フ・バランス取引

債　　券

３ヵ月以上延滞

エクスポージャー

2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度

（注）１．オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。 
　　　２．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日か
　　　　ら三月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。
　　　３．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種
　　　　区分に分類することが、困難なエクスポージャーです。具体的には、現金、有形固定資
　　　　産等が含まれます。
　　　４．ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
　　　５．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

(単位:百万円)

(3)　�信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び　　　
証券化エクスポージャーを除く）

　イ．信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高				  
　　＜地域別・業種別・残存期間別＞

信 用 リ ス ク エ ク ス ポ ー ジ ャ ー 期 末 残 高 三月以上
延滞

エクスポー
ジャー

延滞
エクスポー
ジャー

貸出金、コミットメ
ント及びその他のデ
リバティブ以外のオ
フ・バランス取引

債　　券

2023年度 2024年度 2023年度 2024年度 2023年度 2024年度 2023年度 2024年度

国 内 55,687 59,556 27,321 27,060 18,159 20,198 42 135

国 外 4,336 4,265 － － 4,336 4,265 － －

地 域 別 合 計 60,023 63,821 27,321 27,060 22,495 24,463 42 135

製 造 業 5,595 5,638 1,866 1,686 3,729 3,952 － 21

農 業、 林 業 73 66 73 66 － － － －

漁 業 － － － － － － － －

鉱業、採石業、砂利採取業 67 57 67 57 － － － －

建 設 業 1,294 1,419 1,274 1,202 20 217 42 65

電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業 2,364 2,599 453 497 1,911 2,102 － 1

情 報 通 信 業 470 451 117 92 278 311 － －

運輸業、郵便業 1,546 1,952 498 508 1,048 1,444 － －

卸売業、小売業 2,253 2,667 1,286 1,648 967 1,019 － 14

金融業、保険業 14,536 16,258 174 643 5,663 6,108 － －

不 動 産 業 12,172 11,462 8,174 7,615 3,998 3,847 0 26

物 品 賃 貸 業 － － － － － － － －

学術研究、専門・技術サービス業 7 5 7 5 － － － －

宿 泊 業 79 87 79 87 － － － －

飲 食 業 213 206 213 206 － － － 1

生活関連サービス業、娯楽業 317 425 317 425 － － － －

教育、学習支援業 － － － － － － － －

医 療、 福 祉 1,710 1,511 1,710 1,511 － － － －

その他のサービス 1,576 1,495 1,215 1,329 361 166 － －

国・地方公共団体等 7,963 8,339 2,783 2,305 4,516 5,293 － －

個 人 7,015 7,175 7,015 7,175 － － － 4

そ の 他 779 2,006 － － － － － －

業 種 別 合 計 60,023 63,821 27,321 27,060 22,495 24,463 42 135

１ 年 以 下 21,311 19,246 13,685 12,200 884 749

１年超３年以下 6,660 9,194 4,962 5,465 1,696 1,629

３年超５年以下 8,197 7,375 3,338 3,257 2,859 3,288

５年超７年以下 5,421 5,373 2,942 3,062 2,479 2,311

７年超10年以下 4,951 4,931 1,510 1,660 3,441 3,271

１ ０ 年 超 10,592 13,346 151 693 10,241 12,053

期間の定めのないもの 2,891 4,356 733 723 895 1,162

残存期間別合計 60,023 63,821 27,321 27,060 22,495 24,463

エクスポジャー

区分

地域区分

業種区分

期間区分
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（注）１．当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、｢地域別｣の区分
　　　　は省略しております。
　　　２．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

　　　貸出金償却の額
(単位:千円)

個 別 貸 倒 引 当 金

期 首 残 高業 種 当 期 増 加 額
当 期 減 少 額

目 的 使 用 そ の 他
期 末 残 高

貸 出 金 償 却

ŒŒŒŒŒŒŒŒŒŒ
　 区 　 分

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

合 　 　 計

年　　度

平成26年度

平成27年度

平成26年度

平成27年度

平成26年度

平成27年度

期首残高

69

35

683

675

752

710

貸 出 金 償 却

製 造 業

農 業 、 林 業

漁 業

鉱業、採石業、砂利採取業

建 設 業

電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業

情 報 通 信 業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不 動 産 業

物 品 賃 貸 業

学術研究、専門・技術サービス業

宿 泊 業

飲 食 業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医 療 、 福 祉

その他のサービス

国・地方公共団体等

個 人

合 計

2018年度

   78

－

－

－

182

－

7

－

206

－

96

－

－

－

－

37

－

－

－

－

55

665

2018年度

77

－

－

－

178

－

7

－

202

－

74

－

－

－

－

37

－

－

17

－

52

648

2018年度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2018年度

78

－

－

－

182

－

7

－

206

－

96

－

－

－

－

37

－

－

－

－

55

665

2018年度

77

－

－

－

178

－

7

－

202

－

74

－

－

－

－

37

－

－

17

－

52

648

2018年度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2017年度

79

－

－

－

183

－

7

－

212

－

132

－

－

－

－

43

－

－

－

－

54

714

2017年度

78

－

－

－

182

－

7

－

206

－

96

－

－

－

－

37

－

－

－

－

55

665

2017年度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2017年度

79

－

－

－

183

－

7

－

212

－

132

－

－

－

－

43

－

－

－

－

54

714

2017年度

78

－

－

－

182

－

7

－

206

－

96

－

－

－

－

37

－

－

－

－

55

665

2017年度

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

2023年度

－    

当　期

増加額

35

39

675

697

710

737

目的使用

－

－

1

－

1

－

その他

69

35

682

675

751

710

期末残高

35

39

675

697

710

737

摘　　　要

2022年度

－    

(単位:百万円)

(単位:百万円)

ロ．一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

　貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

ハ．業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等

区　　分 年　　度 期首残高
当　期

増加額

当 期 減 少 額
期末残高

目的使用 そ の 他

一般貸倒引当金
2023年度 125 118 － 125 118

2024年度 118 54 － 118 54

個別貸倒引当金
2023年度 1,009 958 － 1,009 958

2024年度 958 828 0 958 828

合 　 　 計
2023年度 1,134 1,077 － 1,134 1,077

2024年度 1,077 882 0 1,077 882

業　　　種

個 別 貸 倒 引 当 金

貸出金償却
期 首 残 高 当期増加額

当 期 減 少 額
期 末 残 高

目 的 使 用 そ の 他

2023年度 2024年度 2023年度 2024年度 2023年度 2024年度 2023年度 2024年度 2023年度 2024年度 2023年度 2024年度

製 造 業 194 191 191 187 － － 194 191 191 187 － －
農 業、 林 業 308 278 278 157 － － 308 278 278 157 － －
漁 業 － － － － － － － － － － － －
鉱業、採石業、砂利採取業 － － － － － － － － － － － －
建 設 業 177 177 177 175 － － 177 177 177 175 － －
電気・ｶﾞ ｽ・熱供給・水道業 － － － － － － － － － － － －
情 報 通 信 業 6 6 6 7 － － 6 6 6 7 － －
運輸業、郵便業 － － － － － － － － － － － －
卸売業、小売業 174 165 165 159 － － 174 165 165 159 － －
金融業、保険業 － － － － － － － － － － － －
不 動 産 業 70 69 69 79 － － 70 69 69 79 － －
物 品 賃 貸 業 － － － － － － － － － － － －
学術研究、専門・技術サービス業 － － － － － － － － － － － －
宿 泊 業 － － － － － － － － － － － －
飲 食 業 4 3 3 3 － － 4 3 3 3 － －
生活関連サービス業、娯楽業 13 6 6 0 － － 13 6 6 0 － －
教育、学習支援業 － － － － － － － － － － － －
医 療、 福 祉 － － － － － － － － － － － －
その他のサービス 19 19 19 18 － － 19 19 19 18 － －
国・地方公共団体等 － － － － － － － － － － － －
個 人 43 41 41 38 － 0 43 41 41 38 － －
合 計 1,009 958 958 828 － 0 1,009 958 958 828 － －
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ニ．標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの内訳

（単位：百万円）
CCF・信用リスク削減効果適用前 CCF・信用リスク削減効果適用後 リスク・ウェ

イトの加重平
均値（％）

オン・バラン
ス資産項目

オフ・バラン
ス資産項目

オン・バラン
ス資産項目

オフ・バラン
ス資産項目

信用リスク・
アセットの額

2024年度

現金 355 355 0%

我が国の中央政府及び中央
銀行向け 3, 299 3, 299 0%

外国の中央政府及び中央銀
行向け 205 205 102 50%

国際決済銀行等向け

我が国の地方公共団体向け 3, 925 4 3, 925 0%

外国の中央政府等以外の公
共部門向け

国際開発銀行向け

地方公共団体金融機構向け

我が国の政府関係機関向け 910 910 98 11%

地方三公社向け 100 99 19 20%

金融機関、第一種金融商品
取引業者及び保険会社向け 13, 694 13, 694 2, 738 20%

第一種金融商品取引業者
及び保険会社向け 502 502 100 20%

カバード・ボンド向け

法人等向け（特定貸付債権
向けを含む） 17, 871 3, 543 17, 320 446 11, 658 66%

特定貸付債権向け

中堅中小企業等向け及び個
人向け 2, 751 6, 068 2, 557 334 1, 345 47%

トランザクター向け 4, 940 254 72 28%

不動産関連向け 14, 336 14, 241 11, 141 78%

自己居住用不動産等向け 2, 817 2, 800 793 29%

賃貸用不動産向け 6, 008 5, 949 4, 836 81%

事業用不動産関連向け 5, 511 5, 490 5, 512 101%

その他不動産関連向け

ＡＤＣ向け

劣後債権及びその他資本性
証券等
延滞等向け（自己居住用不
動産等向けを除く。） 394 1 382 0 441 115%

自己居住用不動産等向けエ
クスポージャーに係る延滞 35 35 12 36%

取立未済手形 10 10 2 20%

信用保証協会等による保証
付 2, 136 2 2, 136 0 213 10%

株式会社地域経済活性化支
援機構等による保証付

株式等 661 661 661 100%

合計 28, 437 

（注）	 １．�最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、2023 年度については記載しておりません。

	 ２．｢CCF｣ とは、オフ・バランス取引の与信相当額を計算する際に使用する掛目（％）のことです。	

	 ３．�｢ リスク・ウェイトの加重平均値（％）｣ とは、信用リスク・アセットの額をCCF・信用リスク削減手法適用

後エクスポージャーのオン・バランスの額とオフ・バランスの額の合計額で除して算出した値のことです。
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ホ．�標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごと並びにリスク・ウェイトの区分
ごとの内訳

（単位：百万円）

資産の額及び与信相当額の合計額（CCF・信用ﾘｽｸ削減効果適用後）

0% 10% 15% 20% 25% 30% 31.25% 35% 37.50% 40% 43.75% 45% 50% 56.25% 60% 62.50%

2024年度

現金 355

我が国の中央政府
及び中央銀行向け

3, 299

外国の中央政府及
び中央銀行向け

205

国際決済銀行等向
け

我が国の地方公共
団体向け

3, 925

外国の中央政府等
以外の公共部門向
け

国際開発銀行向け

地方公共団体金融
機構向け

我が国の政府関係
機関向け

832 78

地方三公社向け 99

金融機関、第一種
金融商品取引業者
及び保険会社向け

13, 694

第一種金融商品
取引業者及び保
険会社向け

502

カバード・ボンド
向け

法人等向け（特定
貸付債権向けを含
む）

10, 057

特定貸付債権向
け

中堅中小企業等向
け及び個人向け

254

トランザクター
向け

254

不動産関連向け 281 227 721 417 715 222 1, 073

自己居住用不動
産等向け

281 227 382 417 222

賃貸用不動産向
け

339 715 1, 073

事業用不動産関
連向け

その他不動産関
連向け

ＡＤＣ向け

劣後債権及びその
他資本性証券等

延滞等向け（自己
居住用不動産等向
けを除く。）

118

自己居住用不動産
等向けエクスポー
ジャーに係る延滞

取立未済手形 10

信用保証協会等に
よる保証付

2, 136

株式会社地域経済
活性化支援機構等
による保証付

株式等

合計 7, 580 2, 969 14, 163 227 721 417 970 10, 603 1, 073

（注）最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、2023年度については記載しておりません。
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（単位：百万円）

資産の額及び与信相当額の合計額（CCF・信用ﾘｽｸ削減効果適用後）

70% 75% 80% 85% 90% 93.75% 100% 105% 110% 112.50% 130% 150% 250% 400% その他 合計

2024年度

現金 355

我が国の中央政府
及び中央銀行向け

3, 299

外国の中央政府及
び中央銀行向け

205

国際決済銀行等向
け

我が国の地方公共
団体向け

3, 925

外国の中央政府等
以外の公共部門向
け

国際開発銀行向け

地方公共団体金融
機構向け

我が国の政府関係
機関向け

910

地方三公社向け 99

金融機関、第一種
金融商品取引業者
及び保険会社向け

13, 694

第一種金融商品
取引業者及び保
険会社向け

502

カバード・ボンド
向け

法人等向け（特定
貸付債権向けを含
む）

6, 892 816 17, 766

特定貸付債権向
け

中堅中小企業等向
け及び個人向け

1, 906 730 2, 892

トランザクター
向け

254

不動産関連向け 1, 712 814 52 3, 395 3, 007 1, 598 14, 241

自己居住用不動
産等向け

1, 269 0 2, 800

賃貸用不動産向
け

814 3, 007 5, 949

事業用不動産関
連向け

443 52 3, 395 1, 598 5, 490

その他不動産関
連向け

ＡＤＣ向け

劣後債権及びその
他資本性証券等

延滞等向け（自己
居住用不動産等向
けを除く。）

19 244 382

自己居住用不動産
等向けエクスポー
ジャーに係る延滞

35 35

取立未済手形 10

信用保証協会等に
よる保証付

2, 136

株式会社地域経済
活性化支援機構等
による保証付

株式等 661 661

合計 1, 712 2, 721 6, 892 52 5, 660 3, 007 1, 598 244 60, 617

（注）最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、2023年度については記載しておりません。
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41

信用リスク削減手法

区　　　分

信用リスク削減手法が適用
されたエクスポージャー

適格金融資産担保

貸借対照表計上額 時　　価 貸借対照表計上額 時　　価

保　　　　証 ク レ ジ ッ ト ・
デ リ バ テ ィ ブ

上 場 株 式 等

非 上 場 株 式 等

合 計

ポートフォリオ

エクスポージャーの額

格付適用有り 格付適用無し

告 示 で 定 め る
リスク・ウェイト区分（％）

0％

10%

20%

35%

50%

75%

100%

150%

250%

1,250%

その他

合　　計

41

信用リスク削減手法

区　　　分

信用リスク削減手法が適用
されたエクスポージャー

適格金融資産担保

貸借対照表計上額 時　　価 貸借対照表計上額 時　　価

保　　　　証 ク レ ジ ッ ト ・
デ リ バ テ ィ ブ

上 場 株 式 等

非 上 場 株 式 等

合 計

ポートフォリオ

エクスポージャーの額

格付適用有り 格付適用無し

告 示 で 定 め る
リスク・ウェイト区分（％）

0％

10%

20%

35%

50%

75%

100%

150%

250%

1,250%

その他

合　　計

2023年度

2023年度 2024年度 2023年度 2024年度 2023年度 2024年度

9 4 0 8 5 3 3 , 8 0 1 5 , 5 5 8 − −

2024 年度

告示で定めるﾘｽｸ・
ｳｪｲﾄ区分（％）

CCF・信用リスク削減効果適用前
CCF の加重平均値

（％）

資産の額及び与信
相当額の合計額

（CCF・信用リスク
削減効果適用後）

オン・バランス�
資産項目

オフ・バランス�
資産項目

40% 未満 ２８, ６０１   ２, ０４４   １０   ２８, ７８９  
40% ～ 70％ １３, ２２７   ３, ２３７   １０   １３, ２６５  

75% １, ５２９   ８６５   １１   １, ４３２  
80%
85% ６, ９８１   ３, １３４   １３   ６, ８６９  

90% ～ 100% ５, ４６３   ３３７   １０   ５, ４１３  
105% ～ 130% ４, ６３３   ４, ６０５  

150% ２５１   ０   １０   ２４０  
250%
400%
1250%
その他
合計 ６０, ６９０   ９, ６２０   １１   ６０, ６１７  

（単位:百万円、%）

（注）	 1．�最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、2023 年度については記載しておりま
せん。

	 2．�｢CCF の加重平均値 (%)｣ とは、CCFを適用した後及び信用リスク削減手法の効果を勘案する前のオフ・
バランス取引のエクスポージャーの額を、CCF・信用リスク削減手法適用前エクスポージャーのオフ・
バランスの額に掲げる額で除して算出した値のことです。

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

(注 ) １．�格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
　　 ２．�エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。
　　 ３．�コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、ＣＶＡリス

クおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いております。

（４） 信用リスク削減手法に関する事項

ヘ．リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

（単位:百万円）

（単位:百万円）

− ７,０５１

− ２,４２２

１,５１１ １２,２９５

− ２,３３１

６,７６７ −
− ３,００１

１,４４５ ２２,６７２

− ５３

− ３９８

− −
− −

５９,９５２
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ロ．出資等又は様式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

ハ．貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

（6） リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

（7）金利リスクに関する事項

2023年度 2024年度

売 却 益 ４６ ２８

売 却 損 ０ −
償 却 − −

（注）損益計算書における損益の額を記載しております。

2023年度 2024年度

評 価 損 益 ４５ １２

2023年度 2024年度

ルック・スルー方式を適用するエクスポージャー ２, １４３ ８００ 

マンデート方式を適用するエクスポージャー − − 
蓋然性方式（250％）を適用するエクスポージャー − − 
蓋然性方式（400％）を適用するエクスポージャー − − 
フォールバック方式（1250％）を適用するエクスポージャー − − 

(単位:百万円）

(単位:百万円）

(単位:百万円）

(単位:百万円）

IRRBB１：金利リスク

項番

イ ロ ハ ニ

ΔEVE Δ NII

当期末 前期末 当期末 前期末

1 上方パラレルシフト ２, ０７５ １, ９７０ ４１ ２９ 

2 下方パラレルシフト ０ ０ ０ ０ 

3 スティープ化 １, ５８０ １, ４７６ 

4 フラット化

5 短期金利上昇

6 短期金利低下

7 最大値 ２, ０７５ １, ９７０ ４１ ２９ 

ホ ヘ

当期末 前期末

8 自己資本の額 ５, ２３２ ５, ７３８ 

（注） 金利リスクの算定手法の概要は、「定性的な開示事項」の項目に記載しております。
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信用リスク削減手法

区　　　分

信用リスク削減手法が適用
されたエクスポージャー

適格金融資産担保

貸借対照表計上額 時　　価 貸借対照表計上額 時　　価

保　　　　証 ク レ ジ ッ ト ・
デ リ バ テ ィ ブ

上 場 株 式 等

非 上 場 株 式 等

合 計

ポートフォリオ

エクスポージャーの額

格付適用有り 格付適用無し

告 示 で 定 め る
リスク・ウェイト区分（％）

0％

10%

20%

35%

50%

75%

100%

150%

250%

1,250%

その他

合　　計

2023年度 2024年度

７２１ ７２１ ５８２ ５８２ 

３３５ ３３５ ３３５ ３３５ 

１,０５６ １,０５６ ９１８ ９１８ 

イ．貸借対照表計上額及び時価等

（５） 出資等又は様式等エクスポージャーに関する事項

（注）貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。

（単位:百万円）
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(8) 定性的事項

イ．「リスク管理の方針及び手続の概要」

（1）リスク管理及び計測の対象とする金利リスクの考え方及び範囲に関する説明

　当金庫では、金利リスクのうち、銀行勘定の金利リスク（以下、IRRBB：Interest Rate Risk 
in the Banking Book※）については、モニタリング体制の整備などにより、厳正な管理に努め
ています。（※IRRBBとは、市場リスクのうち、トレーディング取引等を除く全ての金利感応資産・
負債、オフバランス取引に係る金利リスクをいいます。）

（2）リスク管理及びリスク削減の方針に関する説明

　当金庫では、ALM管理体制のもと、自己資本に対するリスク量のコントロールを行い、健全性
の確保に努めています。

（3）金利リスク計測の頻度

　毎月末を基準日として、月次でIRRBBを計測しています。

（4）ヘッジ等金利リスクの削減手法（ヘッジ手段の会計上の取扱いを含む）に関する説明

　当金庫では、ヘッジ取引を行っておりません。

ロ．「金利リスクの算定手法の概要」

（1）�　開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE（※）及び信用金庫がこれに追加して自ら
開示を行う金利リスクに関する以下の事項（※IRRBBのうち、金利ショックに対する経済的価
値の減少額として計測されるものであって、開示告示に定められた金利ショックにより計算さ
れるものをいいます。）

①　流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期
　流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期は1.25年です。
②　流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期
　流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期は2.5年です。
③　流動性預金への満期の割当て方法（コア預金モデル等）及びその前提
　流動性預金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。
④　固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提
　�固定金利貸出の期限前償還や定期預金の期限前解約については、金融庁が定める保守的な前提
を採用しています。

⑤　複数の通貨の集計方法及びその前提
　�当金庫ではIRRBBの算出にあたり、通貨別に算出した金利リスクの正値を合算しています。な
お、金利リスクの合算において、通貨間の相関等は考慮していません。

⑥　スプレッドに関する前提（計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるか否か等）
　�当金庫ではIRRBBの算出にあたり、ΔEVEでは預貸金にスプレッドを含めず、有価証券には含
めて算出しています。

⑦　内部モデルの使用等、ΔEVEに重大な影響を及ぼすその他の前提
　内部モデルは、使用していません。
⑧　前事業年度末の開示からの変動に関する説明
　�固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約は金融庁が定める保守的な前提を使用してい
ます。								      

⑨　計測値の解釈や重要性に関するその他の説明
　�当期の重要性テスト結果は、監督上の基準値である20％に対し、当金庫の資産・負債の構成か
ら見て、妥当な範囲に収まっていると考えております。

（2）�　当金庫が、自己資本の充実度の評価、ストレステスト、リスク管理、収益管理、経営上の判
断その他の目的で、開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE以外の金利リスクを計測
している場合における、当該金利リスクに関する以下の事項

①　金利ショックに関する説明
　�　ΔEVE以外の金利リスクを計測する場合の金利ショックについては、過去の事例や、シナリ
オに基づく金利変動としています。

②�　金利リスク計測の前提及びその意味（特に、開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔ
EVEと大きく異なる点）

　�　当金庫では、債券の金利リスクをVaRにより管理しており、そのリスク量に上限ガイドライ
ンを設定しています。

　�　具体的には、有価証券投資のVaR（保有期間1年、観測期間5年、信頼水準99.0％）に基づく
市場リスク量に対し、リスク限度額を設定し管理することで健全性の確保に努めています。ま
た、市場取引については、VaRに基づく市場リスク量の管理に加え、残高による運用上限枠や
損失限度額なども設定しており、運用方針については、常に見直すことができるリスク管理体
制となっております。また、当金庫では、自己資本の充実度の評価やストレス・テストの実施
にあたり、過去の事例や、シナリオに基づく金利変動による影響等を定期的に検証しています。
さらに、収益管理や経営上の判断その他の目的では、市場環境等を踏まえた金利の見直しなど
実現性の高い金利変動等を想定し、金利リスクを計測しています。
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信用リスク削減手法

区　　　分

信用リスク削減手法が適用
されたエクスポージャー

適格金融資産担保

貸借対照表計上額 時　　価 貸借対照表計上額 時　　価

保　　　　証 ク レ ジ ッ ト ・
デ リ バ テ ィ ブ

上 場 株 式 等

非 上 場 株 式 等

合 計

ポートフォリオ

エクスポージャーの額

格付適用有り 格付適用無し

告 示 で 定 め る
リスク・ウェイト区分（％）

0％

10%

20%

35%

50%

75%

100%

150%

250%

1,250%

その他

合　　計
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１．対象役員

当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤監事をいいます。対象役

員に対する報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及

び特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」で構成されております。

（１）報酬体系の概要 

【基本報酬及び賞与】 

非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代会において、理事全員及び監事全員そ

れぞれの支払総額の最高限度額を決定しております。

そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事の賞与額については前

年度の業績等をそれぞれ勘案し、当金庫の理事会において決定しております。また、各監事の基本報酬

額及び賞与額につきましては、監事の協議により決定しております。

【退職慰労金】 

退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支

払っております。

なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金の算出方法を内規で定めております。

（２）2024年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

（注）１．対象役員に該当する理事は4名、監事は１名です。

２．上記の内訳は、「基本報酬」41百万円、「賞与」5百万円、「退職慰労金」9百万円となって

おります。

なお、「賞与」は当年度中に支払った賞与のうち当年度に帰属する部分の金額（過年度に繰り

入れた引当金分を除く）と当年度に繰り入れた役員賞与引当金の合計額です。

「退職慰労金」は、当年度中に支払った役員退職慰労金（過年度に繰り入れた引当金分を除く）

と当年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の合計額です。

３．使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めております。

（３）その他 

「信用金庫法施行規則第１３２条第１項第６号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信

用金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを

定める件」（２０１２年３月２９日付金融庁告示第２２号）第２条第１項第３号及び第５号に該当する

事項はありませんでした。 

２．対象職員等

当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員であ

って、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務及び財産の状況に

重要な影響を与える者をいいます。

なお、2024年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。

（注）１．対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。 

２．「同等額」は 、2024年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。

３．2024年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はいませんでした。
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支払総額

（単位：百万円）
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１．対象役員

当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤監事をいいます。対象役

員に対する報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及

び特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」で構成されております。

（１）報酬体系の概要 

【基本報酬及び賞与】 

非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代会において、理事全員及び監事全員そ

れぞれの支払総額の最高限度額を決定しております。

そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理事の賞与額については前

年度の業績等をそれぞれ勘案し、当金庫の理事会において決定しております。また、各監事の基本報酬

額及び賞与額につきましては、監事の協議により決定しております。

【退職慰労金】 

退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支

払っております。

なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金の算出方法を内規で定めております。

（２）2024年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

（注）１．対象役員に該当する理事は4名、監事は１名です。

２．上記の内訳は、「基本報酬」41百万円、「賞与」5百万円、「退職慰労金」9百万円となって

おります。

なお、「賞与」は当年度中に支払った賞与のうち当年度に帰属する部分の金額（過年度に繰り

入れた引当金分を除く）と当年度に繰り入れた役員賞与引当金の合計額です。

「退職慰労金」は、当年度中に支払った役員退職慰労金（過年度に繰り入れた引当金分を除く）

と当年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の合計額です。

３．使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めております。

（３）その他 

「信用金庫法施行規則第１３２条第１項第６号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信

用金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを

定める件」（２０１２年３月２９日付金融庁告示第２２号）第２条第１項第３号及び第５号に該当する

事項はありませんでした。 

２．対象職員等

当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員であ

って、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務及び財産の状況に

重要な影響を与える者をいいます。

なお、2024年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。

（注）１．対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。 

２．「同等額」は 、2024年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。

３．2024年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はいませんでした。
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（単位：百万円）

２００２年12月11日、第155回国会において「預金保険法及び金融機関等の更正手続の特例等に関する法律

の一部を改正する法律」が可決・成立(同年12月18日公布)し、2003年１月22日には、関係政省令が公布さ

れたことにより、預金保険制度が改正されました。

(1) 　ペイオフとは

ペイオフとは、金融機関が破綻したときに、預金者に保護されるのは、預金者１人につき元本のうち

1,000万円までとその利息部分となり、1,000万円を超える元本部分とその利息部分については払い戻

しが保証されなくなることです。

なお、ペイオフの対象金融機関は、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、協同組織金融機関の連合

会となっています。

また、ペイオフの対象となる金融商品は、定期預金、定期積金、普通預金、当座預金、別段預金、元

本補てん契約のある金銭の信託（ビックなど）、金融債（ワイドなどの保護預り専用商品に限る）であ

ります。外貨預金、譲渡性預金、無記名預金、架空名義預金等は預金保険の対象とはなりません｡

2005年４月からは普通預金もその対象となりペイオフ全面解禁ということになりました。決済性預

金で当座預金、普通預金で利息のつかない預金は2005年４月以降も全額保護されます。

(2) 　当金庫の現状

ペイオフが発動されるのは、金融機関が破綻した場合に限られます。当金庫における経営の状況は本

「ディスクロージャー誌」で開示しているとおり、破綻のリスクは全くありません。

その理由は

①　当金庫においては、貸出資産の健全性を維持するため、外部研修への参加、財務分析システムの活

用など貸出審査能力の向上を図るとともに「資産自己査定基準｣及び｢償却･引当基準｣に基づき厳格に

自己査定を実施し、適正な償却・引当を行うなど管理体制の強化に努めています。

②　不良債権は、担保・保証または貸倒引当金によって保全されており、金庫の経営に与える影響はあ

りません。

③　金融機関の健全性をはかる

　　　　　　　　　９　３２　　と、基準となる４％を大きく上回っており、健全な経営体質を維持

しております。

④　こうした現状から毎期相応の利益を確保し、自己資本を一層充実させるよう努めております。

　　　のとおりであります。

　　つまり、当金庫は、破綻リスクが全くないことから、預金者１人当り1,000万円以上の預金があっ

　　ても全く心配はありません。 
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ペイオフと当金庫の現状

自己資本比率は15 . 7 5％
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他庫(行)宛

振　　込

当金庫宛種　　　　　　　　　　　　類

電 信 扱 い

総 合 振 込

ＡＴＭ振込
（カード扱い）

ＡＴＭ振込
（現金扱い）

定額自動送
金サービス
に 基 づ く

インタ̶ネットバ
ンキング及びテレ
ホ ン バ ン キ ン グ

定額自動送金サービス 

代金取立（手形・小切手

等） 

 

但し、総合振込依頼書を当日持込された場合は、電信扱いと同様の手数料を取りうけます。

３万円以上　　　１件につき

３万円未満　　　１件につき

１万円未満　　　１件につき

３万円以上　　　１件につき

３万円未満　　　１件につき

１万円未満　　　１件につき

 

３万円以上　　　１件につき

３万円未満　　　１件につき

１万円未満　　　１件につき

３万円以上　　　１件につき

３万円未満　　　１件につき

１万円未満　　　１件につき

３万円以上　　　１件につき

３万円未満　　　１件につき

１万円未満　　　１件につき

３万円以上　　　１件につき

３万円未満　　　１件につき

１万円未満　　　１件につき

依頼書１枚につき年間 

普通 　　　　１通につき

至急 　　　　１通につき

振込の組戻料 

取立手形組戻料 

不渡手形返却料 

取立手形店頭提示料 

無 　 　 料

無 　 　 料

無 　 　 料

無 　 　 料

無 　 　 料

無 　 　 料

648円

１件につき

１通につき

１通につき

１通につき

756円

540円

432円

648円

432円

324円

432円

324円

216円

540円

432円

324円

648円

432円

324円

432円

216円

108円

648円

648円

864円

648円

648円

648円

648円
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2023年10月２日現在

手数料一覧

〔その他〕

◎ 為替・自動機器手数料

（注）当金庫のカードで、他の提携金融機関のＡＴＭを時間外や日曜・祝日等の手数料がかかる

時間帯に利用された場合、いったん口座より手数料が引き落としされますが、即時にその手

数料を口座にキャッシュバックいたします。

利用区分

利 用 者
A
T
M
利
用
手
数
料

当 金 庫 お よ び 北 陸 ３ 県 に

本店がある信用金庫のカード

北 陸 ３ 県 以 外 の

信用金庫のカード

全国の銀行等他金
融機関、ゆうちょ
銀 行 の カ ー ド

平 　 日

土 曜 日

日曜・祝日

8 : 45～18 : 00

18 : 00～21 : 00

9 : 00～14 : 00

14 : 00～21 : 00

9 : 00～21 : 00

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無 料

110円

無 料

110円

110円

110円

220円

※220円

220円

220円

※ゆうちょ銀行の出金取引については、110円です。※上記手数料には消費税が含まれています。

種　　　　　　　　　　　　類 当金庫宛 他庫（行）宛

振 込

電 信 扱 い
３万円以上 １件につき 220円 660円

３万円未満 １件につき 110円 495円

総 合 振 込
３万円以上 １件につき 220円 660円

３万円未満 １件につき 110円 495円

ＡＴＭ振込
（カード扱い）

３万円以上 １件につき
無 料

330円

３万円未満 １件につき 275円

ＡＴＭ振込
（現金扱い）

３万円以上 １件につき
無 料

440円

３万円未満 １件につき 385円

定額自動送
金サービス
に 基 づ く

３万円以上 １件につき
無 料

550円

３万円未満 １件につき 385円

イ ン タ ー ネ ッ ト
バ ン キ ン グ 及 び
ホームバンキング

３万円以上 １件につき
無 料

330円

３万円未満 １件につき 165円

地方税振込※1
富山・石川県内宛 １件につき 330円

その他　当道府県 １件につき 660円

給 与 振 込

総 合 振 込
３万円以上 １件につき

無 料
110円

３万円未満 １件につき 110円

イ ン タ ー ネ ッ ト
バ ン キ ン グ 及 び
ホームバンキング

３万円以上 １件につき
無 料 無 料

３万円未満 １件につき

但し、２営業日前までに資金確保できない場合は振込扱いと同様の手数料を取りうけます。

定 額 自 動 送 金 サ ー ビ ス 依頼書１枚につき年間 660円 660円

代 金 取 立（小切手）

当金庫宛 １通につき 無 　  料

他庫（行）宛 １通につき 無 　  料

個別取立 １通につき 1,100円

代 金 取 立（手　形）

当金庫宛 １通につき 無 　  料

他庫（行）宛 １通につき 660円

個別取立 １通につき 1,100円

そ の 他

振込の組戻料 １件につき 660円

取立手形組戻料 １通につき 660円

不渡手形返却料 １通につき 660円

取立手形店頭提示料 １通につき 660円

※ 1　QRコード付き及び税金の納付場所が当金庫指定の場合は無料
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他庫(行)宛

振　　込

当金庫宛種　　　　　　　　　　　　類

電 信 扱 い

総 合 振 込

ＡＴＭ振込
（カード扱い）

ＡＴＭ振込
（現金扱い）

定額自動送
金サービス
に 基 づ く

インタ̶ネットバ
ンキング及びテレ
ホ ン バ ン キ ン グ

定額自動送金サービス 

代金取立（手形・小切手

等） 

 

但し、総合振込依頼書を当日持込された場合は、電信扱いと同様の手数料を取りうけます。

３万円以上　　　１件につき

３万円未満　　　１件につき

１万円未満　　　１件につき

３万円以上　　　１件につき

３万円未満　　　１件につき

１万円未満　　　１件につき

 

３万円以上　　　１件につき

３万円未満　　　１件につき

１万円未満　　　１件につき

３万円以上　　　１件につき

３万円未満　　　１件につき

１万円未満　　　１件につき

３万円以上　　　１件につき

３万円未満　　　１件につき

１万円未満　　　１件につき

３万円以上　　　１件につき

３万円未満　　　１件につき

１万円未満　　　１件につき

依頼書１枚につき年間 

普通 　　　　１通につき

至急 　　　　１通につき

振込の組戻料 

取立手形組戻料 

不渡手形返却料 

取立手形店頭提示料 

無 　 　 料

無 　 　 料

無 　 　 料

無 　 　 料

無 　 　 料

無 　 　 料

648円

１件につき

１通につき

１通につき

１通につき

756円

540円

432円

648円

432円

324円

432円

324円

216円

540円

432円

324円

648円

432円

324円

432円

216円

108円

648円

648円

864円

648円

648円

648円

648円
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2023年10月２日現在

手数料一覧

〔その他〕

◎ 為替・自動機器手数料

（注）当金庫のカードで、他の提携金融機関のＡＴＭを時間外や日曜・祝日等の手数料がかかる

時間帯に利用された場合、いったん口座より手数料が引き落としされますが、即時にその手

数料を口座にキャッシュバックいたします。

利用区分

利 用 者
A
T
M
利
用
手
数
料

当 金 庫 お よ び 北 陸 ３ 県 に

本店がある信用金庫のカード

北 陸 ３ 県 以 外 の

信用金庫のカード

全国の銀行等他金
融機関、ゆうちょ
銀 行 の カ ー ド

平 　 日

土 曜 日

日曜・祝日

8 : 45～18 : 00

18 : 00～21 : 00

9 : 00～14 : 00

14 : 00～21 : 00

9 : 00～21 : 00

無　料

無　料

無　料

無　料

無　料

無 料

110円

無 料

110円

110円

110円

220円

※220円

220円

220円

※ゆうちょ銀行の出金取引については、110円です。※上記手数料には消費税が含まれています。
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2019 年 10 月１日現在

手 数 料適　　　要取　　引　　種　　別

発 生 記 録

譲 渡 記 録

分 割 （ 譲 渡 ） 記 録

開 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 示

残 高 証 明 書

特 定 記 録 機 関 変 更 記 録

支 払 不 能 通 知 の 訂 正

支 払 不 能 通 知 の 取 消
支 払 不 能 情 報 照 会
口 座 間 送 金 決 済 委 託 手 数 料

基 本 利 用 料

で ん さ い 割 引

単 独 保 証 記 録
（ 譲 渡 に 随 伴 し な い 場 合 )

変 更 記 録
（ 債 権 内 容 に か か る 場 合 ）

支 払 等 記 録
（ 口 座 間 送 金 決 済 以 外 ）

訂 正 ・ 回 復
（支払不能通知の訂正を除く）

インターネット利用/当金庫宛
インターネット利用/他行庫宛
書面提出による利用
インターネット利用/当金庫宛
インターネット利用/他行庫宛
書面提出による利用
インターネット利用/当金庫宛
インターネット利用/他行庫宛
書面提出による利用
通常開示(インターネット利用)
通常開示(書面提出による利用)
特例開示(書面提出による利用)
定例発行方式
都度発行方式
インターネット利用
書面提出による利用
インターネット利用
書面提出による利用

インターネット利用
書面提出による利用
インターネット利用
書面提出による利用
訂正内容が複雑な場合
インターネット利用
書面提出による利用
書面提出による利用
利用者・元利用者から

ＷＥＢ-ＦＢ契約先
債務者として利用しない場合
全部割引
一部割引

330円
660円
1,100円
220円
330円
1,100円
330円
660円
1,100円
0円

1,100円
2,750円
1,650円
3,630円
330円
1,650円
330円
1,650円
0円
330円
1,650円
330円
1,650円
都度実費
110円
1,650円
1,650円
2,750円
0円

1,100円
0円
0円
0円
0円

※上記手数料には消費税が含まれています。

◎ でんさいネット手数料
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区　　分 種　　　　　　　　類 金　　額

手 形

小 切 手

関 係

小切手帳 １冊（50枚）につき 2,200円

約束手形・為替手形 １冊（25枚）につき 2,200円

保証小切手� （発行手数料込み） １枚につき 550円

借入専用手形� （取扱手数料込み） １枚につき 110円

インター
ネ ッ ト
バンキング

インターネットバンキング基本料 　個人・個人事業主　月額 無料

ホームバンキング基本料 　法人・その他団体　月額 1,100円

WEB-FB基本料 　　　　　　　　　　月額 2,200円

携帯電子マネーチャージ手数料 １回につき 55円

ANSER通知 　　　　　　月額 550円

自動集金サービス 自動集金サービス基本料 　　　　　　月額 1,100円

デビットカード 加盟店データ管理料 　　　　　　月額 770円

貸 金 庫
大（22.0×27.5×51.0） １個につき　年間 6,600円

小（10.5×27.5×51.0） １個につき　年間 3,960円

再 発 行
キャッシュカード・ローンカード 再発行１回につき 1,100円

通帳・証書の再発行 １冊（枚）につき 1,100円

諸 証 明

発 行

預金・融資残高証明書 １通につき 440円

個人情報開示依頼書 １通につき 1,100円

融資（可能）証明書 １通につき 11,000円

利息支払証明書 １通につき 330円

債務保証書 １通につき 1,100円

諸証明書 １通につき 330円

取引履歴検索照会（１名義あたり）
１枚以上９枚まで 330円

10枚以上 1,100円

金庫証明書（印鑑証明書等） １通につき 実費+330円

融 資

関 係

不動産担保取扱（新規設定）、動産担保管理手数料 22,000円

同上（極度・追加設定・順位変更・債務者変更） 11,000円

固定金利特約（再設定） 5,500円

住宅ローン・証書貸付

全額繰上償還

５百万円未満 22,000円

10百万円未満 33,000円

10百万円以上 44,000円

一部繰上償還 100万円以上１件につき 11,000円

条件変更 １件につき 11,000円

両 替

手 数 料

（金種指定払戻含む）

両替枚数

１〜50枚 ※1 110円

51〜300枚 330円

301〜1,000枚 660円

1,001枚以上　　　1,000枚毎に330円加算 660円

※1口座保有先無料

大量硬貨
入 金
手 数 料

入金枚数

１〜300枚 無料

301〜1,000枚 330円

1,001〜2,000枚 660円

2,001枚以上　　　1,000枚毎に330円加算

そ の 他

摘要印字 1件につき 110円

口座管理手数料 未利用口座１口座につき　　年間 1,320円

株式払込取扱手続 払込金額×2.5÷1,000＋消費税

※上記手数料には消費税が含まれています。

◎ 各種事務取扱手数料 2025年７月１日現在
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当金庫の沿革・歩み

1 9 1 4年 1 1月
1 9 2 1年� 1月
1 9 2 3年 1 1月
1 9 2 9年� 2月
1 9 3 8年 1 1月
1 9 4 0年 1 0月
1 9 4 4年� 2月
1 9 4 8年� 8月
1 9 5 0年� 2月
　　　　4月
1 9 5 1年 1 2月
1 9 5 3年 1 2月
1 9 5 8年 1 2月
1 9 5 9年� 5月
1 9 6 4年 1 1月
1 9 6 8年 1 1月

1 9 7 0年 1 1月
1 9 7 1年� 6月
1 9 7 2年 1 0月
1 9 7 3年� 7月
1 9 7 4年 1 1月
1 9 7 6年� 6月
� � � � � 　 8 月
　 � � � � 1 0月
　 � � � � 1 0月
　 � � � � 1 0月
1 9 7 7年 1 0月
1 9 7 9年� 2月
� � � � 　 � 3 月
1 9 8 0年� 5月
　 � � � � 1 1月
1 9 8 1年� 7月
� � � � 　 � 7 月
　 � � � � 1 1月
1 9 8 2年� 4月
1 9 8 3年� 4月
� � � � 　 � 6 月
� � � � 　 � 7 月
� � � � 　 � 8 月
　 � � � � 1 1月
1 9 8 4年� 3月
� � � � 　 � 6 月
� � � � 　 � 6 月
　 � � � � 1 1月
　 � � � � 1 1月
1 9 8 5年� 2月
� � � � 　 � 3 月
1 9 8 6年� 8月
� � � � 　 � 8 月
1 9 8 7年� 2月
1 9 8 7年� 5月
� � � � 　 � 6 月
　 � � � � 1 1月
1 9 8 8年� 5月
� � � � 　 � 5 月
1 9 8 9年� 2月
� � � � 　 � 6 月
� � � � 　 � 8 月
� � � � 　 � 9 月
　 � � � � 1 2月

無限責任「石動金物信用購買販売組合」設立
無限責任「石動信用購買販売組合」に改組
有限責任「石動信用購買販売組合」に組織変更
有限責任「石動信用組合」に組織変更
店舗を中央町４番２５号に移転（現中央支店の位置）
保証責任「石動信用購買販売利用組合」に改組
農業団体法に基づき信用事業を行う石動町農業会に移行
産業組合法に基づき保証責任「石動信用組合」を再設立
福町支店を開設
中小企業等信用協同組合法に基づく「石動信用組合」に組織変更
信用金庫法に基づき「石動信用金庫」に組織変更
福町支店を現福町支店の住所地に移転
駅前出張所を開設
駅前出張所が駅前支店となる
創立５０周年となる
本店を石動町１３番１３号に新築移転
（駅前支店が本店となり、旧本店が中央支店となる）
中央支店新築
営業地区拡張（金沢市、津幡町）
オンライン ･ バッチ処理開始（北陸地区信用金庫共同事務センター）
２年定期預金取扱開始
創立６０周年となる　同年１２月金沢支店開設
営業地区拡張（内灘町、野々市町）
預金量１００億円達成
普通預金オンライン処理開始（信金大阪共同事務センター）
全信金システム（為替・ネット取引）稼動開始
石動信金グリーン会発足
年金友の会発足
銀行との為替オンライン稼動開始
貸出金１００億円達成
新総合オンライン稼動開始
しんきんネットキャッシュサービス開始
コンピュータ室増築
汎用コンピュータ（バロース１７００）導入
福町支店新築
信栄会（福町支店）発足
信友会（中央支店）発足
営業地区拡張（松任市）
現金自動預金支払機（ＡＴＭ）本店に設置
週休（第２土曜日）が開始される
現金自動支払機（ＣＤ）中央支店に設置
現金自動支払機（ＣＤ）福町支店に設置
国債窓口販売取扱開始
しんきんテレホンサービス取扱開始
現金自動支払機（ＣＤ）金沢支店に設置
創立７０周年となる　同年１２月預金量２００億円達成
融資業務オンライン開始
市場金利連動型預金（ＭＭＣ）取扱開始
週休（第２・第３土曜日）が拡大される
土曜休業日のＣＤ稼動開始
北陸銀行とのＣＤオンライン地域提携開始
ゲートボール大会（第１回）が開催される
営業地区拡張（鶴来町）
ＣＤキャッシング取扱開始
第三次総合オンライン稼動
大口定期預金取扱開始
完全週休２日制実施
市場金利連動型定期預金（スーパーＭＭＣ）取扱開始
預金量２５０億円達成
石動しんきん経営者協議会発足
CDの土曜休日稼動２時間延長
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当金庫の沿革・歩み ( つづき )

1 9 9 0年� 4月
� � � � 　 � 6 月
1 9 9 1年� 2月
� � � � 　 � 3 月
� � � � 　 � 5 月
　 � � � � 1 1月
　 � � � � 1 1月
　 � � � � 1 1月
1 9 9 2年� 6月
� � � � 　 � 6 月
� � � � 　 � 9 月
　 � � � � 1 2月
1 9 9 3年� 3月
� � � � 　 � 7 月
　 � � � � 1 0月
　 � � � � 1 0月
　 � � � � 1 2月
1 9 9 4年� 3月
� � � � 　 � 4 月
　 � � � � 1 0月
1 9 9 7年� 1月

1 9 9 8年� 3月
� � � � 　 � 3 月
　 � � � � 1 2月����
1 9 9 9年 1 0月
2 0 0 0年� 3月
� � � � 　 � 7 月
　 � � � � 1 1月
　 � � � � 1 1月
　 � � � � 1 1月
　 � � � � 1 2月
　 � � � � 1 2月
2 0 0 1年� 3月
� � � � 　 � 4 月
� � � � 　 � 4 月
2 0 0 2年 1 0月
2 0 0 3年� 5月
　 � � � � 1 0月
2 0 0 4年� 6月
　 � � � � 1 1月
2 0 0 5年� 8月
2 0 0 7年� 7月

1 0月

2 0 0 8年 1 1月
　 � � � � 1 2月
2 0 0 9年� 2月
� � � � 　 � 3 月
� � � � 　 � 3 月
� � � � 　 � 6 月
2 0 1 0年 1 0月
2 0 1 1年� 3月
� � � � 　 � 6 月
� � � � 　 � 7 月
　 � � � � 1 1月
2 0 1 2年� 7月
2 0 1 3年� 1月
� � � � 　 � 2 月
� � � � 　 � 2 月
　 � � � � 1 0月

業態間提携（ＭＩＣＳ）稼動開始
しんきんバンクＰＯＳ取扱開始
サンデーバンキング（本店）稼動開始
福町・中央支店のCD土曜休日稼動開始
本店にCD１台を増設
日本銀行との取引開始（当座預金取引）
自由金利型定期預金・Ｍ型（スーパー定期）取扱開始
預金量３００億円達成
貯蓄預金取扱開始
市場金利連動型定期積金（スーパー積金）取扱開始
店外ＡＴＭをユニー小矢部店に設置
日本銀行歳入代理店となる（本店営業部）
為替同日決済化となる
日本銀行歳入代理店となる（福町支店）
変動金利定期預金の取扱開始
４年もの自由金利定期型定期預金の取扱開始
１２月３１日休業日となる
日本銀行歳入代理店となる（中央支店・金沢支店）
住宅金融公庫取扱店の認可（福町支店）
流動性預金金利の完全自由化及び定期積金金利の自由化
流通・信販系カード会社に対するCD．ATMによるキャッシングサービス
の取扱開始
信用金庫業界の情報ネットワーク ｢Face To Face ネット ｣ の利用開始
ポスト第三次システムに対応したオンライン端末機への入替
貸出金２００億円達成
郵貯とのＡＴＭ提携の開始
デビットカードの取扱開始
ホームページ開設
印鑑照会システム導入
インターネットバンキング取扱開始
テレホンバンキング取扱開始
預金量４００億円達成
しんきんゼロネット開始
スポーツ振興くじ払戻し業務取扱開始
金庫内ＬＡＮシステム導入
住宅ローン関連の長期火災保険の窓口販売開始
生命保険（個人年金保険）の窓口販売を開始
個人向け国債の取扱開始
リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラムを公表
法人インターネットバンキング取扱開始
決済用普通預金（無利息型）の取扱開始
地域密着型金融推進計画（２００５年度、２００６年度）を公表
当金庫カードホルダーのＡＴＭ利用手数料をキャッシュバックにより無料
とする取扱開始
北陸地区内信用金庫間のＡＴＭ利用手数料無料化（トライネット）の取扱
開始
医療・ガン保険を発売
生体認証機能付ＩＣキャッシュカードサービスの取扱開始
しんきん傷害保険付定期積金を発売
ネット口座振替受付サービスの取扱開始
しんきん携帯電子マネーチャージサービスの取扱開始
学資・傷害保険の発売
坂東眞理子氏の講演会開催
ＡＴＭに視覚障害者のためのハンドセットを取付ける
「しんきん震災復興支援定期積金」を発売
「小型可搬型発電機」を設置
標準傷害保険「キッズプラン」の取扱開始
北陸３県１６金庫間のＡＴＭでの通帳記帳取引を開始
教育カードローンの取扱開始
経営革新等支援機関の認定を受ける
でんさいネットの取扱開始
しんきんきゃっするカード５００・シルバーきゃっするの取扱開始
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当金庫の沿革・歩み ( つづき )

2 0 1 4年� 2月

� � � � 　 � 6 月
　 � � � � 1 0月

　 � � � � 1 0月
　 � � � � 1 0月
　 � � � � 1 1月
　 � � � � 1 1月
　 � � � � 1 1月
2 0 1 5年� 2月
� � � � 　 � 7 月
　 � � � � 1 0月
　 � � � � 1 0月
2 0 1 6年� 3月
� � � � 　 � 6 月
� � � � 　� 10月
2 0 1 7年� 1月
� � � � 　 � 1 月
� � � � 　 � 2 月
� � � � 　 � 7 月
2 0 1 8年� 2月
� � � � 　� 10月
� � � � 　� 10月
� � � � 　� 11月
� � � � 　� 11月
� � � � 　� 11月
2 0 1 9年� 2月
� � � � 　� 10月
� � � � 　� 10月
2 0 2 0年� 1月
� � � � 　 � 1 月
� � � � 　 � 2 月
� � � � 　 � 3 月
� � � � 　 � 4 月
� � � � 　 � 7 月
� � � � 　� 10月
� � � � 　� 11月
2 0 2 1年� 1月
� � � � 　 � 2 月

4 月

� � � � 　 � 7 月

� � � � 　� 10月

2 0 2 2年� 3月
� � � � 　 � 5 月
� � � � 　 � 9 月
� � � � 　 � 9 月
� � � � 　� 10月
� � � � 　� 12月

� � � � 　� 12月
� � � � 　� 12月
2 0 2 3年� 4月
� � � � 　� 11月
� � � � 　� 12月
2 0 2 4年� 1月

� � � � 　 � 2 月

無担保住宅ローン、リピートプラン（無担保住宅ローン）、シニアライフ
プランの取扱を開始
創立１００周年記念定期預金を発売
創立１００周年記念定期積金と創立１００周年記念「豪華客船の旅」旅行
定期積金を発売
新型当座貸越を発売
創立１００周年記念文化講演会を中島誠之助氏を迎えて開催
８大疾病補償付債務返済支援保険の取扱を開始
預金量５００億円を達成
創立１００周年となる
フリーローンきゃっするの取扱を開始
空き家解体ローンの取扱を開始
しんきんの絆復興定期積金Ⅱを発売
「大型カードローン」（しんきん保証基金保証付）を発売
「レディースカーライフプラン」を発売
営業地区拡張（富山県全域）
「大型カードローン」（しんきん保証基金保証付）を発売
「リピートプラン（耐震リフォーム）」（しんきん保証基金保証付）を発売
「事業性評価ローン」の取扱を開始　
ＡＴＭでの通帳繰越の取扱開始（本店・ピアゴ小矢部店出張所）
「フリーローン」（しんきん保証基金保証付）を発売
「雪害対策緊急融資」の取扱を開始
「後見支援預金」の取扱を開始
全銀システム稼働時間拡大（為替振込 24時間 365 日対応）を開始
「中小企業無料経営相談会」を開催
弁護士による「遺言の日」無料面談相談会を開催
キャッシュカードによる振込一部利用制限（対象年齢引き下げ）を実施
「消費税軽減税率制度等説明会」を開催
「創業・事業継続応援資金」を発売
「災害対策ローン」を発売
マルチＱＲコード決済サービス「Ｓtar Ｐay Ａplus」の提供開始
「暖冬緊急融資」を発売
預金規定等の電子化
「新型コロナウイルス緊急対策資金」の発売
「ＷＥＢ完結型ローン」の取扱開始
「生活資金支援ローン」を発売
「しんきんｉＤ eＣ o」の取扱開始
富山県農業近代化資金における融資機関として登録
「雪害対策緊急融資」を発売
金利優遇による定住者支援の開始
富山版「プロフェッショナル ･ 副業兼業人材確保プロジェクト」に参画し、
賛同する民間人材ビジネス事業者計15社とビジネスマッチング契約を締結
信金中央金庫が運営する創業支援プラットホーム「しんきん創業の扉」に
参画
信金中央金庫が提供するビジネスマッチングサービス「しんきんコネクト」
を導入
「石動信用金庫ＳＤＧｓ宣言」を公表
富山県よろず支援拠点と連携して「よろず経営相談会」を隔月開催
「はじめての通帳 anniversary」を発売
第 1回石動信用金庫旗争奪少年野球大会を開催
高齢者のキャッシュカード利用限度額の一部引き下げを実施
小矢部市、小矢部市商工会、東京海上日動火災保険（株）、当金庫の 4 者
による「SDGs 推進に係る連携協定」を締結
「SDGs サポートローン」を発売
当金庫役職員でフードドライブを実施して小矢部市社会福祉協議会へ寄贈。
｢ 職域サポートローン ｣ の取扱開始
本店リニューアルオープン
県内 5金庫による共同相続センター設立及び相続WEB 受付開始
令和 6年度能登半島地震による ｢ 地震被害に関する特別相談窓口 ｣ を設置
｢ 災害復旧ローン ｣ の取扱開始
｢ 令和 6 年能登半島地震 ｣ に係る義援金寄贈 ( 小矢部市 500 万円、富山県
140 万円、石川県 100 万円 )
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当金庫の沿革・歩み ( つづき )

2 0 2 4年� 4月
� � � � 　 � 5 月
� � � � 　 � 6 月
� � � � 　 � 6 月
� � � � 　 � 7 月
� � � � 　 � 8 月
� � � � 　 � 8 月
� � � � 　 � 9 月
� � � � 　 � 9 月
� � � � 　 � 9 月
� � � � 　 � 9 月
　 � � � � 1 0月
　 � � � � 1 1月
　 � � � � 1 1月
2 0 2 5年� 1月
� � � � 　 � 2 月

融資業務・渉外担当者の集約化の制定
通帳レスアプリの導入
「創立 110 周年記念定期預金」の発売
はじめての通帳 anniversary の利用対象者拡大
こどものみらい古本募金の開始
いするぎ年金定期の預入金額拡大
フコクしんらい終身保険「しんきんらいふ終身FS<無告知型 >」の取扱開始
日本赤十字献血運動に参加
第 3回石動信用金庫旗争奪少年野球大会を開催
住宅ローン融資金額及び融資期間の拡充
無担保住宅ローン保証金額引き上げ
能登半島を元気に応援　定期積金キャンペーンの発売
でんさいライトの取扱開始
窓口受付システムの導入
「能登半島復興応援定期積金」の販売
飛鳥クルーズ募集の開始
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預 金 名 特  　   色　  （  内   容  ）
お 預 け
入 れ 期 間

お預け入れ

金額・単位
付 利 単 位

当 座 預 金
会社・商店の効率的で安全な資金管理に最適です。小切
手・手形を使うための預金です。割賦代金の手形を決済
する［手形専用口座］もあります。

自由 １円以上 −

普 通 預 金
お出し入れが自由で、給与・年金の受取り、公共料金の
支払いなど暮らしのおサイフ代わりの預金です。

自由 １円以上 100円

決済用預金
利息のつかない普通預金です。預金保険制度により全額
保護されます。

自由 １円以上 −

総 合 口 座 普通預金に定期預金（定期積金）がセットされた預金です。
１冊の通帳で“貯める・支払う・借りる・増やす・受け取る”
の５つの機能があります。万一、普通預金の残高が不足
しましても、セットされている定期預金（定期積金）の
９０％、最高200万円まで自動的にご融資いたします。

お預け入れ期間、お預け入れ金額・
単位、付利単位は、それぞれの預金
名欄にて表示してあります。

普通預金
定期預金
定期積金

貯 蓄 預 金

“貯める・使う”を両用でき、しかも金利は普通預金よ
りお得。手軽さに有利さをプラスした預金です。
お預け入最低基準残高が30万円のⅠ型と10万円のⅡ型
の２タイプがあります。

自由

Ⅰ型は
30万円以上

Ⅱ型は
10万円以上

１円

通 知 預 金
まとまったお金の短期間の運用に最適です。お引出しは
２日前にご通知が必要です。

7日以上 1万円以上 1,000円

納税準備預金
納税資金を計画的に準備していただく預金で非課税扱い
です。

お引出しは
納税時

1円以上 100円

後見支援預金
成年後見制度をご利用のお客様の資産を適切に管理する
ための預金です。家庭裁判所からの「指示書」に基づく
手続きにより、被成年後見人の預金を保全します。

自由 1円以上 100円

定

期

預

金

期日指定
定期預金

１年複利の有利な預金です。１年経過後は１か月以上前
のご通知によりお引出しができます。

最長 3年
1,000円以上
300万円未満

１円
変動金利
定期預金

預入日から６か月毎に金利が変更される時代にマッチし
た預金です。３年ものに半年複利型があります。

1年
2年
3年 1,000円以上

スーパー
定 期

自由金利でまとまった資金の運用に最適な預金です。
３年もの以上に半年複利型があります。

1ｶ月､3 ｶ月
6 ｶ 月 ､ 1 年
2 年 ､ 3 年
4 年 ､ 5 年

大 口
定期預金

自由金利の最も有利な預金です。大口の余裕資金が有利
に運用できます。

1,000万円以上 １円

定 期 積 金
住宅の新築・増改築資金、結婚資金、旅行資金、消費税
納税資金などを計画的に準備する預金です。

1年〜 5 年 1,000円以上 １円

財 形 預 金
勤務先の財形制度を通じて有利な財産づくりができます。給料、ボーナスからの天引き積立て
ですからムリなく貯められます。

財形年金
預 金

将来の年金資金を貯める預金です。
（注）元金550万円までお利息が非課税となります。

5年以上

1,000円以上 １円
財形住宅
預 金

住宅取得資金を貯める預金です。 5年以上

一般財形
預 金

貯蓄目的は自由です。課税対象になりますが、財形持家・
進学融資の特典が受けられます。

1年以上

☆自動継続定期預金………一度お預けになると、満期日に自動的に継続される定期預金です。
　お利息は元金に加算される元加式とご指定の口座に振込まれる利払式の２種類があります。
☆�定期預金・定期積金を総合口座にセットされれば、イザというときでも自動融資がご利用にな　

れますので安心です。
◇商品利用にあたっての留意事項
＊ご預金により金利が異なります。金利は窓口に提示してありますのでご確認下さい。
＊新規に口座を開設する場合、ご本人確認として「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律」による居住地国の確認、「外国口座税務コンプライアンス
法」による米国籍の確認、「犯罪による収益の移転に関する法律」に基づき外国ＰＥＰＳの確認
をさせていただきますので､運転免許証･個人番号カード等の公的本人確認書類が必要となります。

業務の案内
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融 資 名 資金のお使いみち ご返済期間 ご融資額

住 宅 ロ ー ン
住宅の新築・購入・増改築、マンションの購
入にご利用ください。

50年以内 20,000万円以内

個 人 ロ ー ン

つかいみち自由なローンです。 10年以内 500万円以内
フ リ ー ロ ー ン

フ リ ー ロ ー ン
き ゃ っ す る

フ リ ー ロ ー ン
ア シ ス ト

つかいみち自由なローンです。 ７年以内 300万円以内

マ イ カ ー ロ ー ン 車の購入や車検費用にご利用ください。 15年以内 1,000万円以内

教 育 ロ ー ン 教育資金にお役立てください。 16年以内 1,000万円以内

教育カードローン 教育資金にお役立てください。 5年以内
50万円以上
500万円以内

カ ー ド ロ ー ン
カード１枚でいつでもキャッシュサービスが
受けられる大変便利なローンです。

10万円以上
300万円以内

き ゃ っ す る
カ ー ド ロ ー ン

カード１枚でいつでもキャッシュサービスが
受けられる大変便利なローンです。

50万円〜500万円
までの10万円刻
みによる46種類

事 業 者
カ ー ド ロ ー ン

事業者向けのお手軽ローンです。
100万円以上
2,000万円以内

事業性評価ローン
事業性評価が可能な事業者で「経営者保証に
関するガイドライン」に従って無担保、無保証
で行うローンです。

７年以内 2,000万円以内

商 工 会 員
エ ー ル ロ ー ン

商工会員である法人・個人事業者 ７年以内 1,000万円以内

創 業 ・ 事 業
継 続 応 援 資 金

創業、新事業立上、経営改善、事業再生並び
に事業承継を応援する資金です。

７年以内 500万円以内

業務の案内（つづき）

◎�　地域の中小企業を対象に、商業手形割引・手形貸付・証書貸付・当座貸越など、事業資金の融資を行　

っています。

◎�　地元に居住あるいは勤務されている皆様に、住宅ローンを始めとする各種の個人ローンをご用意して　

おります。ライフサイクルに合わせてご利用ください。

◎�　富山県、小矢部市、富山県信用保証協会、石川県、金沢市、石川県信用保証協会が実施している、各種の

制度融資を取扱っています。小口の事業資金や住宅の新築などに、低利の資金をご利用いただけます。

◎�　信金中央金庫・（株）日本政策金融公庫などの代理店に指定されており、これらの機関の資金がご利用　

いただけます。

　　資金使途に応じて窓口にご相談ください。

＊商品利用にあたっての留意事項
　上記のようにお客様のニーズにあった商品を取り揃えております。金融機関の商品には変動金
利のように、お客様の予想に反して金利が上下する商品や、保証会社を保証とするご融資には融
資利息のほかに保証料が必要など、お申し込みの際にはサービスの内容を職員におたずねいただ
き、お客様の目的にあった商品をお選びください。
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サービス名 内　　　容　　・ 　　特　　　色

キャッシュカード
サ ー ビ ス

（しんきんネットワーク）

当金庫の本支店及び全国どの信用金庫でもキャッシュカードを使って現金の
ご入金及びお引出しができます。

（全国キャッシュ
サービス）

全国の銀行・ゆうちょ銀行・信用組合・労働金庫・農協の本支店でもＡＴＭ
をご利用になれます。

当金庫での
ご利用時間

 平　日　　　　　　　　　午前８時４５分〜午後９時   
 土　曜・日　曜　　　　　午前９時〜午後９時   
 祝祭日　　　　　　　　　午前９時〜午後９時 

デ ビ ッ ト カ ー ド
商店や百貨店・スーパー・コンビニ等で買物したり、ガソリンスタンドで給
油をする際、現金の代わりに、当金庫のキャッシュカードで商品の代金支払
いができる利便性の高いサービスです。

キ ャ ッ シ ン グ
不意に現金がご入り用のとき、カードローン・ＶＩＳＡ・ＪＣＢカードなど
銀行系クレジットカード及び流通・信販系カードがあれば、ＡＴＭで現金を
引き出せます。

自 動 支 払 い
一度手続きをするだけで、公共料金、家賃、授業料、各種クレジット料金な
どが、ご指定の口座から自動的に支払えます。

自 動 受 取 り
厚生年金、国民年金、共済年金などが、お受取日に自動的にご指定の預金口
座に振込まれます。お利息はその日からつきます。

給 与 振 込 み
給料、ボーナスが自動的にご指定の預金口座に振込まれます。給料日が出張
や休暇と重なった場合でも、全国の「しんきんキャッシュサービス・コーナー」
でお引出しができます。

送 金・ 振 込 み
当金庫の本支店をはじめオンラインによって結ばれた全国各地の金融機関の
ご指定の預金口座へ迅速にお振込みができます。

定額自動送金サービス 一度手続きをするだけで、ご指定の口座から自動的に送金できます。

公 金 代 理 収 納
所得税、法人税、事業税、住民税、固定資産税、交通反則金、その他国や県
及び市の公金の払込ができます。

ＶＩＳＡ、ＪＣＢ、セゾン・
アメリカン・エキスプレス
カ ー ド

ショッピング、食事、レジャーもサイン一つでお楽しみになれます。お支払
は後日ご指定の預金口座から。

貸 金 庫
大切な預金証書、株券、権利書、貴金属などを金庫室で安全に保管し、盗難・
災害などの不慮の事故からお守りします。

国 債 の 窓 口 販 売 長期利付国債、中期利付国債、個人向け国債を取扱っております。

保 険 の 窓 口 販 売
がん・医療・傷害・学資・終身保険・介護保険・住宅ローン専用火災保険
を取扱っております。

抵 当 証 券 しんきん抵当証券㈱を通じて取扱っております。

情 報 サ ー ビ ス
地域の産業、特産品、地域振興、観光、イベント等に関する全国の情報をお
届けしております。

インターネット及び
テレホンバンキング
サ ー ビ ス

残高照会・入出金明細照会・取引履歴照会・資金移動取引・定期預金取引・
Ｅメール通知サービスがお手持ちのスマートフォンやパソコンでどこからで
もご利用になれます。

で ん さ い ネ ッ ト 手形・振込に代わり電子記録債権として全国ネットワークで決済できます。

信 託 業 務
しんきん相続信託「こころのバトン」、しんきん暦年信託「こころのリボン」
を信金中央金庫との信託契約代理店委託契約に基づき、契約締結の媒介を行
います。

業務の案内（つづき）
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○当金庫の地域経済活性化への取組みについて

当金庫は、主要営業地域である小矢部市を中心に地元の中小企業者や住民が会員となって、お互いに

助け合い、お互いに発展していくことを共通の理念として運営されている相互扶助型の金融機関です。

地元のお客様からお預かりした大切な資金（預金積金）は、地元で資金を必要とするお客様に融資を

行って、事業や生活の繁栄のお手伝いをするとともに、地域社会の一員として地元の中小企業者や住民

との強い絆とネットワークを形成し、地域経済の持続的発展に努めております。また、金融機能の提供

にとどまらず、文化、福祉、スポーツといった面も視野に入れ、広く地域社会の活性化に積極的に取り

組んでおります。 

1．預金積金に関する事項（地域からの資金調達の状況）

当金庫の2025年3月末の預金積金残高は57,391百万円です。お客様からお預かりした大切な預金は、

みなさまから信頼をいただいている証であります。お客様の大切な財産の運用を安全に、確実に、気

軽にご利用いただけるように、また、目的や期間に応じて選択いただけますよう各種預金を取り揃え

ております。なお、取り扱っている商品については、当金庫ホームページ｢貯める｣預金商品一覧または、

2025年版ディスクロージャー誌の61ページをご覧ください。

2．貸出金（運用）に関する事項（地域への資金供給の状況）

お客様からお預入れいただいた預金積金につきましては、お客様の様々な資金ニーズに応え、地域経

済の活性化に資するために、円滑な資金供給を行う形でお客様や地域社会に還元しております。

中小企業に対しては、設備資金に3,789百万円、運転資金に14,453百万円をご融資しております。ま

た、個人のお客様には住宅関連資金に4,698百万円、消費資金関連に1,454百万円、その他5,732百万円

をご融資しております。2025年3月末の貸出金残高は27,749百万円、預金積金に占める貸出金の割合

は48.35%です。

また、国及び県の伴走支援型特別保証や小矢部市の商工業振興融資、年末融資制度を取扱いしており

ます。 

3．取引先への支援等（地域との繋がり）

当金庫は、令和6年1月能登半島地震の影響を踏まえた支援の取組みについては、事業者の資金繰り

支援を喫緊の課題とし、企業先への支援融資および貸付条件の変更等の申込みに対して迅速かつ柔軟に

取組みました。また、金融面にとどまらず、専門家を通して各種補助金申請等のご支援も積極的に行っ

ております。

4．貸出以外の運用に関する事項

金融機関に対して、経済や産業に必要な資金を円滑に供給する金融仲介機能の持続的な発揮による

貢献を促すとともに、その前提となる健全性の維持が不可欠とされる中、余資運用について安全性第

一として慎重な運用に取組みました。その結果、有価証券の期末残高は前期末比1,584百万円減少して

23,012百万円となりました。預け金(無利息分を除きます)の期末残高は前期末比882百万円増加して

9,827百万円となりました。余資運用残高は32,839百万円です。なお、有価証券の運用については、安

全性第一を心掛けております。

*余資とは有価証券、預け金等のことをいいます。

5．2024年度決算に関する事項

当金庫は地域密着型のコンサルティング営業の推進において、ゼロゼロ融資のコロナ関連融資の借換

えや、物価高騰など新たな資金需要に対応する伴走支援型特別保証制度ならびに能登半島地震融資に対

応した事業先に対しては、業況などに関するヒヤリングを定期的に実施し、資金繰りや経営改善、販路

拡大など課題を把握し、営業店と本部が会議体を通じて情報を共有し、課題解決に取組みました。今後

も、新たな環境に対応する業務運営を進め、｢安心と信頼｣のさらなる向上に努めてまいります。

会員数:3,578人 出資金残高:156百万円 コア業務純益:25百万円 当期純損失:438百万円

自己資本比率：15.75%

6．地域貢献の体制

常勤役職員数：48人　店舗数：4店

地域社会の繁栄と活性化をめざして

当金庫と地域社会
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7.　文化的・社会的貢献に関する事項

（１）	 文化活動

・	 各種団体及び取引先の写真・絵画等を営業店のロビーで展示してご好評をいただいています。

・	 信栄会（福町支店）、信友会（中央支店） 講師を招いての講演会を開催しています。

（２）	 環境への取り組み

・	 暴力追放富山県民大会へ出席し、反社会的勢力の排除に努めています。

・	 �県内7金庫が保有するサーバー類の合同移設に関する合意協定書を取り交わしBCP（事業継続計

画）対応を図っています。

・	 �小矢部市、小矢部市商工会、東京海上日動火災保険(株)、当金庫の4者による｢SDGs推進に係る連

携協定｣を締結し、地域の環境保全や環境負荷低減につながる事業への支援を行っています。

（３）	 福祉活動

・	 �年金友の会(会員数2025年3月末1,902名)当金庫にて年金をお受け取りになられるお客様が対象に

なります。旅行を年１回開催しております。

・	 �消防団協力事業所に認定され、地域の消防団活動に協力しています。

（４）	 地域行事への参加

・	 �小矢部市企業協会・小矢部市観光協会・小矢部市商工会青年部・小矢部青年会議所・小矢部ロー

タリークラブに当金庫役職員が地域社会の一員として参加し、地域社会の繁栄と活性化にお手伝

いしています。

・	 �地元ＮＰＯ法人の活動協力として石動駅前商店街等におけるイベントの際に、ボランティアスタ

ッフとしてお手伝いさせていただいています。その他、色々なイベントのお手伝いもさせていた

だいています。

（５）	 スポーツ振興への支援

・	 �寄贈した小矢部市スポーツ振興基金により、各種スポーツ教室が開催されるなど、スポーツ振興

を支援しております。

・	 �ゲートボール大会　　自治会別対抗戦年１回開催しております。

・石動信金グリーン会(2025年3月末会員数53名)年3回開催しております。

・石動信用金庫旗争奪学童野球大会を開催しております。

（６）	 寄付

・�これまでは、機会をとらえてスポーツ振興基金への積み増し寄贈、城山公園整備に係る寄贈、社

会福祉法人の清楽園、ほっとはうす千羽、渓明園、(財)日本赤十字社、(財)富山県暴力追放運動や

火牛まつり等地域のイベントに寄付しております。

・2014年11月小矢部市に対しスポーツ振興基金に積み増し寄贈をしました。

（７）	  義援金寄贈

　｢令和6年　能登半島地震｣に係る義援金を寄贈しました。（富山県・石川県・小矢部市）

8.　地域密着型金融の取組み

2024年度の事業計画に基づき｢地域密着型金融｣に係る諸施策について、役職員が一丸となり積極的

に推進に取組んでまいりました。その結果、全体的としては概ね順調な推進を図ることができました。�

｢健全経営を堅持し、地域社会の繁栄とお客様の利益および満足のため心から奉仕する｣ことを基本方針

とする当金庫としては、地域の中小企業・個人事業主・生活者に対して持続性ある事業環境や安定した

生活環境を提供するため、(1)地域密着型のコンサルティング営業の推進(2)働きやすい職場づくり(3)プ

ロフェッショナルな人材の育成について取組みました。

以下は2024年度における取り組み状況です。

（１）地域密着型のコンサルティング営業の推進

①　事業者に対するニーズの把握と支援態勢の整備強化

　実質無利子・無担保にいわゆる「ゼロゼロ融資」を応需した先ならびにその後のコロナ関連融資に

よる借換え且つ、物価高騰、能登半島地震融資に対応した事業先に対しては、業況などに関するヒヤ

リングを定期的に実施し、資金繰りや経営改善、販路拡大など課題を把握し、会議体などを通して営

業店と本部が情報を共有し課題解決に取組みました。その際には、必要に応じて外部機関と連携して

支援に取組みました。事業承継に関しても、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び富山県事業承継・
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引継ぎ支援センターと連携して、「支援者会議」を定期的に開催し、役職員の資質向上に取組み、対

象事業者への助言を行いました。

②　経営改善支援

イ�．債務者区分のランクアップ6先をランクアップ見込先に選定するとともに、経営改善支援先28

先を選定しました。お取引先との共通認識のもと債務者区分のランクアップに積極的に取組みま

した。その結果、ランクアップに至った経営改善先は1件ありました。引続き、外部機関等を有

効に活用しながら、対象事業者と寄り添って経営改善の支援に取組む方針です。

ロ．要注意先以下の債権の健全化

債務者区分が、その他要注意先・要管理先、破綻懸念以下の先について、整理改善方針を作成

し営業店と本部が共通認識を持ち、整理改善指導を図りました。

ハ．ビジネスマッチングへの支援

信金中央金庫が提供するビジネスマッチングサイト｢しんきんコネクト｣やしんきん地域創成ネットワーク

株式会社による｢無料コンサルティング｣など業界ネットワークを活用して機会の提供と支援を行いました。

ニ．担保・保証に過度に依存しない融資等への取組み

事業性評価融資の取扱いについては、取引先企業が置かれている内部・外部環境と事業の特徴や成長

可能性等を把握し、経営者が考える事業方針とその企業の経営課題を共有した上で必要な手段を有効に

推進することを目的として実施しています。2024年度中における実績は96件、1,749百万円となりました。

③　個人取引への積極的推進

令和5年4月から職域サポート契約を締結した事業所で働いている方だけ利用できるお得な「職

域サポートローン」の取扱いを開始しました。個人インターネットバンキングの月額手数料の無

料化やキャシュレス決済の浸透に呼応してペイメント事業者との口座連携を拡充するなど、従来

のWEB完結型ローンの利用推進を含め、若い世代を主体に取引拡大に取組みました。2024年中

における実績は、職域サポート契約締結に至った事業所が31社となり、実行件数27件、実行金額

94百万円ありました。WEB完結型ローンにおいてもマイカーローンを主体に昨年度を上回る156

件の申込を受付けました。

（２）	 働きやすい職場づくり

　���　「店内情報連絡票の件数」、「グループウエア掲示板への掲示件数」「業務改善の採用件数」を経

営目標のKPIに設定して、地域やお客様の情報を共有の徹底及び業務フローの改善などを通して、

役職員全員が、働きやすく、休暇の取りやすい職場づくりに取組みました。

　　�　「店内情報連絡票の件数」は目標値480件に対し、実績504件となり、「グループウエア掲示板

への掲示件数」については、目標値60件に対し64件となりました。営業活動などで得た情報を所

属店舗内外で共有し、提案営業の際や取引先への情報提供などの際に役立てました。また、「業

務改善の採用件数」に関しては目標値12件に対し、実績10件となりました。会議体を通じて広く

職員から最善提案を募り、担当部会・主幹部署で検討し、事務手続きの見直しを図りました。

（３）	 プロフェッショナルな人材の育成

人材育成は事業継続の根幹をなすものであり、これまでも外部派遣研修、通信研修等を実施し

能力の向上を図っております。経験年数に応じての必要な資格、通信講座を示すことで、積極的

かつ適切な自己啓発を促し、職員の知識向上に取り組んでおります。

　　　・�2024年度教育訓練計画に基づき、北陸地区信用金庫協会主催の研修に34講座36名(延べ52日

間)が参加しました。また、金庫内研修では外部専門家や外部機関が主催するオンラインセミ

ナー等を活用して事業者の経営課題に対するノウハウやスキルの習得に取り組みました。

　　　　�「営業店サポートのための各種勉強会に参加する人数」は目標値900人に対して、マネーロー

ンダリング・資金テロ資金供与・拡散金融対策の研修も含め実績992人となり知識向上をは

かりました。

（４）地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献

①	 地域全体の活性化、持続的な成長を視野に入れた、同時的・一体的な「面」的再生への取組み

イ．情報機能やネットワークを活用した取組み

・�全国信用金庫協会、信金中央金庫からの｢地域活性化情報｣、｢ビジネスマッチング情報｣、｢景気

動向調査」、｢経営情報｣等による情報を店頭、渉外活動を通じて積極的に取引先に提供しまし

た。
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ロ�．富山県警察と県内7信用金庫が、サイバー犯罪に対する共同対処を実施する協定を締結してお

ります。

②	 地域活性化につながる多様なサービス

	 �　会員・顧客の利便性向上への取組みとして、社会的なニーズ、会員・地域住民のニーズを的確

に把握し、適時適切な施策に取組み、地域の活性化と会員・地域住民の負託に応えていくことと

しました。

・2024年 4月	 利用者満足度向上に係るアンケート調査を実施しました。

・2024年 5月	 債務者区分ランクアップ見込先の選定をしました。

・2024年 5月	 530ごみゼロ運動を実施しました。

・2024年 5月	 第43回ごみゼロ運動「OYABEまちぴかウォーク」に役職員が参加しました。

・2024年 6月	 �信用金庫の日にあわせ富山県信用金庫協会の収集ボランティアとして古切手等収

集品を県ボランティアセンターへ贈呈しました。

・2024年 6月	 �おやべOTAKARA マルシェ2024初夏 第二回肉まつりにボランティア活動で参

加しました。

・2024年 9月	 日本赤十字社へ献血運動に協力しました。

・2024年 9月	 第3回「石動信用金庫旗争奪少年野球大会」を実施しました。

・2024年11月	 中小企業無料経営相談会を開催しました。

・2024年11月	 日本弁護士会連合会との連携企画「遺言・相続全国一斉相談会」を開催しました。

・2024年11月	 第37回石動信用金庫理事長杯争奪ゲートボール大会を開催しました。

・2024年12月	 フードドライブを実施して小矢部市社会福祉協議会へ寄贈しました。

・2024年12月 	年末資金繰り「休日金融相談窓口」を開設しました。(14日～15日)

・2025年 3月	 年度末資金繰り「特別金融相談窓口」を開設しました。(11日～21日)
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SDGs 活動の取組みについて

　石動信用金庫は、1914年の創業以来、「健全経営を堅持し、地域社会の繁栄とお客様の利益及び満足の

ために心から奉仕する」を基本方針として事業を展開してまいりました。この方針は国連が提唱する「持

続可能な開発目標(SDGs)」の達成と目的を同じくするものです。

　当金庫はSDGs達成に向け、地域の課題や環境問題の解決に積極的に取り組むことにより持続可能な社

会の実現に向け活動を行ってまいります。

【石動信用金庫のSDGsの重点項目と取り組み事例】

重点方針 取組み事例

1. 地域経済の持続的発展 ・地域事業者・個人の方への円滑な資金供給

・便益のある安全な金融商品と決済サービスの提供

・課題解決支援への取組み

・業界ネットワーク活用による販路拡大支援

・補助金申請支援への取組み

2. 地域社会の繁栄 ・小矢部市と連携した地域活性化事業への取組み

・子育て支援への取組み

・高齢の方や障がいのある方へのサービス向上への取組み

・使用済み切手収集ボランティア活動

・金融サービスの利便性向上への取組み

・特殊詐欺対策の取組み

3. 地球環境・地域環境の保全 ・地域の清掃活動の実施

・クールビズ・ウォームビズの実施

・通帳レスアプリの提供

・ペーパーレスによるコピー用紙の削減

4. 人材育成 ・信用金庫職員としての人間力とスキル向上への取組み

・�働き方改革を通じたワーク・ライフ・バランス実現への取組み

・働きがいのある職場づくりへの取組み

・女性活躍の推進
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満足
やや
満足

やや
不満

不満
来店してい
ない・訪問
がない

１．
言葉づかい、挨拶はきちんとでき
ていますか。

３．

２．

来店いただいた際の待ち時間はい
かがですか。

店内の雰囲気はいかがですか。

４．
訪問させていただいた際の時間や
約束事を守っていますか。

５．
商品内容等の説明はいかがでした
か。

６．
相談、ご質問について誠意をもっ
て対応していますか。

７．
お客さまがお借入される場合には
どのようにお考えですか。

アンケート項目

ご利用者の満足度の向上にかかるアンケート調査の結果について

　当金庫では、金融庁の「金融改革プログラム」の公表を受け、2006年6月よりご利用者の満足度の向

上にかかるアンケート調査を実施し、お客様の意見を経営に反映すべく取り組んでおります。

　2025年度も より一層の金融サービス向上に取組むにあたり、地域の皆様の貴重なご意見をお伺いし、

それを業務に生かすことを目的としてアンケート調査を実施させていただきました。調査は114名のお取

引先にお願いし、100％の回答をいただきました。ここに、その結果につきまして、お知らせします。

　なお、いただきました貴重なアンケート調査結果は業務に反映していく所存であります。

利用者満足度の向上に係るアンケート調査集計表 （2025年4月調査実施）

107 7 0 0

82 7 0 0 25

79 10 0 0 25

96 10 0 0 8

98 16 0 0

111 3 0 0

当金庫で
借りる

他行で
借りる

予定無し

54 1 59

※アンケートに回答いただいた合計　114件　回答率100％
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総代会制度

　（１）総代会とは

　（２）総代とその選任方法

（３）総代選任の流れ

総代会の機能について
信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本に、会員１人１人の意見を最大の価値として、

会員・お客様自らの自己実現と経済的価値だけではなく文化的、社会的価値も重視した地域社会の実現を目的
として限られた地域で金融サービスを提供する地域に根ざした協同組織金融機関です。このことから、会員は
出資口数に関係なく、１人１票の議決権を持ち総会を通じて当金庫の経営に参加することになります。しかし、
当金庫では、会員数から全会員による総会の開催は事実上不可能ですので、会員の総意を適正に反映し、充実
した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。

この総代会は当金庫の会員の中から定款に定める方法によって適正な手続きにより選任された総代により運
営され、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高議決機関です。従って、総代
会は、総会と同様に、会員１人１人の意見が当金庫の経営に反映される仕組みになっています。

また、当金庫では、総代会に限定することなく、日常の業務活動を通じて、総代や会員とのコミュニケーシ
ョンを大切にし、様々な経営改善に取り組んでおります。

なお、総代会の運営に関するご意見やご要望につきましては、お近くの営業店までお寄せください。

総代とその選任方法
総代の任期・定数
・総代の任期は３年です。
・総代の定数は70人で、会員数に応じて各選任区域ごとに定められています。
総代の選任方法
総代は会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に反映する重要な役割を担っています。そこで、総代の
選考は、総代候補者選考基準(下記の（4）を参照)に基づき次の３つの手続を経て選任されます。
① 会員の中から総代候補者選考委員を選任します。
② 総代候補者選考委員が総代候補者を選考します。
③ 総代候補者を会員が信任します。(会員は異議があれば異議申立をすることができます)

地区を７区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める

①総代候補者選考委員の選任

総代会の決議により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱

選考委員の氏名を店頭に掲示

選考委員が総代候補者を選考 理事長に報告②総代候補者の選考

③総代の選任
・会員から異議のない場合
　　　　　または
・選任区域の会員数の1/3未満の会員
　から異議の申出があった総代候補者

選任区域の会員数の1/3以上の会員
から異議の申出があった総代候補者

当該総代候補者が
選任区域の総代定数の1/2以上

当該総代候補者が
選任区域の総代定数の1/2未満

欠員(選考を行わない)

理事長は総代に委嘱

他の候補者を選考

上記②以下の手続を経て

総代の氏名を店頭に１週間掲示

総代候補者の氏名を１週間店頭掲示

左記提示について当金庫
ホームページにおいて電子公告

異議申立期間（公告後2週間以内）
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総代会制度

　（１）総代会とは

　（２）総代とその選任方法

（３）総代選任の流れ

総代会の機能について
信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本に、会員１人１人の意見を最大の価値として、

会員・お客様自らの自己実現と経済的価値だけではなく文化的、社会的価値も重視した地域社会の実現を目的
として限られた地域で金融サービスを提供する地域に根ざした協同組織金融機関です。このことから、会員は
出資口数に関係なく、１人１票の議決権を持ち総会を通じて当金庫の経営に参加することになります。しかし、
当金庫では、会員数から全会員による総会の開催は事実上不可能ですので、会員の総意を適正に反映し、充実
した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。

この総代会は当金庫の会員の中から定款に定める方法によって適正な手続きにより選任された総代により運
営され、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高議決機関です。従って、総代
会は、総会と同様に、会員１人１人の意見が当金庫の経営に反映される仕組みになっています。

また、当金庫では、総代会に限定することなく、日常の業務活動を通じて、総代や会員とのコミュニケーシ
ョンを大切にし、様々な経営改善に取り組んでおります。

なお、総代会の運営に関するご意見やご要望につきましては、お近くの営業店までお寄せください。

総代とその選任方法
総代の任期・定数
・総代の任期は３年です。
・総代の定数は70人で、会員数に応じて各選任区域ごとに定められています。
総代の選任方法
総代は会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に反映する重要な役割を担っています。そこで、総代の
選考は、総代候補者選考基準(下記の（4）を参照)に基づき次の３つの手続を経て選任されます。
① 会員の中から総代候補者選考委員を選任します。
② 総代候補者選考委員が総代候補者を選考します。
③ 総代候補者を会員が信任します。(会員は異議があれば異議申立をすることができます)

地区を７区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める

①総代候補者選考委員の選任

総代会の決議により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱

選考委員の氏名を店頭に掲示

選考委員が総代候補者を選考 理事長に報告②総代候補者の選考

③総代の選任
・会員から異議のない場合
　　　　　または
・選任区域の会員数の1/3未満の会員
　から異議の申出があった総代候補者

選任区域の会員数の1/3以上の会員
から異議の申出があった総代候補者

当該総代候補者が
選任区域の総代定数の1/2以上

当該総代候補者が
選任区域の総代定数の1/2未満

欠員(選考を行わない)

理事長は総代に委嘱

他の候補者を選考

上記②以下の手続を経て

総代の氏名を店頭に１週間掲示

総代候補者の氏名を１週間店頭掲示

左記提示について当金庫
ホームページにおいて電子公告

異議申立期間（公告後2週間以内）
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第一区

第二区

第三区

第四区

第五区

第六区

第七区 石川県内の区域

地区 選任区域

〈総代の属性別構成比〉

職業別

年代別

業種別

定数 氏名及び総代就任回数

計７区

石動町、西町、観音町及
び旧上越前町、中越前町、
下越前町、上野本

城山町及び旧中町、上・中
飯田町、下飯田鍛冶町、
上新町、新町、川原町

西福町、東福町

八和町、畠中町

泉町及び旧細工町、
上・中・下新田町、
小矢部、寄島

富山県内の上記第１
区から第５区までを
除く区域

（４）総代候補者選考基準
　　1．資格要件
　　　・当金庫の会員であること	      
　　　・就任時点で満80歳を超えない会員とする。ただし、本規程の施行後、新たに就任する総代からと
　　　　する。
　　2．適用要件
　　　・総代として相応しい見識を有していること
　　　・良識をもって正しい判断ができる人であること
　　　・地域における信望が厚く、総代として相応しい人であること
　　　・地域での居住年数が長く、人縁関係が深い人であること
　　　・行動力があり、積極的な人であること
　　　・人格、見識に秀れ、当金庫の発展に寄与できる人であること
　　　・金庫の理念・使命をよく理解し、金庫との緊密な取引関係を有する人であること

（５）総代の氏名等
� (順不同・敬称略）      

（６）第77期通常総代会の報告事項及び決議事項　(2025年6月17日開催)
　　　報告事項
　　　　第77期 業務報告、貸借対照表および損益計算書 の内容報告の件
　　　決議事項
　　　　第1号議案　剰余金処分(案)承認の件
　　　　第2号議案　理事および監事任期満了につき改選の件
　　　　第3号議案　退任役員に対する退職慰労金贈呈の件

8
坂田　治夫⑫ 坂田　　猛⑦ 田地　耕陽⑤ 谷崎　吉則④ 吉竹　幹雄② 木場谷芳典①

島津　貴之④ 吉田　甚一①

5
松岡　宗里⑨ 鷲　　隆成⑨ 鍋島　　正⑦ 荒井　利文⑥ 三浦　弘至①

7
加納千賀子① 笹本　幸市① 浅野　　彰⑥ 中村　吉成⑧ 村上　一宏① 山田晴紀子①

上埜　　明②

4 山科　陸夫⑬ 萩沢　俊雄⑪ 高田　成幸③ 柴田　英明①

8
中谷　友治⑦ 米永　敏弘⑦ 山崎　秀成① 吉田　常良④ 林　　智則① 駒津　　効①

村田　博典① 石田　大介②

29

上保　久光⑤ 野手　　弘⑩ 中島　正人④ 砂土居武義⑦ 吉田　和雄⑩ 杉谷三喜雄⑩

津田　　隆④ 早田　吉郎② 石尾　幸雄④ 中嶋　秀明⑥ 宮田　宗孝① 多田　哲郎②

前田　智嗣⑧ 櫻井　幹郎③ 宗田　　茂⑤ 白井　正樹③ 八嶋　大道③ 西谷　　清①

奥村　貴彦① 上山　　勇① 山田　英輔① 棚田　　毅② 福岡　　健③ 村西　孝介①

津田雄一郎② 片山　俊介② 柴田　昭浩① 清水　大介③

9
谷﨑　二郎⑫ 杉本　誠二⑧ 前田　和人⑤ 山岸　　宏⑧ 川合　英夫⑥ 中田　文人⑤

中谷　和浩④ 砂山　広成④ 石浦豊太郎③

70名 （2025年6月17日現在の総代数は69名です。）

※氏名の後の数字は総代への就任回数です。（2025年6月17日現在）

※業種別の構成比は、法人・法人代表者、個人事業主に限ります。

法人・法人代表者78.13％、個人事業主20.31％、個人1.56％

70代35.94％、60代26.56％、50代14.06％、80代12.50％、40代9.38％、30代1.56％

建設26.98％、卸・小売22.22%、製造20.63％、各種サービス19.05％、不動産6.35％、�
電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道1.59％、医療・福祉1.59％、運輸業1.59％

70 71



2024. 4 . 1

2024. 4 . 1

2024. 4 . 1

2024. 4 . 1

2024. 4 . 1

2024. 4 . 1

2024. 4 . 1

2024. 4 . 1

2024. 4 . 1

2024. 5 . 8

2024. 6 . 1

2024. 6 . 3

2024. 6 . 3

2024. 6 .14

2024. 8 . 1

2024. 8 . 5

2024. 9 . 2

2024. 9 . 2

2024. 9 .16

2024.10 . 1

2024.10 . 1

2024.11 . 1

2024.11 .11

2024.11 .13

2024.11 .15

2024.11 .18

2024.12 .14

2024. 1 . 6

2024. 2 . 3

2024. 1 . 6

2024. 3 . 1

2024. 3 .11

「優遇金利扱い固定金利特約型住宅ローン」の取扱期間延長しました。

優遇金利扱いの「リフォームローン」の取扱期間延長しました。

「マイカーローン」の優遇金利扱いの取扱期間延長しました。

「教育カードローン」の優遇金利扱いの取扱期間延長しました。

優遇金利扱いの「無担保住宅ローン」取扱開始しました。

「年金定期預金」・「年金振込口座の優遇金利」の取扱期間延長しました。

「退職金専用定期預金」の取扱期間延長しました。

「変動金利定期預金（メルヘンアップ）」の取扱期間延長しました。

優遇金利扱いの「定住者支援融資」の取扱期間延長しました。

「よろず経営相談会」を奇数月で開催しました。

通帳レスアプリの導入の取扱を開始しました。

「創立 110 周年記念定期預金」を発売しました。

「はじめての通帳 anniversary」の利用対象者を拡大しました。

第 76期通常総代会を本店 3階ホールにおいて開催しました。

※第 76期決算が原案どおり承認されました。

フコクしんらい終身保険「しんきんらいふ終身 FS< 無告知型 >」の取扱開

始しました。

「いするぎ年金定期」の預入金額を拡大しました。

住宅ローンの融資金額及び融資期間を拡充しました。

無担保住宅ローン保証金額を引き上げしました。

第 3回石動信用金庫旗争奪少年野球大会を開催しました。

能登半島地震被災者の「無担保住宅ローン・リフォームローン」による金

利優遇の取扱期間を延長しました。

「定期積金増強キャンペーン」を実施しました。

「中小企業無料経営相談会」を開催しました。

窓口受付システムを開始しました。

第 37回理事長杯争奪ゲートボール大会を開催しました。

弁護士による「遺言の日」無料面談相談会を開催しました。

でんさいライトサービスを開始しました。

年末資金繰り「休日金融相談窓口」の開設しました。

しんきん保証基金「災害復旧ローン」の取扱期間を延長しました。

当座勘定による出金票 ( 取引記録票 ) の取扱を開始しました。

「能登半島復興応援定期積金」を実施しました。

「給与振込口座獲得統一キャンペーン」を県内 7信用金庫で実施しました。

年度末資金繰り「特別金融相談窓口」を設置しました。

この１年の主なできごと
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